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第１章　学科・専攻

　大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等について
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　３．学科・専攻の現況

　短期大学は昭和 24 年に暫定的な制度として発足した。そして昭和 39 年に学校教育法上に位置

付けられ、さらに昭和 50 年には短期大学設置基準が省令化されるなど、高等教育の一機関として

整備拡充が計画的に行われてきた。その後、昭和 59 年に設置された臨時教育審議会が短期大学に

対して、社会・経済の複雑化、高度化の急速な進展や国際化、情報化という社会状況の変化に対応

する必要性があることを指摘した。そして昭和 62 年 10 月に文部大臣から諮問を受けた大学審議

会は平成 3 年 2 月に「短期大学教育の改善について」という答申を行った。

　この答申に基づき平成 3 年 4 月に準学士の称号付与が学校教育法に盛り込まれ、同年 6 月には

短期大学設置基準の大幅な改正がなされた。

　その後、平成 17 年には中央教育審議会が「我が国の高等教育の将来像」答申の中で、短期大学

の修了者に学位を授与することを提言した。これにより同年学校教育法が改正され、短期大学は卒

業生に「短期大学士」という学位を授与できることとなった。

　短期大学設置基準は、昭和 24 年 8 月に大学設置審議会の決定事項として定められ、「短期大学

の学科又は専攻部門は、文学・語学・図書館学・経済学・商学・理学・工学・農学・水産学・家政・

教育（保育を含む）・体育・社会事業・厚生・芸術・新聞・その他の学科又は専攻部門として適当

な規模内容があると認められたものとする。」との学科の例示があったが、昭和 50 年の文部省令

の制定でこの例示がなくなり、さらに大学審議会の答申を受けて平成 3 年の改正により大綱化、弾

力化が一段と進んだ内容となった。

　こうした法的な整備は、学術の進展や社会の要請に適応した特色ある教育研究を発展させる余地

を生じさせ、新しい学科・専攻の設立の動きや再編成の可能性を高まらせている。

　その一例がいわゆる「地域総合科学科」で、特定の学問領域に限定せずに、地域の多様なニーズ

に柔軟に応じることを目的とした新しいタイプの学科である。その特色として、①多様な科目と 

コース展開、②科目・コースの柔軟な選択、③多様な履修形態、④社会人の積極的受け入れ、⑤第

三者機関による適格認定に基づく質の保証、等が挙げられる。
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第２章　学生収容定員

　１．定員の概念

　定員とは、短期大学設置基準に基づき、文部科学大臣が認めた短期大学が受け入れることができ

る学生数を指し、各年度の新入生として受け入れることのできる入学定員と、短期大学全体として

受け入れることのできる収容定員とに分けられる。定員は、学科ごとに、また、専攻課程を置くと

きは、専攻課程を単位として学科ごとに学則に定めなければならない。なお、昼夜開講制を実施す

るときは、これに係る学生定員を明示するものとされている。

　設置基準上、定員は設置する校地面積、専任教員数等と不可分の関係にある。すなわち、専任教

員数、校地面積、校舎面積等が一定であれば、設置する学科の種類に応じて定員が決められる。逆

に、専任教員数、校地面積、校舎面積も、設置する学科の定員数に応じて決められる。

　２．収容定員変更手続

　こうしたことから、収容定員を変更しようとする場合には、原則として文部科学大臣の認可が必

要とされる（学校教育法第 4 条第 1 項、同法施行令第 23 条第十一号）。ただし、平成 14 年 11 月

の学校教育法並びに学校教育法施行令の改正により、短期大学全体の収容定員の増加を伴わない変

更については、届出事項となった（学校教育法第 4 条第 2 項、同法施行令第 23 条の 2 第四号）。

　認可申請書、届出書その他の書類の様式及び提出部数等については、「大学の設置等の認可の申

請及び届出に係る手続等に関する規則」（平成 18 年文部科学省令第 12 号）に示されている。収容

定員変更にかかる認可申請の期間については、学則変更年度の前々年度の３月１日から同月 31 日

まで、又は前年度の６月１日から同月 30 日までの間に申請することとされている。また、短期大

学全体としての収容定員の増加を伴わない変更の場合の届出の時期については、変更しようとする

年度の前年度４月１日から 12 月 31 日までとされている。

　教育条件の低下等の事態を招くことがないよう、各大学における定員管理の厳格化が今まで以上

に求められ、短期大学設置基準においても、平成 15 年 3 月の改正により、「短期大学は、教育に

ふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正に管理するものとする」

（第 4 条第 4 項）との条文が設けられている。

　３．臨定の延長及び恒常化

　期間を付した定員（臨時的定員）の制度は、18 歳人口の急増・急減期に対処するために採られ

た政策である。従って、この制度の趣旨に沿えば、当初の計画である平成 11 年度で解消すべきも

のであるが、その後、受験生への影響、臨時的定員の果たした役割、私学経営への影響等を考慮し

第２章　学生収容定員
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た結果、大学審議会から平成 16 年度までの 5 年間で段階的に解消していく一方で、平成 11 年度

の規模の 5 割程度の恒常的定員化を認めることが適切であるとの方針が示された（平成 9 年 1 月

29 日大学審議会答申「平成 12 年度以降の高等教育の将来構想について」）。これを受け、「臨時的

定員に関する平成 12 年度以降の取扱方針」（平成 9 年 2 月 6 日大学設置・学校法人審議会大学設

置分科会決定／平成 13 年 2 月 20 日大学設置・学校法人審議会大学設置分科会長決定）が出され、

臨時的定員の延長及び恒定化に際しての具体的な指針が示されることになったのである。
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第３章　学　　則

　学則は学校の組織、編成、運営等に関する教学上の基本的規程であって、対外的、学内的に学校

の憲法にも相当するものである。

　そして、学則は短期大学の設置認可申請に必要な書類の１つとして指定されており（学校教育法

施行規則第 3 条）、学則に記載すべき事項も学校教育法施行規則第 4 条に次のように定められてい

る。

〇学校教育法施行規則

第 4 条　  前条の学則中には、少なくとも、次の事項を記載しなければならない。

　（以下略）

　以下、学校教育法施行規則第 4 条第 1 項各号に規定されている学則記載事項について簡単に触

れるが、条文化するに際しては短期大学設置基準に添う必要がある。

①　修業年限、学年、学期及び授業を行わない日（以下「休業日」という）に関する事項

　・修業年限

　�　修業年限「2 年又は 3 年」（学校教育法第 108 条第 2 項）で短期大学の教育目的に応じて学校

が定める。

　・学年

　　「大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。」

　�　「大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒

業させることができる。」（学校教育法施行規則第 163 条）

　・学期

　�　学期は、前期・後期の 2 学期制が大部分であるが、昭和 48 年大学制度の弾力化の措置により、

３学期制が可能となった。１つの学期の授業期間は 10 週又は 15 週にわたること（短期大学設

置基準第 9 条）とされている。

　・授業を行わない日（休業日）

　�　学校教育法施行規則第 61 条は、公立小学校における休業日を定めている。短期大学において

は準用規定はないが、これに準じて休業日を定めている。

②　学科及び課程の組織に関する事項

　�　「学科は、教育研究上の必要に応じて組織されるものであって、教員組織その他が学科として

適当な規模内容をもつと認められるものとする。」

第３章　学　　則
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　�　「学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。」（短期大学設置基

準第 3 条）。

③　教育課程及び授業日数に関する事項

　・教育課程

　�　「短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら

開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。」

　�　「教育課程の編成に当たっては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際

生活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。」（短期大学設置基準第 5 条）

　�　「教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成する

ものとする。」（短期大学設置基準第 6 条）

　・単位の計算方法

　�　各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとし、単位数に当たっては、1 単位の授

業科目を 45 時間の学習を必要とする内容をもって構成することを標準としている。また、授業

の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学習等を考慮して、次の基準によ

り単位数を計算する。

　�　講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業を

もって 1 単位とする。

　�　実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で短期大学が定める時間の

授業をもって 1 単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業について

は、短期大学が定める時間をもって 1 単位とすることができる。

　�　１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち２以上の方法の併用により行

う場合については、その組み合わせに応じ前項に規程する基準を考慮して短期大学が定める時間

の授業をもって 1 単位とする（短期大学設置基準第 7 条）。

　�　また、平成 23 年度私立短大教務担当者研修会のＣグループ資料『短期大学の学則について』

では、次のように例示している。

　（単位の計算方法）

　�　第 26 条　各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもっ

て構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な

学修等を考慮して、次の各号の基準により計算するものとする。

　　一�　講義については 15 時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科目につ

いては 30 時間をもって１単位とする。

　　二�　演習については 30 時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定める授業科目につ
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いては 15 時間をもって１単位とする。

　　三�　実験、実習及び実技については 45 時間の授業をもって１単位とする。ただし、別に定め

る授業科目については 30 時間の授業をもって１単位とする。

　　四�　１の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は、実技のうち２以上の方法の併用に

より行う場合については、前掲各号に規定する基準を考慮して、別に定める時間をもって１

単位とする。

　　五�　卒業研究、卒業制作等の授業科目については、学修の成果を評価し、所定の単位を与える

ことができる。

　・授業日時数

　�　「1 年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則とする」（短

期大学設置基準第 8 条）学則には授業日数を直接明示せず、前記①の「学期」に期間を付し、同 

「休業日」との関係から間接的に授業日数を表示している例が多い。

④　学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

　・学習の評価

　�　授業科目を履修し、試験に合格した者には所定の単位を与える（短期大学設置基準第 13 条）

ことになるが、学習の評価についての法的規制はなく、通常秀、優、良、可、不可又はＳ、A、 

B、C、Ｆ等の表記で行うことを合否の基準とともに規定する。

　・課程修了の認定

　�　卒業の要件を記載する。卒業の要件としては、修業年限、必要単位数及び単位の修得方法を記

載する例がほとんどである。卒業に必要な単位数は 2 年制の短期大学では 62 単位以上、3 年制

の短期大学では 93 単位以上（短期大学設置基準第 18 条）であるが、夜間学科等においては修

業年限を 3 年とし、修得単位数を 62 単位以上とする（短期大学設置基準第 19 条）こともでき 

る。

⑤　収容定員及び職員組織に関する事項

　・収容定員

　�　ここにおける収容定員は、学生定員のことをさし、学科ごと（専攻課程を置く場合は専攻ごと）

に入学定員を規定する。なお、昼夜開講制をとる場合は、昼間主コースと夜間主コースとに分け

て規定する（短期大学設置基準第 4 条）。

　・教員組織

　�　職員には教員だけでなく事務職員等も含むが、学則には「本学に学長、教授、准教授、講師、 

助教、助手、事務職員、その他必要な職員を置く。」と簡単に規定している場合が多い。なお、

副学長等をおく場合にはこの項で規定しておくのが良い。また、この項で教授会についても規定

する。
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　�　教員組織と教員の資格については、短期大学設置基準第 20 条～第 26 条に、教授会の設置に

ついては学校教育法第 93 条に規定されている。

⑥　入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

　・入学

　　入学の時期、入学資格、入学の出願・選考、入学手続、入学許可等について規定する。

　・退学

　　学長の許可が必要である旨を規定する。

　・転学

　�　転学者を受け入れる場合には学則に規定する。転学を規定している短期大学は少ないが、規定

する場合は、既修得科目と単位の取扱いや在学すべき年数についても触れるようにする。

　・休学

　　休学に必要な修学出来ない期間や休学の最長期間などを規定する。

　・卒業

　�　前記④の「課程修了の認定」の項に記したように卒業の要件、卒業の認定、卒業証書の授与に

ついて規定する。なお、短期大学士の学位は、学則または学位規則等に規定する必要がある。

⑦　授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

　�　授業料等については、その納入金額、納入時期、納入方法等（授業料等の免除、返還、休学中

の取扱い等）を規定する。なお、入学検定料及び入学料は金額を学則に規定し、納入時期、納入

方法は入学募集要項に記載している場合が多い。

⑧　賞罰に関する事項

　�　賞に関する法令上の規定はないが、罰に関しては懲戒ができる旨の規定（学校教育法第 11 条

及び同法施行規則第 26 条）がある。学則には表彰と罰則について規定することになるが、罰則

の場合は乱用を防ぐ観点からも具体的な該当項目を規定しておく必要がある。

⑨　寄宿舎に関する事項

　�　寄宿舎は、なるべく備えるものとする（短期大学設置基準第 28 条第 5 項）ことになっており、

寄宿舎がある場合はこのことを条文化する。

　以上、学則記載事項について、学校教育法施行規則に規定されている項目について触れたが、こ

の他に当該短期大学で実施している項目があれば、学則に記載する必要がある。その主なものは次

のとおりである。

　・教育研究上の目的

　�　短期大学設置基準が平成 19 年 7 月 31 日に改正され、短期大学設置基準第 2 条の 2 において、 

「短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を

学則等に定め、公表するものとする。」として新たに定められた。
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　・資格取得に関する事項

　�　教育職員免許状の所要資格を得させるための課程認定を受けている場合は、学則に必要項目を

記載する。

　・科目等履修生、特別聴講学生、留学生に関する事項

　・単位互換による履修、短期大学又は大学以外の教育施設等における学修に関する事項

　・既修得単位の認定に関する事項

　・�専攻科、別科等を設置している場合は、その名称、修業年限、学生定員、入学資格、修了の要

件、教育課程、納入金等

　・長期履修学生に関する事項

　�　短期大学設置基準第 16 条の 2 において、「短期大学は、短期大学の定めるところにより、学

生が職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程

を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる」

として、社会人の様々な学習需要に対応し、大学等が多様で柔軟な学習機会を提供し、社会人の

受け入れをいっそう推進し得るように、長期にわたる教育課程の履修を定めている。よって、各

短期大学が、同規定による学生（長期履修学生）を受け入れる場合には、授業料、教育課程等、

関連の規定を学則に設けておく必要がある。

　なお、教育課程、授業料等学則の記載事項を変更する場合は入学者保護の観点から、学生募集開

始前に、また、入学検定料を変更する場合は検定料を受験生に納付させる前に文部科学省に「短期

大学学則の一部変更届」の届出様式に従って作成し、提出しなければならない。

○学則記載事項・関係法規等の資料

学 校 教 育 法

施 行 規 則

第 ４ 条 第 １ 項

学 校 教 育 法

　（ 条　　 数 ）　

学 校 教 育 法

施 行 規 則

　（ 条　　 数 ）　

短 期 大 学

設 置 基 準

　（ 条　　 数 ）　

① 修 業 年 限 108 ②

学 年 163

学 期 9

休 業 日 （61 準用）

② 学 科 　 ・

課 程 組 織
108 ⑤、⑥ 142 3

③ 教 育 課 程 5 ～ 7、11、12

授 業 日 数 8

④ 学 習 評 価 11 ②、13 ～ 16

課 程 修 了 の

認 定
104 58、163 ② 18、19
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学 校 教 育 法

施 行 規 則

第 ４ 条 第 １ 項

学 校 教 育 法

　（ 条　　 数 ）　

学 校 教 育 法

施 行 規 則

　（ 条　　 数 ）　

短 期 大 学

設 置 基 準

　（ 条　　 数 ）　

⑤ 収 容 定 員 4

教 員 組 織、

事 務 組 織 等
7、9、92

20 ～ 26、29 ③、

34、35

⑥ 入 学 90 144、150、163 ②

退 学 144

転 学 144

休 学 144

卒 業 163 ② 18、19

⑦ 授 業 料 6

⑧ 賞 罰 11 26

⑨ 寄 宿 舎 28 ⑤

私立短期大学における認可・届出事項一覧

事 項 認 可　 　
届出

の別 関 係 書 類 の 提 出 時 期 担 当 窓 口 備 考

1 短期大学の新設 認 可 開設年度の前々年度の 3 月 31 日まで 大学設置室

2 短期大学の廃止 認 可 在学生がいなくなることが確定した時 〃

3 学科の設置 認 可 開設年度の前年度の 5 月 31 日まで 〃

4

学科の設置（当該
大学が授与する学
位の種類及び分野
の変更を伴わない
もの）

届 出 開設年度の前年度の 12 月 31 日まで 〃

5 学科の廃止 届 出 在学生がいなくなることが確定した時 大学振興課

6 専攻課程の設置 届 出 開設年度の前年度の 12 月 31 日まで 〃

当該大学の収容
定員の総数が増
加しない場合に
限る

7 専攻課程の廃止 届 出 在学生がいなくなることが確定した時 〃

8 通信教育の開設 認 可 開設年度の前年度の 5 月 31 日まで 大学設置室

9

通信教育の開設
（当該大学が授与

する通信教育に係
る学位の種類及び
分野の変更を伴わ
ないもの）

届 出 開設年度の前年度の 12 月 31 日まで 〃
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第３章　学　　則

事 項 認 可　 　
届出

の別 関 係 書 類 の 提 出 時 期 担 当 窓 口 備 考

10 通信教育の廃止 届 出 在学生がいなくなることが確定した時 大学振興課

11
専攻科、別科の設
置

届 出 開設年度の前年度の 12 月 31 日まで 大学振興課

12
専攻科、別科の廃
止

届 出 在学生がいなくなることが確定した時 〃

13
収容定員の総数の
増加

認 可
学則変更年度の前々年度の 3 月 31 日
又は前年度の 6 月 30 日まで

大学設置室

14

収容定員の変更
（当該大学の収容

定員の総数の増加
を伴わないもの）

届 出
学則変更年度の前年度の 12 月 31 日
まで

大学振興課

15
専攻課程間の入
学定員の変更

届 出
学則変更年度の前年度の 12 月 31 日
まで

〃

当該大学の収容
定員の総数が増
加しない場合に
限る

16 学則の変更 届 出 変更しようとする時 〃

17 目的の変更 届 出 変更しようとする時 〃

18 名称の変更 届 出
学則変更年度の前年度の 12 月 31 日
まで

大学振興課

19 位置の変更 届 出 変更しようとする時 〃

20 校地・校舎の変更 届 出 変更しようとする時 参 事 官

21
通信教育に係る
規程の変更

届 出 変更しようとする時 大学振興課

22 学長の決定 届 出 決定した時 〃

23 学生募集の停止 報 告 募集停止を決定した時 〃

24 設置者の変更 認 可 変更しようとする時 大学設置室
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第４章　大学評価と教育情報の公表

　１．自己点検・評価

　自己点検・評価とは、各短期大学が自らの教育研究の理念に照らして、教育活動及び研究活動の

状況を点検・評価することである。

　大学評価については、昭和 61 年の臨時教育審議会の第 2 次答申の中で、大学の自己検証・自己

評価が要請されているが、大学評価についての本格的な議論が始まったのは、平成 3 年 2 月の大

学審議会答申「短期大学教育の改善について」においてである。この答申の最大のポイントは、短

期大学設置基準の様々な規制を大幅に緩和すべきこと、短期大学自身による自己点検・評価が重要

であることを指摘した点である。すなわち、規制改革の流れの中で各短期大学がカリキュラムを組

むに際して、大幅な“自由”を与えるのと引き換えに、自己点検・評価を課すことにより、“自由”

に対する保証を求めたものとなっている。したがって、短期大学設置基準の大綱化と自己点検・評

価は表裏の関係にあると言える。

　大学審議会のこの答申を受けて大綱化された短期大学設置基準において、自己点検・評価が努力

義務化され、その後、平成 11 年には自己点検・評価の実施と結果の公表が義務化された。

　２．認証評価機関による第三者評価

　中央教育審議会は、平成 14 年 8 月「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」と

題する答申をまとめた。この答申の中で、それまでの我が国の大学評価については「自己点検・評

価が定着してきているものの、第三者評価は未熟であり、大学の質の保証システムとしては不十分

にある。」との評価を下している。その上で、大学の自主性・自立性に配慮しながら、その教育研

究の質の維持向上を図っていくためには、現在、活動を展開している「様々な第三者評価機関のう

ち国の認証を受けた機関（認証評価機関）が、自ら定める評価の基準に基づき大学を定期的に評価

し、その基準を満たすものかどうかについて社会に向けて明らかにすることにより、社会による評

価を受けるとともに、評価結果を踏まえて大学が自ら改善を図ることを促す制度を導入する」こと

を提言している。

　この答申を受け、平成 14 年 11 月学校教育法が改正され、認証評価機関による第三者評価が義

務化されることになった。期間については、学校教育法施行令第 40 条により、７年ごとに評価を

受けるものと定められている。

　現在、認証評価機関として認められた機関は、財団法人短期大学基準協会、財団法人日本高等教

育評価機構、財団法人大学基準協会、独立行政法人大学評価・学位授与機構などがある。
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第４章　大学評価と教育情報の公表

○学校教育法

第 109 条　  大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学

の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」という。）の状況について

自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

２　大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期間ごとに、

文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以下「認証評価」という。）

を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部

科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

３　専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の目的に照ら

し、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政令で定める期間ごとに、

認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る分野について認証評価を行う認証評

価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じていると

きは、この限りでない。

４　前 2 項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前 2 項の認証評価を行うために認証評価機

関が定める基準をいう。次条において同じ。）に従って行うものとする。

第 110 条　  認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、文部科学

大臣の認証を受けることができる。

２　文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認

証をするものとする。

　一　大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。

　二　認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。

　三�　第 4 項に規定する措置（同項に規定する通知を除く。）の前に認証評価の結果に係る大学からの意見の申

立ての機会を付与していること。

　四�　認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人（人格のない社団又は財団で代表者又

は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。）であること。

　五　次条第 2 項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から 2 年を経過しない法人でないこと。

　六　その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

３　　　　　　　　（略）

４　認証評価機関は、認証評価を行ったときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文部科学大

臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。

５　　　　　　　　（略）

６　　　　　　　　（略）
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　上記のとおり、自己点検・評価の義務については、学校教育法に規定され、併せて自己点検・評価の方法に

ついても、次のとおり学校教育法施行規則に規定された。

○学校教育法施行規則

第 166 条　  大学は、学校教育法第 109 条第 1 項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、同項の趣旨に

即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。

　３．法令違反状態の大学に対する措置

　中央教育審議会は、前項の答申において、設置基準等の法令違反の状態にある私立大学に対する

国の措置について「違法状態にある大学に対しては、緩やかな措置から段階的に是正を求めるべ 

く、新たに改善勧告制度を導入するとともに、私立大学についても変更命令を可能とし、閉鎖命令

に至る事前の措置を規定する」ことを提言した。

　背景としては、答申当時の制度が、行政指導以外には、大学自体の閉鎖を命ずる“閉鎖命令”と

いう最終措置があるのみで（国公立大学に対しては、法令違反の是正を命ずる“変更命令”がある）、

大学の自主性・自立性を踏まえた改善措置についての規定が未整備だったことが挙げられる。

　この指摘により、認証評価機関による第三者評価が義務化と同時期に学校教育法が改正され、第

15 条として次の条文が追加された。

○学校教育法

第 15 条　  文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項について、法

令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することがで

きる。

２　文部科学大臣は、前項の規定による勧告によってもなお当該勧告に係る事項（次項において「勧告事項」

という。）が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

３　文部科学大臣は、前項の規定による命令によってもなお勧告事項が改善されない場合には、当該学校に対し、

当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

４　文部科学大臣は、第 1 項の規定による勧告又は第 2 項若しくは前項の規定による命令を行うために必要が

あると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

　４．教育情報の公表

　短期大学の情報公開に関して、初めて規定化されたのは、平成 11 年 9 月に改正された短期大学

設置基準である。「短期大学は、当該短期大学における教育研究活動等の状況について、刊行物へ

の掲載その他広く周知を図ることができる方法によって、積極的に情報を提供するものとする。」
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と定められた（第 2 条の 2）。

　以来、平成 16 年 3 月に「規制改革・民間開放推進３か年計画」（閣議決定）において政府の方針が 

「教育研究活動等の状況」として望ましい具体的な内容を通知等において明確に示すことにより、

当該大学に関する情報全般を大学が情報公開することを促進する」と示された。

　平成 17 年 1 月に中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」において「例えば、ホーム 

ページ等を活用して、自らが選択する機能や果たすべき社会的使命、社会に対する『約束』とも言

える設置認可申請書や学部・学科等の設置届出書、学則、自己点検・評価の結果等の基本的な情報

を開示することが求められる」と提言された。

　平成 18 年 12 月に教育基本法が改正され、大学に関する規定が設けられた（第 7 条）。

　この改正を受け、平成 19 年 6 月に学校教育法が改正され、研究の成果の提供などをはじめ、教

育研究活動の状況の公表が法制化された（第 83 条、第 113 条）。

　これらの経緯を経て、平成 22 年 6 月 15 日、学校教育施行規則等の一部を改正する省令（平成

22 年文部科学省令第 15 号）が公布され、大学等が公的な教育機関として、社会に対する説明責

任を果たすとともに、その教育の質を向上させる観点から、平成 23 年 4 月 1 日から公表すべき事

項が具体的に定められ、刊行物への掲載やインターネットの利用など広く周知できる方法で公表す

ることが規定された。（第 172 条の 2）

　この改正により、自然淘汰が促進され、学生や大学の自己責任が問われるようになる。公表まで

の内部プロセスなどを含めて対応できるリスク管理が必要になることに加えて、これまで以上に各

私立短期大学の自主的な改善・改革が求められる。

○学校教育法施行規則

第 172 条の 2　  大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

　一　大学の教育研究上の目的に関すること

　二　教育研究上の基本組織に関すること

　三　教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

　四�　入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並

びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

　五　授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

　六　学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

　七　校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

　八　授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

　九　大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２�　大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に関する情報

第４章　大学評価と教育情報の公表
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を積極的に公表するよう努めるものとする。

３�　第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネットの利用そ

の他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

○学校教育法第 110 条第 2 項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令

（平成 16 年文部科学省令第 7 号）

第 1 条　  学校教育法（以下「法」という。）第 110 条第 3 項に規定する細目のうち、同条第 2 項第１号に関す

るものは、次に掲げるものとする。

　一�　大学評価基準が、法及び学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）並びに大学（大学院を含

み、短期大学を除く。）に係るものにあっては大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）、大学通信教育

設置基準（昭和 56 年文部省令第 33 号）、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）及び専門職大学

院設置基準（平成 15 年文部科学省令第 16 号）に、短期大学に係るものにあっては短期大学設置基準（昭

和 50 年文部省令第 21 号及び短期大学通信教育設置基準（昭和 57 年文部省令第 3 号）に、それぞれ適合

していること。

　二～四　　　　　（略）

２�　前項に定めるもののほか、法第 109 条 2 項の認証評価に係る認証評価機関になろうとする者の認証の基準

に係る法第 110 条第 3 項に規定する細目のうち、同条第 2 項第 1 号に関するものは、当該認証評価に係る大

学評価基準が、次に掲げる事項について認証評価を行うものとして定められているものとする。

　一　教育研究上の基本となる組織に関すること。

　二　教員組織に関すること。

　三　教育課程に関すること。

　四　施設及び設備に関すること。

　五　事務組織に関すること。

　六　教育研究活動等の状況に係る情報の公表に関すること。

　七　財務に関すること。

　八　前各号に掲げるもののほか、教育研究活動等に関すること。

３　　　　　　　　（略）
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第５章　取得可能な資格等

　短期大学における所定の履修により得られる免許・資格等は非常に広範囲にわたっている。以下

に例を示す。

①　卒業と同時に取得できるもの

　　〔国家資格〕

　　　�教育職員二種免許状　［幼稚園　小学校　中学校（国語、社会、数学、理科、音楽、美術、

保健体育、保健、技術、家庭、職業、職業指導、職業実習、外国語、宗教）特別支援学校 

養護教諭　栄養教諭］　図書館司書　学校図書館司書教諭　学芸員補　栄養士　保育士　 

介護福祉士　測量士補　　　※中学校教諭の（　）内は教科名で外国語は、英語、ドイツ語、

フランス語その他の外国語に分かれる。

　　〔公的資格〕

　　　訪問介護員（ホームヘルパー）2 級　社会福祉主事（任用）食品衛生管理者（任用）

　　〔民間資格〕

　　　�上級秘書士　秘書士　上級情報処理士　情報処理士　ウェブデザイン実務士　上級ビジネス

実務士　ビジネス実務士　社会調査実務士　社会調査アシスタント　観光ビジネス実務士　

上級環境マネジメント実務士　環境マネジメント実務士　プレゼンテーション実務士　保育

音楽療育士　こども音楽療育士　ボランティア実務士　国際ボランティア実務士　ＮＰＯ実

務士　生活園芸士　園芸療法士　カウンセリング実務士（専攻科のみ）　レクリエーション・

インストラクター　児童厚生二級指導員　など

②　受験資格が得られるもの

　〔国家資格〕

　　�保健師　助産師　看護師　作業療法士　理学療法士　はり師　きゅう師　美容師　理容師　

臨床検査技師　診療放射線技師　臨床工学技師　歯科衛生士　歯科技工士　言語聴覚士　 

製菓衛生師　自動車整備士（二級、三級） 介護福祉士（平成 19 年 12 月 5 日法律第 125 号

により改正）毒物劇物取扱責任者　二級建築士　社会保険労務士　税理士　二級ボイラー 

技士　危険物取扱者（甲種）

　〔公的資格〕

　　園芸装飾技能士　造園技能士　農業機械整備技能士

　〔民間資格〕

　　�家畜人口受精師　健康運動実践指導者　医療秘書士　衣料管理士（二級）フードスペシャリ

スト　ピアヘルパー　マナーインストラクター　など

第５章　取得可能な資格等
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③　実務経験を経て取得できるもの

　　〔国家資格〕

　　　学芸員　社会教育主事　測量士

　　〔公的資格〕

　　　ボイラー・タービン主任技術者

　　〔民間資格〕

　　　溶接管理技術者　など

④　実務経験を経て受験資格が得られるもの

　〔国家資格〕

　　社会福祉士　精神保健福祉士　管理栄養士　一級建築士　建設機械施行技士　

　　造園施工管理技士　電気主任技術者（一種、二種）作業環境測定士

　〔民間資格〕

　　インテリアプランナー　など

⑤　第一次試験・予備試験等が免除されるもの

　〔国家資格〕

　　第二種電気工事士　火薬類取扱保安責任者

　〔民間資格〕

　　繊維製品品質管理士　など

⑥　その取得のための支援を行っているもの

　〔国家資格〕

　　�公認会計士　行政書士　司法書士　通関士　弁理士　技術士　不動産鑑定士　宅地建物取引

主任者　国内旅行業務取扱管理者　総合旅行業務取扱管理者　無線従事者　ＩＴパスポート

情報処理技術者　など

　〔公的資格〕

　　実用英語検定　日商ＰＣ検定　日商簿記検定　日商ビジネス英語検定　販売士検定

　　秘書技能検定　全経簿記検定　など

　〔民間資格〕

　　教育カウンセラー　精神対話士　心理相談員　家族相談士　TOEIC

　　Microsoft Office Specialist　色彩検定　CAD 利用技術者　医療事務技能審査　など
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第６章　教務所管事項の記録と整理

　短期大学は、学校教育法第 108 条に規定されているように、教育と研究の両方の機能を有して

いる。このうち教育の機能、特に授業にかかわる分野の事務を総称して、教務所管事務という。し

たがって、その中心業務は、学生がどの授業科目を履修し、卒業に必要な単位を修得したかの記録

を行い、整理・保存することにある。

　学生が大学を卒業するということは、それぞれの短期大学の教育目的を達成したことを意味し、

短期大学が卒業生を世に送り出すことは、社会に対し、このことを保証することになる。このため、

学生に対してなされる教務関係の記録は正確であることが求められ、かつ、これらの記録が必要に

応じいつでも検索出来るように分類・整理されていなければならない。

　学校が記録・保存しておかなければならない表簿は、「Ⅰ　学生編」第 2 章 5、学籍簿の編成と

保存の項（P．35 ～ 38 参照）で述べたとおり学校教育法施行規則第 28 条第 1 項及び学校保健法

施行規則第 8 条第 1 項（健康診断票）に規定されている。これらの中には教務所管事項とは一概

にはいえないものもあるが、一応、大学の事務部門で扱われている。

　このほか、大学には直接関係しないが、設置者である学校法人としては、私立学校法第 47 条に

規定されている財産目録等や、学校保健法施行規則第 15 条第 1 項に規定されている職員健康診断

票の作成が義務付けられている。

　これらの表簿類の保存期間は、学校教育法施行規則第 28 条第 2 項で規定されている。

〇学校教育法施行規則

第 28 条　（略）

２　前項の表簿（第 24 条第 2 項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほか、5 年間保存しなければ

ならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期 

間は、20 年間とする。

　この項において「別に定めるもの」とは、学校保健法施行規則第 8 条第 4 項で規定する健康診

断票の保存期間 5 年間をさしている。

　また、「指導要録」とは在学又は卒業した者の学習及び健康の状況を記した書類の原本をいう（学

校教育法施行規則第 24 条）が、その性格は児童・生徒の学籍並びに指導の過程及び結果の要約を

記録し、指導及び外部に対する証明等のために役立たせるための原簿としての性格をもっている 

（昭和 55 年 2 月 29 日文初小第 113 号改正通知）ため、現実には「健康の状況」を記載する様式

にはなっていない。

第６章　教務所管事項の記録と整理
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　「指導要録の写し」とは文字とおりこの原本の写しであり、「指導要録の抄本」とは原本の一部を

転記（複写）したもので、大学入学試験時に高校から提出される調査書がこれに相当する。

　したがって、指導要録及びその写しのうち、入学、卒業等の学籍に関する記録の部分は 20 年間、

その他の部分は 5 年間保存しなければならないことになっている。

　なお、指導要録の抄本については、当該学校に在学する期間保存することになっており、大学に

おいてもこれを準用すればよいであろう。指導要録の抄本の記載事項はおおむね次の事項を含むこ

とになっており（昭和 56 年 12 月 24 日文初高第 303 号改正通知等）、生徒が進学した場合に校長

が作成して進学先へ送付すること（学校教育法施行規則第 24 条）とされている。

　参考：指導要録の抄本の記載事項

　　　　学校名、所在地、課程及び学科名

　　　　生徒の氏名、性別、生年月日及び現住所

　　　　卒業月日

　　　　各教科・科目の学習の記録

　　　　最終年度の特別活動の記録

　　　　最終年度の行動及び性格の記録

　　　　その他将来の指導上必要と思われるものがある場合にはその事項

　大学には法令に基づかない表簿も数多くあるが、これらの書類の保存期間は当然のことであるが

学校教育法等には明示されていない。したがって、これらの書類が利害関係を有する場合には、民

法第 167 条第 2 項の消滅時効である 20 年間の保存が必要となるが、実質的な利害関係や義務づけ

られた表簿の保存期間から類推して、一般的には 5 年間保存すればよいと考えられる。

　このように、教務所管事項の記録については義務づけられていることが多いので、学内の規定類

を整備し、書類ごとの保存期間・整理方法を明文化しておき、年度により、あるいは事務担当者に

より取扱いの異なることのないような注意が肝要である。



第二部　教務関係用語の解説





凡　　　　　　例

１．用語の配列は、以下のとおりとする。

　（1）配列は、50 音順とした。

　ただし、英語表記又はまだ日本語化していないと思われる用語は、アルファベット順として

50 音順の後に付けた。

　（2）濁音・半濁音は、その清音の次に置いた。

　（3）拗音及び促音は、順序の上ではそれは一固有音と同じに扱った。

　（4）撥音「ん」は、50 音順の最後のものとした。

　（5）延音「ー」は、順序の上では無視した。

２．同義の用語については、⇨印をつけて解説を加えた用語を示した。

３．参照法令や条文のあるものは、各解説の末尾に★印をつけて法令等を示した。

４．数字は、特に必要な場合を除き、算用数字とした。
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ア

アイ・ビー資格　⇨　国際バカロレア制度

アクレディテーション（Accreditation）　一般

的には、基礎認定と解されている。このアク

レディテーションという言葉は、アメリカの

ボランタリー（任意）な大学団体が、その団

体自身が作成した基準に則して個々の大学の

教育の質を保証・認定することをいい、アメ

リカ固有の制度的条件下で発達してきた評価

システムである。

　　この認定基準は、①教育機関別基準認定

（Institutional Accreditation）と、②専門分

野別基準認定（Specialized Accreditation）

のタイプがある。教育機関別認定では、教育

課程、教員組織、管理運営体制、財政状況

など、大学のもっている様々な側面を全体

として評価することに重点が置かれている。 

一方、専門分野別基準認定は、医学、工学、

法学、経営学などの実務系の専門分野で発達

した認定システムで、個々の教育課程を評価

することに主眼が置かれている。

アドミッション・オフィス（Admissions Office

＝ AO）入試　アドミッション・オフィス入

試とは、大学側が志願者と早い時期から何度

も面談を重ね、学力試験では測ることのでき

ない個性や学習意欲、目的意識等を総合的に

判定すると同時に、アドミッション・ポリ 

シーについて十分な説明を行い、相互に理解

した上で入学してもらう制度である。略して 

AO 入試ともいわれる。なお、AO とは直訳

すると入学担当事務局となる。

アドミッション・ポリシー（入学者受け入れ方

針）　各大学・学部等がその教育理念や特色

等を踏まえ、どのような教育活動を行い、ど

のような能力や意欲、適性等を有する学生を

求めているのかなどの考えをまとめたもの。

アドミニストレーター　大学の管理・運営に携

わる行政管理の専門職のこと。各大学固有の

ミッション（使命）を具体化するための施策

を戦略的に立案し、その方針に基づいて積極

的に大学運営を行っていく職員。

イ

委託生　各短期大学の学則において認められ

た、学校その他の機関や団体等から派遣され

て、特定の授業科目の聴講や研究課題につい

ての研究を行うことを委託された者のことで

あり、正規の学生ではない。したがって、正

規の学生の授業に支障をきたさない範囲で聴

講が許されるものである。

一般教育科目　授業科目の区分の 1 つ。平成

3 年 6 月に短期大学設置基準が改正され、授

業科目区分を設けなくてもよくなったが、改

正前はこの科目区分の開設が義務付けられて

いた。改正された設置基準では、教育上の

目的の 1 つとして、幅広く深い教養及び総

アイ イツ
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合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養す

るように教育課程を編成することとされてお

り、この一般教育科目の精神は生きている。

　★短期大学設置基準　第 5 条

一般入試　大学入学者選抜実施要項に、調査書

の内容、学力検査・面接・小論文その他の能

力・適性等に関する検査の成績、その他大学

が適当と認める資料により、入学志願者の能

力・適性等を合理的に総合して判定すると記

載されている入試方法であり、試験の期日は

2 月 1 日から 4 月 15 日までとされ、合格発

表は 4 月 20 日までとなっている。

　　一般入試として行われる学力検査は、「高

等学校学習指導要領」に準拠し、高等学校の

正常な発展の障害とならないよう十分留意し

て実施しなければならない。

　　この他に、アドミッション・オフィス入 

試、推薦入試、専門学校・総合学科卒業生入

試、帰国子女入試、社会人入試の入試方法が

ある。

インスティテューション・リサーチ（ＩＲ：

Institution Research）　大学において、教

育機能の改善や経営改善、また、認証評価へ

の対応という点から、教育・研究に関する組

織的調査が必要になりつつある。その大学教 

育・研究の組織的調査をいう。また、ＩＲの

活動にあたっては、ＩＲの機能を有する組織

の設置が必要となる。活動内容としては、①

学生への教育活動・支援とその成果の検証、

②認証評価と自己点検・評価の対応、③中長

期計画の策定、④調査データの収集とその検

証を意識した活動などがあげられる。

インターンシップ　在学中に一定期間企業等に

おいて、自分の専攻や希望する職業に関連す

る就業体験を積み、学習したことを実社会で

直接経験、実践することにより学習効果を高

める教育プログラムをいう。アメリカでは約

100 年の歴史があり、大学新卒者のうち 7

割以上が経験している。なお、厳密には大学

が主体となってカリキュラムの一部として実

施する研修をコーオプ、大学の単位とは関係

なく企業が主体的に実施する研修をインター

ンシップと呼び分けているが、一般には両者

を総称してインターンシップとしている。

エ

英文証明書　学生の在籍・卒業・成績等に関す

る英文による証明書全般をいう。証明印に代

えて学長（証明する事項等を管理している責

任者）がサインをするのが一般的である。な

お、授業科目名はその授業内容を的確に表現

する必要がある。

栄養教諭　平成 16 年の学校教育法等の一部改

正及び教育職員免許法施行規則の一部改正

により、「栄養教諭」制度が創設され平成 17

年から施行された。

　　栄養教諭は、教育に関する資質と栄養に関

する専門性をあわせ持つ職員として、学校給

食を生きた教材として活用した効果的な指導

イツ エイ
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を行うことが期待される。

　　その職務内容としては、食に関する指導と

学校給食の管理を一体的に担うとしている。

そのために、学校栄養職員と同等以上の栄養

に関する専門的知識・能力に加え、児童生徒

の心理や発達段階に配慮した指導ができるよ

う、教育の専門家としての資質が求められる。

　　偏食傾向や朝食欠食の増大など、子どもの

食生活の乱れが深刻化するなかで、学校にお

いても、望ましい食習慣の形成のため、栄養

教諭が食に関する指導に当たることができる

ようにするもの。

栄養士　栄養士法に基づき、付与される厚生労

働省管轄の免許資格。都道府県知事の免許を

受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に

従事することを業とする者をいう。

　★栄養士法　第１条

エ ー・ エ ル・ オ ー（ALO：Accreditation 

Liaison Officer）　アメリカでは、「認定評

価作業連絡調整担当者」という意味で、高等

教育機関の認定作業を行う上で、高等教育機

関認定委員会と認定を受けようとする大学・

短期大学側との間に立ち、認定に関わる全て

の作業を統括・調整する人を指す。

　　わが国では、学校教育法改正により、大学・

短期大学等の第三者評価の制度を定めたが、

これはアメリカにおける認定評価制度に並ぶ

ものであることから、短期大学基準協会の認

定の国際通用性に鑑み、短期大学基準協会は、

ALO という制度を導入し、ALO を「第三

者評価連絡調整責任者」と呼ぶこととした。

　　短期大学基準協会で第三者評価を受けよう

とする短期大学は、理事長又は学長によって

任命された ALO（教員 1 名）を短期大学基

準協会に登録する。ALO は、短期大学基準

協会と所属短期大学との連絡窓口となり、第

三者評価作業が円滑に行われるための連絡調

整をする責務を果たす。また、学内において

自己点検・評価と第三者評価の意義を普及す

る役割を担う。

遠隔授業　多様なメディアを高度に活用した授

業の方法をいう。単位の認定に当たっては、

次の要件をすべて満たしていることが必要で

ある。

　①�　授業を遠隔地の教室、研究室又はこれら

に準ずる場所において同時に行うものであ

ること。

　②�　多様な通信メディアを利用して、多様な

情報を一体的かつ双方向に扱うことができ

る状態で行われるものであること。

　③�　短期大学において直接の対面授業に相当

する教育効果を有すると認めたものである

こと。

　　また、実施の際には、次の点に配慮するこ

とが望ましいとされている。

　ア�　授業中、教員と学生が、互いに映像・音

声等によるやりとりを行うこと。

　イ�　学生の教員に対する質問の機会を確保す

ること。

　ウ�　画面では黒板の文字が見づらい等の状況

が予想される場合には、あらかじめ学生に
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プリント教材等を準備するなどの工夫をす

ること。

　エ�　「遠隔授業」の受信側の教室等に必要に

応じ、システムの管理・運営を行う補助員

を配置すること。必ずしも、受信側の教室

に教員を配置する必要はないが、必要に応

じて TA（ティーチング・アシスタント）

を配置することも有効である。

　オ�　メディアを活用することにより、一度に

多くの学生を対象に授業を行うことが可能

となるが、受講者が過度に多くならないよ

うにすること。

　　なお、卒業の要件として修得すべき単位数

のうち「遠隔授業」により修得できる単位数

は、修業年限が 2 年の短期大学にあっては

62 単位のうち 30 単位、修業年限が 3 年の

短期大学にあっては 93 単位のうち 46 単位

を超えないこととしている。

　★短期大学設置基準　第 11 条、第 18 条

演習　短期大学設置基準に規定されている授業

方法の形態の 1 つ。授業方法の明確な基準

はないが、一般的に演習とは、教員の講義と

共に、学生も討議・研究発表等を行いつつ指

導を受ける授業形態である。演習科目 1 単

位の学校における授業時間は、講義科目と同

様 15 時間から 30 時間までの範囲で、各短

期大学が定める時間とされている。

　★短期大学設置基準　第 7 条第 2 項、第 11 条

オ

オフィスアワー（Office Hours）　授業科目等

に関する学生の質問・相談に応じるための時

間として、教員があらかじめ示す特定の時間

帯（何曜日の何時から何時までなど）のこと

であり、その時間帯であれば、学生は基本的

に予約なしで研究室を訪問することができ

る。アメリカの大学において普及している制

度であるが、近年、日本の大学においてもオ

フィスアワーを設定し、シラバス等に明記す

る例が見られる。

オリエンテーション（Orientation）　指導・手

引き・動機づけという意味で新入生を学校の

新しい環境に適応させるために行う様々な催

し全般をいったり、授業や就職活動をはじめ

る前にこの名称を付けて指導期間を設定する

例がみられる。

カ

外国人教員　日本の国籍を有しない教師をいう

が、大学では一般的に「出入国管理及び難民

認定法」の査証区分「就業」の在留資格「教

授」に該当する人をいう。

　　外国人教師を招聘する場合、当該外国人

は査証（ビザ）の発給を自国の在外日本公館

から受けなければならない。査証の発給申請

は本人が行うが、この時に「在留資格認定証

明書」を提出すると速やかに査証の発給や上
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陸許可が行われるので、大学はこの証明書の

発給を受け、本人に郵送する方法が考えられ 

る。在留資格「教授」の場合の在留期間は 3

年又は 1 年となっている。

★出入国管理及び難民認定法　第 2 条の 2、第 6

条、第 7 条の 2、別表第 1 の 1 の表

★出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法

律等の施行に伴う留学生、就学生及び外国人教

師等の受入れについて（平 2.  6.  29 文学留第

168 号通知）

外国人登録証明書　長期に亘り日本に在留する

外国人の居住関係及び身分関係を明確にする

ため、その外国人が居住する市町村の長が外

国人登録原票に基づき発行する証明書。

　　外国人の住民登録申請は、原則として日本

上陸後 90 日以内に居住する市町村（東京特

別区及び政令指定都市は区）の長に対して行

い、さらに登録を受けた日の後、5 回目の誕

生日から 30 日以内に登録確認の申請をしな

ければならないことになっている。

　　外国人は外国人登録証明書を受領し、いつ

でも提示できるよう常に携帯し、登録事項に

変更があった時は届け出なければならない。

　　登録項目には在留資格や在留期間という項

もあるので、就学生の資格で在留している者

が留学生の在留資格に変更した時は、届け出

が必要である。

　　なお、この証明書は、出国時に入国審査官

に返納することになっている。

　★外国人登録法　第 3 条、第 11 条～第 13 条

外国人留学生　出入国管理及び難民認定法の

在留資格の「留学」に該当する外国人学生

をいい、在留期限のない永住者は外国籍で

あっても留学生とはいわず、「留学生以外の

外国人」として区別しているのが一般的で

ある。

　　大学や専修学校の専門課程、高等専門学

校あるいは外国で 12 年の学校教育を修了し

て日本の大学に入学するための教育機関で

教育を受ける外国人を「留学生」というの

に対し、高校や専修学校の高等課程（又は

一般課程）あるいは各種学校などで教育を

受ける外国人を「就学生」という。

　　外国人留学生には日本の国費により学習、

研究を行う国費外国人留学生と派遣国政府

が費用を負担する政府派遣外国人留学生及

び私費外国人留学生とがあるが、短期大学

の学生を対象とした国費外国人留学生制度

はない。

★出入国管理及び難民認定法　第 2 条の 2、第 6

条、第 7 条の 2、別表第 1 の 4 の表

★出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法

律等の施行に伴う留学生、就学生及び外国人教

師等の受入れについて（平 2.  6.  29 文学留第

168 号通知）

★国費外国人留学生制度実施要項（昭 29.  3.  31

文部大臣裁定）

外国における学校教育 12 年の課程　日本の小

学校入学から高等学校卒業までの 12 年に相

当する外国における学校教育をいう。外国の

教育制度は国により様々なので、入学資格確
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認に際しては関係機関に問い合わせること

が望ましい。

　　各国の初等、中等教育制度は次のとおり。

　ア メ リ カ：州によって異なる。

　　6 － 3 － 3 制が多い。

　　他に 4 － 4 － 4 制、5 － 3 － 4 制、

　　8 － 4 制、6 ー 6 制もある。

　イギリス（イングランド、ウェールズ）：

　　私立学校の場合は 6 － 6 制

　　公立学校の場合は 6 － 7 制が中心

　イ 　 ン 　 ド：5 － 3 － 2 － 2 制

　インドネシア：6 － 3 － 3 制

　韓　　　　国：6 － 3 － 3 制

　シンガポール：6 － 4 － 2 制

　タ　　　　イ：6 － 3 － 3 制

　台　　　　湾：6 － 3 － 3 制（高級中学、

　　　　　　　　高級職業学校）

6 － 3 － 5 制（専科学校 3 年修了）、ただ 

し、中華学校は 6 － 3 － 3 制（高級中学）

　中　　　　国：5 － 3 － 2 制（高級中学）

から 6 － 3 － 3 制（高級中学）に移行中。

ただし、文化大革命前は 6 － 3 － 3 制

　フ ィ リ ピ ン：6 － 4 制

　香　　　　港：6 － 5 制

　マ レ ー シ ア：6 － 3 － 2 － 2 制

　★学校教育法施行規則　第 150 条第一号

★外国において学校教育における12 年の課程を修

了した者に準ずる者を定める件（昭 56.  10.  3

文部省告示第 153 号）

　〔参考文献〕

　　・『留学生担当者の手引』（JAFSA）凡人社

・『新しい世界の学校教育』（海外教育事情研究

会）第一法規

介護福祉士　社会福祉士及び介護福祉士法に基

づき付与される厚生労働省管轄の資格。

　　介護福祉士の名称を用いて、専門的知識及

び技術をもって、身体上又は精神上の障害が

あることにより日常生活を営むのに支障があ

る者につき入浴、排せつ、食事その他の介護

を行い、並びにその者及びその介護者に対し

て介護に関する指導を行うことを業とする者

をいう。平成 19 年 12 月公布の法律改正に

より、国家試験が課されることになった。

　★社会福祉士及び介護福祉士法　第 2 条第 2 項

★社会福祉士介護福祉士学校職業訓練校等養成施

設指定規則

改組転換　短期大学を既に設置している者が、

その短期大学若しくは学科、専攻課程を廃

止し、その教員組織、施設・設備等を基に、 

その収容定員の範囲内において、他の短期大

学若しくは学科、専攻、又は同種の大学の学

部、学科等を新設することを改組転換とい

う。従来、改組転換については、大学設置に

係る原則抑制方針の例外として認められてい

たが、平成 14 年 11 月の学校教育法の改正

を機に、原則抑制の方針自体が撤廃されたた

め、提出書類等の若干の弾力的な措置が図ら

れている以外は、事実上、その意義は失われ

た。

ガイダンス（Guidance）　案内、指導という

意から日本では、ある目的を達成するために
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行われる教育指導をいう。履修指導、生活指 

導、就職指導等に使われることが多い。

カウンセリング（Counseling）　助言、指導の

意から日本では、個人が持つ問題や悩み事を

解決するため相談に応じ、専門的な方法によ

り指導、助言をすることをいう。

科学技術基本計画　平成 7 年 11 月 15 日に施

行された「科学技術基本法」の規定に基づき、

国全体の科学技術振興に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を計るための根幹となる計

画。5 年に一度策定されている。

　　平成 23 年 8 月に、平成 23 年度から 27

年度までの 5 年間を対象とした第 4 期科学

技術基本計画が閣議決定された。今後は、こ

の基本計画に基づき、科学技術イノベーショ

ン政策の振興が図られることとなる。

科学研究費助成事業（科学研究費補助金／学

術研究助成基金助成金）　科学研究費助成事

業は、人文・社会科学から自然科学まですべ

ての分野にわたり、基礎から応用までのあら

ゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基

づく研究）を格段に発展させることを目的と

する「競争的資金」であり、文部科学省およ

びその外郭団体である独立行政法人日本学術

振興会を通して補助金及び助成金が交付され

る。

　�　平成 23 年 4 月の「独立行政法人日本学術

振興会法の一部を改正する法律」施行によ

り、独立行政法人日本学術振興会に「学術 

研究助成基金」が創設され、研究費助成を行

うことになった。新たな基金制度の運用によ

り、会計年度にとらわれない契約が行えると

ともに、研究の進展に合わせた研究費の前倒

し又は次年度使用など柔軟な執行が可能と

なった。従来の科学研究費補助金は科研費

（補助金）、新設の学術研究助成基金助成金は

科研費（基金分）と略される。

学位　研究業績が学術文化上の価値を認められ

たときに与えられる称号で、短期大学士、学

士、修士、博士の 4 種類があり、原則とし

て短期大学士の学位は短期大学を卒業した者

に、学士の学位は大学を卒業した者に、修士

の学位は大学院の修士課程を修了した者に、

博士の学位は大学院の博士課程を修了した者

にそれぞれの課程を置く大学が授与すること

になっている。この他に、大学評価・学位授

与機構もそれぞれの学位授与を行うことがで

きる。なお、学位名の後に専攻分野を括弧書

きで付記することになっている。

　★学校教育法　第 104 条

　★学位規則

学位授与の方針　⇨　ディプロマ・ポリシー

学芸員　学芸員は、博物館資料の収集、保管、

展示及び調査研究その他これと関連する事業

について専門的事項を扱う専門職で、博物館

法により資格認定が行われる。学芸員になれ

る資格者は、学士の学位を有する者や短期大

学又は大学に 2 年以上在学し、博物館に関
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する科目の単位を含めて 62 単位以上修得し

た者で、3 年以上学芸員補の職にあったもの

等がある。

　★博物館法　第 4 条 4 項、第 5 条

　★博物館法施行規則

学士　学位規則に基づき大学（短期大学は除

く）卒業者等に与えられる学位で、平成 3

年 7 月 1 日からそれまで称号であったもの

が学位に位置付けられた。学士の学位授与に

当たっては、専攻分野の名称を付記すること

になっているが、専攻分野の名称の規定は、

「学士」が称号から学位になった時点で廃止

された。

　★学位規則

★学位規則第 6 条第 1 項の規定に基づく学士の学

位の授与に関する規程第 8 条（平 4.  1.  14 規

程第 5 号）

各種学校　学校教育法第１条に掲げるもの（一

条校）でなく、学校教育に類する教育を行う

もの（当該教育を行うにつき他の法律に特別

な規定のあるもの及び学校教育法第 124 条

に規定する専修学校の教育を行うものを除

く。）をいう。

　　各種学校以外のものは、各種学校の名称を

用いることはできない。

　★学校教育法　第 134 条、第 134 条第２項

学習ポートフォリオ　学生が、学習過程ならび

に学習成果を長期にわたって収集・蓄積した

ものをいう。学習過程を含めて目標の達成度

を評価し、次に取り組むべき課題をみつけて

改善していくことを目的とする。

学生による授業評価アンケート　ＦＤの取り組

みのひとつ、または自己点検・評価の一環と

して、授業の内容・方法の改善を目的とした

学生による授業に関するアンケート調査。ア

ンケート内容、実施方法、結果公開の有無な

どについては各大学等で検討し、授業をより

充実させるための材料として活用されてい

る。

学生便覧　学生が学園生活をする上で必要な

事項を簡明にまとめた冊子。内容、名称共に 

様々な冊子が大学で作られている。

学籍　その学校の児童、生徒あるいは学生で

あることを示すために当該学校に氏名等を登

録・記載し、名を連ねること。学籍は入学に

よって生じ、身分等各種証明の原本となる。

なお、これらを記載した書類や在学資格をい

うこともある。

学籍異動　学籍を設定した後に生ずる学籍簿記

載事項の追加、変更をいうが、一般的には休

学、復学、退学（除籍を含む）、死亡、卒業

をいう。

学籍記載事項　学長は在学する学生の指導要

録（学籍及び学習並びに健康の状況を記載し

た書類）を作成し、保存することになってい 

る。様式は規定されていないが、一般には次
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のような事項を記載している。

　①　氏名、生年月日、性別

　②　学科、専攻、学籍番号

　③�　入学、休学、復学、退学、転科、卒業等

の年月日

　④　取得資格

　⑤　本籍地（都道府県）、現住所

　⑥�　入学資格事項（出身高等学校名、高校卒

業期日又は大学入学資格取得日等）

　　なお、これらの記録も短期大学ごとに一元

化されているわけではなく、事務組織の状況

によって成績関係と健康状況、成績以外の個

人記録関係等々、分散記録している学校も多

い。

　★学校教育法施行規則　第 24 条、第 28 条第 2 項

学籍簿　学籍を記載した書類を綴ったもの。入

学、卒業等の学籍に関する記録の保存期間は

20 年間、その他の記録は 5 年間保存しなけ

ればならないことになっている。

　★学校教育法施行規則　第 28 条第 2 項

学則　学校の組織や教育課程、管理についての

事項を定めた規則で、少なくとも次の 9 項

目について規定しなければならないことに

なっている。

　①�　修業年限、学年、学期及び授業を行わな

い日に関する事項

　②　学科及び課程の組織に関する事項

　③　教育課程及び授業日時数に関する事項

　④�　学習の評価及び課程修了の認定に関する

事項

　⑤　収容定員及び職員組織に関する事項

　⑥�　入学、退学、転学、休学及び卒業に関す

る事項

　⑦�　授業料、入学料その他の費用徴収に関す

る事項

　⑧　賞罰に関する事項

　⑨　寄宿舎に関する事項

　★学校教育法施行規則　第 4 条

学則の変更　学則記載事項を変更する場合は、

変更内容により認可の申請又は届出を文部科

学大臣に対してしなければならない。学則変

更のうち認可申請に該当する変更事項及び認

可申請期限は、直近の文部科学省からの通知

を確認することが望ましい。

　　また、厚生労働省など他省庁管轄は当該関

係法規に従うこと。

　★学校教育法　第 4 条

　★学校教育法施行令　第 23 条

　★�学校教育法施行規則　第 2 条、第 5 条第 2 項、

第 11 条、第 12 条、第 19 条

　★�大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続

等に関する規則（平 18．3．31 文部科学省令

第 12 号）

　★�私立大学等の学長決定及び公私立大学等の学

則変更等の届出等について（平成 22．2．12、

21 文科高第 600 号）

学長　学長について定めた法令上の規定として

は、学校教育法第 92 条第 3 項に「学長は、

校務をつかさどり、所属職員を統督する。」

とある。また、短期大学設置基準第 22 条の

カク カク
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2 に「学長となることのできる者は、人格が

高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し

識見を有する者と認められる者とする」とあ

る。学長の資格については、従来「大学設置

審査基準要項細則」に示されていたが、同細

則が廃止されたのに伴い、上記のように短期

大学設置基準中に規定されることになった。

　　従来の細則には「学長は大学における教

育、研究の経験者であることが望ましい」と

の文言があるように、学長は大学人が望まれ

ていたが、短期大学設置基準の条文は、大学

人のみならず企業人が学長となることを念頭

に置いたものといえる。

　★学校教育法　第 92 条第 3 項

　★短期大学設置基準　第 22 条の 2

学年　学年は、学校における 1 年間の修学期

間をいい、大学の学年の始期及び終期は、学

長が定める、と規定され、学則記載事項とし

て位置付けられている。

　　また、修学期間を単位として、第 1 学年、

第 2 学年のように年次進行を表す用語とし

ても使われる。

　★学校教育法施行規則　第 4 条、第 163 条

学年制　学年毎に修学水準を決め、到達した者

を進級させたり、在学期間や年齢を基準とし

て進級させる修学制度で、当該学年でこれら

の基準を満たさない場合は、当該学年に留め

置き、上級学年への進級を認めない制度をい

う。学年制に対して単位制がある。

学費　一般には入学金を含めて授業料など修学

のために学校に納入する費用をいう。修学に

必要な授業料、入学料その他の費用徴収に関

する事項は、学則に記載することになってい

る。

　★学校教育法　第 6 条

　★学校教育法施行規則　第 4 条

学部　学部は 4 年制大学の基本組織であり、

学部を置くことが常例とされている。これに

対して、短期大学には置かないものとされて

いる。

　　学部は、専攻により教育研究の必要に応じ

組織されるものであって、教育研究上適当な

規模内容を有し、学科目又は講座の種類及び

数、教員数その他が学部として適当な組織を

もつものと定義されている。

　　学部の種類については規定上の例示が

あったが、学部教育の多様な展開を図るた 

め、平成 3 年 6 月の大学設置基準の改正で

この例示は、廃止された。

　★学校教育法　第 85 条

　★大学設置基準　第 3 条

学力に関する証明書　教育職員免許状に関わる

学力などについての証明書をいう。

　　大学、短期大学などは、教育職員免許状の

授与を受けようとする者から請求のあったと

きは、その者の「学力に関する証明書」を発

行しなければならない。「学力に関する証明

書」の様式その他必要な事項は、文部科学省

令で定められている。

カク カク
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学科　学科は、短期大学では基本組織として、

4 年制大学では学部の下に置かれる組織とし

て位置付けられている。

　　短期大学の学科は、教育研究上の必要に

応じ組織されるものであって、教員組織、施 

設、設備その他が学科として適当な規模をも

つものと定義されている。これに対し、4 年

制大学の学科は、それぞれの専攻分野を教育

研究するのに必要な組織を備えたものと定義

している。

　★学校教育法　第 108 条

　★短期大学設置基準　第 3 条

　★大学設置基準　第 4 条

学期　授業は、10 週又は 15 週にわたる期間

を単位として行うことになっており、これを

基準に 1 年間を 2 つ又は 3 つに区分し、前 

期・後期、又は 1 学期、2 学期、3 学期とし

ているのが一般的である。授業期間もこの学

期の区分に従い、設定している。

　　なお、学年の途中においても、学期の区分

に従い、学生を入学させ及び卒業させること

ができることになっている。

　★学校教育法施行規則　第 163 条

　★短期大学設置基準　第 9 条

学校（一条校）　学校教育法の第 1 条において

「学校」とされている教育機関・教育施設。

具体的には、幼稚園、小学校、中学校、高等

学校、中等教育学校、特別支援学校、大学 

（大学院・短期大学を含む）及び高等専門学

校のこと。

　★学校教育法　第 1 条

学校外学習　高校の課程で、学校外での体験

活動を単位として幅広く認めようとするもの

で、高校卒業までの間に大学や専門学校など

の授業、社会教育施設での活動、ボランティ

ア、就業体験などを高校の単位として認定す

る制度。2005 年度から 36 単位まで認定可

能になった。

学校法人　学校法人とは、私立学校の設立を目

的として、私立学校法により設立される法人

をいう。

　★私立学校法　第 3 条

　★学校教育法　第 2 条

課程　専門毎にまとまった教育内容のかたまり

（コース）をいい、教職課程や教育課程とい

うような使われ方をする。大学は学科の代わ

りに課程を置くことができるのに対し、短期

大学の学科には専攻課程を置くことができる

ことになっている。

　★大学設置基準　第 5 条

　★短期大学設置基準　第 3 条第 2 項

株式会社立大学　学校教育法第 2 条において、

学校の設置主体としては、国、地方公共団体

及び学校法人に限定されているが、構造改革

特別区域においては、地方公共団体が、教育

上又は研究上「特別な二ーズ」があると認め

る場合には、株式会社に学校の設置を認める

こととなった。

カツ カフ
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　　その際、学校の公共性、継続性・安定性

を確保するため、必要な要件を株式会社に課

すとともに、情報公開、評価の実施、セーフ 

ティネットの構築など必要なシステムを整備

することとされている。

科目等履修生　当該短期大学の学生以外の者で

1 つ又は複数の授業科目を履修する者のこと

をいう。

　　科目等履修生として修得した単位は、短期

大学入学後、短期大学が有益と認めたときは

既修得単位として 30 単位（3 年制の短期大

学の場合は 46 単位）を超えない範囲で当該

短期大学で修得したものとして認定できる。

　★短期大学設置基準　第 16 条、第 17 条

科目登録制　平成 3 年 2 月 8 日付けで大学審

議会は、「短期大学教育の改善について」と

題して、文部科学大臣に答申した中で学習機

会の多様化に対応する履修制度として、科目

登録制という用語が使われ、特定の授業科目

の単位修得を目的とする学生を受け入れる制

度と定義し、同時に、コース登録制という概

念も打ち出した。この 2 つの制度を合わせ 

て、平成 3 年 6 月の短期大学設置基準改正

で新たに科目等履修生の制度が制定された。

　★短期大学設置基準　第 17 条

カリキュラム　⇨　教育課程

カリキュラム・ポリシー（教育課程の編成方針）

　ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

で定めた達成目標を、短期大学士課程教育に

おいて実質化・体系化を図らなければならな

い。その方策・手段が、カリキュラム・ポリ

シーである。平成 17 年 1 月に中央教育審議

会がまとめた「我が国の高等教育の将来像」

答申において、アドミッション・ポリシー、

ディプロマ・ポリシーとともに３方針の重要

性が指摘された。また、短期大学設置基準で

は教育課程の編成方針として、①学科に係る

専門の学芸を教授し、職業又は実際生活に必

要な能力を育成するとともに、②幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間

性を涵養するよう適切に配慮しなければなら

ない、としている。したがって、授業科目の

区分あるいは編成はこの趣旨に添い、各短期

大学の創意工夫に任されている。授業科目は

必修科目と選択科目に区分し、各年次に配当

して教育課程を編成するものと規定されてい

る。

★短期大学設置基準　第 5 条、第 6 条

監督庁　事業を行う団体に対して、その事業に

ついて監督権をもつ行政官庁をいう。

　私立短期大学の監督庁は、文部科学省と

なっている。

★学校教育法　第 3 条、第 4 条

管理栄養士　栄養士法に基づき、厚生労働省

の管理栄養士の免許を受け、次のような業務

に従事する者をいう。（平成 14 年 4 月 1 日

の栄養士法の改正で登録制から免許制になっ

た。）

カモ カン
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１）�傷病者に対する療養のための必要な栄養

の指導、個人の身体の状況、栄養状態

等に応じた高度な専門知識および技術を

要する健康の保持増進のための栄養の指

導。

２）�特定多数人に対して継続的に食事を供給

する施設における利用者の身体の状況、

栄養状態、利用の状況等に応じた特別の

配慮を必要とする給食管理

３）�これらの施設に対する栄養改善上必要な

指導等。

　管理栄養士になるには管理栄養士国家試験

に合格しなければならないが、この受験資格

は、栄養士法第 5 条の 3

１．�修業年限が 2 年である養成施設を卒業

して栄養士の免許を受けた後厚生労働省

令で定める施設において 3 年以上栄養

の指導に従事した者

２．�修業年限が 3 年である養成施設を卒業

して栄養士の免許を受けた後厚生労働省

令で定める施設において 2 年以上栄養

の指導に従事した者

３．�修業年限が 4 年である養成施設を卒業

して栄養士の免許を受けた後厚生労働省

令で定める施設において 1 年以上栄養

の指導に従事した者

４．�修業年限が4年である養成施設であって、

学校（学校教育法第 1 条の学校並びに

同条の学校の設置者が設置している同法

第 124 条の専修学校及び同法第 134 条

の各種学校をいう。以下この号において

同じ。）であるものにあっては文部科学

大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のも

のにあっては厚生労働大臣が、政令で定

める基準により指定したもの（以下「管

理栄養士養成施設」という。）を卒業し

た者

となっている。

　★栄養士法

キ

帰国子女　一般的に、保護者の海外赴任に同伴

して外国に行き、現地の学校で学び、帰国し

た児童、生徒、学生をいう。

　　なお、「帰国生」と表現する短期大学もあ

る。

既修得単位の認定　既修得単位とは、新たに

短期大学の第 1 年次に入学した学生が当該

短期大学に入学する前に、短期大学又は大学

において履修した授業科目について修得した

単位（科目等履修生として修得した単位を含 

む）をいう。この認定の取扱いについては、

短期大学設置基準において定められている。

教育上有益と認めるときは、これら入学前の

既修得単位等については、当該短期大学にお

ける授業科目の履修により修得したものとし

てみなし、当該短期大学以外の単位につい 

て、修業年限が 2 年の短期大学にあっては

30 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあっ

ては 46 単位（夜間学科等で卒業要件単位が

62 単位以上の短期大学は 30 単位）を限度

として認定することができる。

カン キシ
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　　なお、転学の場合や、所属する短期大学で

の既修得単位の認定単位数の限度は定められ

ていない。

　　この既修得単位の認定を行おうとする場合

は、あらかじめ学則に当該単位認定ができる

旨、及び認定できる単位数の限度等について

規定しておかなければならない。また、この

措置に伴い必要と考えられる認定手続等につ

いて、学内規程を整備しておくことが必要で

ある。これを実際に行うに当たっては、ガイ

ダンスの際に当該学生にこの制度を周知させ

ることが望ましい。なお、この制度は、認定

ができるということであって、認定しなけれ

ばならないということではないので、教育上

有益であるかどうかについて十分配慮しなけ

ればならない。

　★短期大学設置基準　第 16 条

寄宿舎　短期大学は、高等教育機関として広

く国民に開放されている。このため遠隔地か

らの入学者などに対して就学の便を図るため

に、寄宿舎は短期大学設置基準に、なるべく

備える施設として規定されている。

　★短期大学設置基準　第 28 条第 5 項

技能審査の合格に係る学修　技能審査の認定

に関する規則により、文部科学大臣が認定し

た技能審査に係る学修は、短期大学において

短期大学に相当する水準を有すると認めた場

合、当該短期大学における授業科目の履修と

みなして原則として 30 単位（3 年制短期大

学は 46 単位）までの認定が認められている。

　　文部科学大臣が行う技能審査の認定は、有

効期間があり、一般的には申請により更新さ

れているが、これを適用する場合には、この

期限に注意する必要がある。

　　認定された技能審査は「文部科学省認定」

の表示をすることになっている。

　★短期大学設置基準　第 15 条

　★�短期大学設置基準第 15 条第 1 項の規定により、

短期大学が単位を与えることのできる学修を定

める件（平 3. 6. 5　文部省告示第 69 号）

　★技能審査の認定に関する規則

寄附行為　私立学校法における「寄附行為」と

いう文言は、民法の規定による財団法人の場

合と同様に、寄附行為という法人設立の行為

自体（中心は財産の無償の出損）とそれが書

面に記載された寄附行為書（法人の基本法）

との 2 つの意義を有している。私立学校を

設置しようとする者は、学校法人を設立しな

ければならない。学校法人を設立しようとす

る者は、その設立を目的とする寄附行為を

もって必要な事項を定め、文部科学省令で定

める手続きに従って、当該寄附行為について

所轄庁の認可を申請しなければならない。

　★私立学校法　第 30 条

寄付講座　大学・短期大学以外の法人又は私人

の寄付金によって、人件費、研究・教育運営

費、管理費等の経費をまかなわれる講座のこ

とをいう。

キシ キフ



客員教授　従来、客員教授の名称は、国立大学

又は国立短期大学に勤務する外国人教員の一

部に対して付与することができるとしていた

が、昭和 51 年の改正により、常時勤務の教

員以外の職員で当該大学若しくは短期大学の

教授若しくは研究に従事する者に対し、外国

人以外の者でも広く付与することができるよ

うになった。

　　各私立大学等においても、同様の趣旨で、

特に、客分待遇で迎えられた兼任教員に対 

し、客員教授の称号を付与している例もあ 

る。

キャップ制（履修上限単位数）　授業科目の単

位修得に必要な学習時間の確保の観点から、

学生が 1 年間あるいは 1 学期間に履修科目

として登録することができる単位の上限を設

ける制度で、短期大学設置基準において努力

義務化されている。

　★短期大学設置基準　第 13 条の２

キャリア教育　社会的・職業的自立に向け、必

要な知識・技能・態度を育む教育。平成 17

年に国立大学協会教育・学生委員会がまとめ

た『大学におけるキャリア教育のあり方－

キャリア教育科目を中心に－』で、キャリア

教育科目を、インターンシップと共に専門教

育と教養（一般）教育を繋ぐ、あるいは超え

るものとして、進路、就職指導などを包含す

る総合的かつ実践的な取組みとして位置付け

られている。

　　なお、平成 23 年 4 月 1 日施行の短期大学

設置基準の改正により、短期大学は、学生が

社会的及び職業的自立を図るために必要な能

力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて

培うことができるよう適切な体制を整えるも

のとすることが規定された。

休学　休学とは、学生が在籍したままで病気そ

の他の理由により許可を得て、一定期間授業

を受けない状態をいい、休学の可否、期間等

については、教授会の議を経て、学長が定め

るものとされている。

　　休学は修学（就学）できない状態がある程

度長期にわたることが予想される場合の措置

であり、単なる欠席と異なり、通常その期間

中は授業料が免除され、また、その期間は最

長在学年限に含まれないものとしている。し

たがって、あまり短い期間について休学の

措置を取る必要はなく、2 ～ 3 か月以上修学 

（就学）が不可能な場合に休学とすることが

できるものとしている短期大学が多い。

　★学校教育法施行規則　第 144 条

休学期間　休学期間は、一般的に休学の事由

が消滅するまでの期間とし、教授会の議を経

て学長が定めることとされているが、引き続

いて休学できる期間として 1 年、特別の事

由がある場合に、引き続き更に、1 年程度の

延長を認めることができるとしている例が多

い。

　　また、通算して休学できる期間について

は、修業年限と同年数程度としているようで

ある。
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休学中の授業料　休学中は大学の利用関係を休

止することから、休学期間中の授業料は通常

免除されることになる。一般的には、休学を

認められた月の翌月から復学した月の前月ま

での授業料を免除することとなるが、学期の

途中から復学することが困難な場合もあるの

で、その場合は、休学期間の終期を学期の終

わりに合わせておくとよい。

　　なお、短期大学によっては休学期間中の授

業料に代って在籍料という形で学費の一部を

徴収する場合もある。

休業日　小学校における休業日は、学校教育法

施行規則第 61 条、第 63 条に定められてい

るが、短期大学においては準用規定がない。

　　一方、短期大学設置基準では「1 年間の授

業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、

35 週にわたることを原則とする」と定めて

おり、各短期大学はこれらを考慮して、学則

に休業日を定めている。一般的には、

　①　国民の祝日に関する法律に規定する休日

　②　日曜日及び土曜日

　③　開学記念日

　④　夏季休業日

　⑤　冬季休業日

　⑥　春季休業日

　と必要がある場合、学長は休業日を臨時に変

更したり、臨時に休業日を定めることができ

るとしている。

　★学校教育法施行規則第 4 条、第 61 条、第 63

休講　特定の曜日・時限の授業が、学校行事等

による授業割愛、又は授業担当者の止むを得

ない都合（公務の会議・学会出席・研究・病

気等）により行われないことをいう。なお、

学校行事による授業の割愛は、教授会の承認

を必要とするものである。

教育課程（Curriculum）　教育課程（カリキュ

ラム）とは、教育目的を達成するために選ば

れた教育内容を、どのような順序で、どこま

で教育するかを系列化したものといえる。す

なわち、授業科目とその教育内容、単位数、

学修の時期等の総称であり、これを特に教科

カリキュラムともいう。これに対し、カリ 

キュラムを、教科外活動を含む大学生活にお

けるすべての経験（これを経験カリキュラム

という）と広く解釈することもできる。

教育課程の編成方針　⇨　

カリキュラム・ポリシー

教育基本法の改正　教育基本法は、わが国の教

育の基本を確立するため、教育の基本理念、

義務教育の無償、教育の機会均等などについ

て定めた法律であり、学校教育法や社会教育

法などすべての教育法規の根本法となるもの

である。21 世紀を切り拓く心豊かでたくま

しい日本人の育成を目指した教育改革を着実

に進めるため、教育基本法の改正が進めら 

れ、平成 18 年 12 月 15 日、国会において

新しい教育基本法が可決・成立し、同 22 日

に公布・施行された。
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教育再生会議　平成 18 年 10 月、基本にさか

のぼって 21 世紀の日本にふさわしい教育体

制を構築し、教育の再生を図るため、閣議決

定により、内閣に「教育再生会議」が設置さ

れた。

教育情報の公開　学校教育施行規則の一部改

正（平成 23 年 4 月 1 日施行）により、大学

等が公的な教育機関として社会に対する説明

責任を果たすとともに、その教育の質を向上

させる観点から、教育研究活動等の状況につ

いての情報を公表することが規定された。ま

た、情報の公表は、刊行物への掲載やイン 

ターネットの利用など広く周知を図ることが

できる方法によって行うものとしている。

教育職員免許状　教育職員免許法と同法施行

令及び施行規則により授与される免許状をい

い、教育職員（学校教育法に定める幼稚園、

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校の教員）はこの免許状を有しな

ければならないと定められている。免許状 

は、学校の種類、教科等の別により、普通免

許状、臨時免許状、特別免許状に大別され、

また、専修免許状（修士の学位を有する者）、

1 種免許状（学士の学位を有する者）、2 種

免許状（短期大学士の学位を有する者）の 3

段階制となっている。

　　わが国の教育職員免許制度では、教員の

免許状授与の所要資格を得させるための大学

の課程認定を受けた大学又は短期大学におい

て定められた科目を履修し、所定の単位を修

得することによって教育職員免許状が授与さ

れる、いわゆる「開放的免許制」をとってい 

る。昭和 53 年以降、教員養成を主たる目的

とする学科や特別な学科を除き、学科等の目

的、性格及び教育課程にもっともふさわしい

と認められる 1 種類の教科の免許状しか認

定されないが、それ以前に 2 教科の課程認

定を受けていた大学等では、現在も 2 教科

の免許状の授与資格が認められている。

　★学校教育法　第 1 条

　★教育職員免許法

　★教育職員免許法施行令

　★教育職員免許法施行規則

　★�教員の免許状授与の所要資格を得させるための

大学の課程認定申請要領

　★�大学において教員養成の課程を置く場合の審査

基準（昭 53. 2. 20　教育職員養成審議会決定）

教員免許更新制　平成 19 年 6 月の改正教育職

員免許法の成立により、平成 21 年 4 月から

教員免許更新制が導入された。免許状に有効

期限を付し、免許状の取得後もその時々で求

められる教員として必要な資質能力が保持さ

れるよう、定期的に必要な刷新（リニューア

ル）を図るための制度である。この制度によ

り免許状の有効期限は 10 年間となった。ま

た、更新の要件は、有効期限内（直近２年間）

に免許更新講習（30 時間）を受講・修了す

ることである。なお、施行前に授与された免

許状を有している教員は、10 年ごとに免許

状更新講習を修了したことの確認を受けなけ

ればならない。
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教育の方針　教育の方針とは、教育の目的を実

現すべき教育制度等の原則・指針にあたるも

ので、教育基本法に、教育の目的は、あらゆ

る機会に、あらゆる場所において実現されな

ければならない。この目的を達成するために

は、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、

自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によっ

て、文化の創造と発展に貢献するように努め

なければならない、と規定されている。

　★教育基本法　第 2 条

教育の目的　教育の目的とは、社会の教育要求 

を形象化したもので、教育基本法に、教育 

は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び

社会の形成者として、真理と正義を愛し、個

人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の

育成を期して行わなければならない、と規定

している。

　★教育基本法　前文、第 1 条

教員　学校教育法に、大学には学長、教授、准

教授、助教、助手及び事務職員を置かなけれ

ばならないとあり、また、この他、副学長、

学部長、講師、技術職員その他必要な職員を

置くことができるとあるので、短期大学の教

員は、①置かなければならない教員と、②置

くことができる教員とに分けられる。前者の

教員として、教授、准教授、助教、助手があ

り、後者の教員として、講師がある。したがっ

て、講師は必ずしも置かなくてもよいことに

なるが、実際にはどこの短期大学でも置かれ

ている。

　★学校教育法　第 92 条

教員審査　高等教育のユニバーサル化に伴い、

近年の教員審査は、研究能力よりも教育能力

が重視されている。教員の資格審査のための

資料のひとつである「教育研究業績書」にお

いても、平成 11 年から、図書、学術論文等

の研究業績に加えて「教育上の業績」の欄が

設けられた。平成 13 年からは、より詳細な

記入が求められ、「教育方法の実践」「作成し

た教科書、教材」「当該教員の教育上の能力

に関する大学の評価」等の欄が設けられてい

る。

教員組織　主要授業科目は、原則として専任の

教授、准教授が担当し、その他の科目もなる

べく専任の教授、准教授、講師又は助教が担

当するものとし、演習、実験、実習、実技科

目には、なるべく助手に補助させるもの、と

短期大学設置基準で定めている。また、教育

研究上必要があるときは、授業を担当しない

教員を置くことができるとしている。

　★短期大学設置基準　第 20 条～第 22 条

教員の勤務　私立学校に勤務する教員は、それ

ぞれの学校法人の定めた就業規則に従って勤

務することになる。専任教員の中には、短期

大学設置基準にも置くことができると明記さ

れているように、役職についたり、付属施設

に勤務したりする授業を担当しない教員もあ

るが、大部分の教員は学生の教育・指導や研
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究に従事している。

　　教員の職務は、この他にもクラス担任等学

生指導の任務があり、教務面の履修指導、厚

生面の生活指導、就職面の進路指導、課外

活動団体の指導等、非常に多岐にわたってお 

り、また、教授会の出席や各種会議への出席

も重要な任務である。多くの短期大学では、

全専任教員が何らかの教授会傘下の各種委員

会に所属し、大学運営の一分野を担当してい

るのが実情である。

　　兼任教員に対しては、特にその勤務を規定

した法規はないが、それぞれの短期大学にお

いて担当時間数、勤務日数の上限を定める等

の規程を設けているところが多い。

　★短期大学設置基準　第 21 条

教員の研究　学校教育法に示されているよう

に、教員は職務として教育と合わせて研究に

従事しなければならない。これらの研究活動

については、各短期大学において独自の研究

制度を定め、いろいろな名称で予算措置を講

じている。教員の研究に対しては、国の補助

金の対象にもなっており、また、他の団体か

らもいろいろな研究助成策がとられている。

　★学校教育法　第 92 条

教員の任期制　大学審議会における「大学教員

の任期制について」の答申により、法的整備

がなされた。この答申のねらいは、大学にお

ける教育研究の活性化と教員の流動性を高め

ることにある。

　★�大学の教員等の任期に関する法律（平 9. 6. 13

法律第 82 号）

　★�大学の教員等の任期に関する法律等の施行につ

いて（平 9. 8. 22　文部事務次官通達）

　★�大学の教員等の任期に関する法律第 3 条第 1 項

等の規程に基づく任期に関する規則に記載す

べき事項及び同規則の公表に関する省令（平

9. 8. 22　文部省令第 33 号）

　★�大学の教員等の任期に関する法律第 6 条の規程

に基づく大学共同利用機関等の職員のうち専ら

研究又は教育に従事する者の任期に関する規則

を定める手続及び任期を定める手続に関する省

令（平 9. 8. 22　文部省令第 34 号）

　★�大学の教員等の任期に関する法律の施行期日を

定める政令（平 9. 8. 22　政令第 261 号）

教授　学校教育法に定める教授の職務は、学生

を教授し、その研究を指導し、又は研究に従

事する、とされ、資格は、短期大学における

教育を担当するにふさわしい教育上の能力を

有すると認められる者で、①博士の学位（外

国において授与されたこれに相当する学位を

含む。）を有し、研究上の業績を有する者、

②研究上の業績が①の者に準ずると認められ 

る者、③学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 

号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外

国において授与されたこれに相当する学位を

含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野

に関する実務上の業績を有する者、④芸術上

の優れた業績を有すると認められる者及び実

際的な技術の修得を主とする分野にあっては

実際的な技術に秀でていると認められる者、

⑤大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は
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高等専門学校において、教授、准教授又は専

任の講師の経歴（外国におけるこれらに相当

する教員としての経歴を含む。）のある者、

⑥研究所、試験所、病院等に在職し、研究上

の業績を有する者、⑦特定の分野について、

特に優れた知識及び経験を有すると認められ

る者、のいずれかに該当する者と定められて

いる。

　　一方、出入国管理及び難民認定法施行規則

に定める外国人の在留資格の 1 つに「教授」

というのがあるが、これは、本邦の大学若し

くはこれに準ずる機関又は高等専門学校にお

いて研究、研究の指導又は教育をする活動を

いう。

　★学校教育法　第 92 条

　★短期大学設置基準　第 23 条

　★�出入国管理及び難民認定法施行規則　第 3 条、

別表第 1

教授会　短期大学には、学校運営上の重要事項

を審議するために、教授会を置かなければな

らないことになっており、教授会は学長及び

専任教授をもって組織されるが、准教授その

他の職員を加えることができる。教授会の構

成に関しては、審議事項によって異なる場合

も考えられるが、これらの点に関しては、あ

らかじめ規程を定めておく必要がある。ま 

た、教授会の運営については、教授会の構成

の他、教授会の招集、定足数、議長、審議事

項、議決等についての運営規程を整備してお

く必要がある。

　　一般に教務部（課）等が、会場の準備、資

料の作成・配付、議事録の作成・保管等の教

授会に関する事務を取扱う部署となることが

多い。このため、教授会の開催に当たって、

教務部（課）長又は担当責任者は文書をもっ

て教授会の開催日時・場所・議題等を教授会

構成員に通知し、教授会出席者の確認をする

ことになる。教務部（課）長等は、教授会構

成員でなくとも、教授会に出席することが教

授会の意向を理解することになり、円滑な学

校運営に有効と考えられる。教授会を公開と

するか否かは、教授会が自主的に決定すべき

事項であり、審議事項によって非公開とする

場合がある。

　★学校教育法　第 93 条

　★学校教育法施行規則　第 144 条

教職課程　法令上の用語ではないが、一般的に

は、教員養成を目的としない大学及び短期大

学が、教育職員免許法及び同施行規則に基づ

き、免許状授与の所要資格を得ることのでき

る教育課程をもつ教育組織をいう。

　　戦後の教育改革によって、①大学におけ

る教員養成、②免許状取得の開放制、という

二大原則のもとに、教員養成を主たる目的と

する大学以外でも、免許状取得に必要な所定

単位の履修によって免許状授与ができる完全

な開放制であったが、現行では、教員の免許

状授与の所要資格を得させるための大学の課

程認定の申請により、教育職員養成審議会の

諮問を経て、文部科学大臣が認定することと

なっている。
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競争的資金　競争的資金は、資金配分主体が広

く研究開発課題を募り、提案された課題の中

から、専門家を含む複数の者による科学的・

技術的な観点をその中心とした評価に基づい

て実施すべき課題を採択し、研究者等に配分

する研究開発資金である。科学研究費助成事

業、戦略的創造研究推進事業などがこれにあ

たる。

共同実施制度　平成 17 年 1 月の中央教育審議

会「我が国の高等教育の将来像（答申）」等

を踏まえ、国公私を通じ、複数の大学が相互

に教育研究資源を有効に活用しつつ、共同で

教育プログラムを編成することが可能となっ

た。

　　共同実施制度は、大学、大学院、短期大 

学、専門職大学院において実施でき、共同教

育課程を編成するに当たっては、構成大学間

で共同教育課程の編成・実施に関して、必要

な基本的な方針の取り決めを行うことが必要

である。

ク

グレード・ポイント・アベレージ　（Grade 

Point Average ＝ＧＰＡ）制度　大学審議会

では厳格な成績評価の具体策としてこの制度

をあげている。この制度は、アメリカではご

く一般的に普及している。アメリカでもっと

も多く用いられるグレード法は、ＡＢＣＤＦ

ランキングであり、このランクにそれぞれに

配された点数に各単位数を掛けて足した合計

点を総単位数で割って総合的な平均成績であ

るＧＰＡが計算される。ランクの配点で一

番多く用いられている 4 点式の場合では、A

は 4 点、B は 3 点、C は 2 点、D は 1 点、F

は 0 点とするのが一般的である。

訓告　訓告とは、通常学生の身分にまでは影

響の及ばない懲戒であり、学生には学長ある

いは学長の委任を受けた者が、口頭（又は文 

書）で行い、必要に応じて告示する。ただ 

し、その回を重ねた場合には停学、退学等の

対象となり得るので、単なる教室内での叱責

とは異なるものである。

　★学校教育法施行規則　第 26 条

ケ

研究生　特定の研究課題について、指導教員の

もとで研究のための指導を受ける者をいう。

したがって、授業科目の聴講については、指

導教員が必要と認め、かつ正規の学生の授業

に支障をきたさない範囲で受講を許されるも

のである。

原級留置　原級留置とは、卒業予定年次以外の

学生が、長期欠席や学業不振等のため、当該

年度の履修科目、修得単位が著しく少なく、

各短期大学が独自に設けた進級の要件を満た

さない場合、上級年次に進級させず、再度当

該学年に留めることをいい、法令上の用語で

はない。

　　この措置については、ある程度学年制の考
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え方を導入したもので、短期大学は、単位制

であるので、卒業年次までに卒業要件単位を

修得すればよく、年次別の進級要件の法的定

めはないが、教育効果の上から行っている短

期大学もある。

兼担教員　兼担教員とは、2 以上の学科区分を

持つ大学において、専任教員が専任として所

属する学科区分等以外の授業を担当する場合

における当該専任教員をいう。したがって、

教員の区別には、専任、兼任の他に、兼担が

ある。

兼任教員　兼任教員とは、当該大学を本務とし

ない教員をいい、一般に、非常勤教員又は非

常勤講師と呼ばれている。他の大学等の専任

教員、あるいはどこにも本務を有しない者な

どが多い。

コ

公開講座　学校教育法で、大学においては、公

開講座の施設を設けることができるとし、同

施行規則では公開講座に関する事項は、別に

定める、とあるが、現在のところ、特に定め

はない。したがって、どのような内容のもの

が学校教育法でいう公開講座に該当するのか

今のところ明らかにされていない。しかしな

がら、平成 3 年の大学審議会の答申におい

ては、生涯学習機関としての機能に重点を置

いた短期大学の役割の重要性にかんがみ、体

系的・継続的な公開講座の積極的な実施に努

めることが重要であるとしている。

　　現在、各短期大学等が公開講座として開設

しているものの多くは、社会教育の一形態と

して、正規の教育課程ではなく、別途短期大

学のサービス活動として、地域等からの要望

のある特定事項について一定時間の講義等を

行っているのが主たる形態である。

　★学校教育法　第 107 条

　★学校教育法施行規則第 165 条

講義　短期大学設置基準に規定されている授業

方法の形態の 1 つ。一般的に講義とは、教

員が学生に対し一方的に説明することによ

り知識を授ける授業形態である。講義科目 1

単位の学校における授業時間は、演習科目

と同様、15 時間から 30 時間までの範囲で、

各短期大学が定める時間とされている。最近

では、講義科目でも演習に近い方法を用いた

り、又は講義と演習、講義と実習を組み合わ

せている短期大学も相当あるようである。

　★短期大学設置基準　第 7 条第 2 項、第 11 条

講義要項（綱）（覧）　授業内容の概要を記した 

もので、これにより学生は授業の概要を知 

り、科目を選ぶ際の参考となっている。ま 

た、短期大学卒業後、編入学や留学等をする

学生が増えているが、短期大学で修得した単

位を認定する際、その授業科目の内容を照会

する場合にも必要となる。

講師　講師は、教授又は准教授に準ずる職務に

従事するものとされ、資格は、短期大学設置
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基準に定められており、①教授又は准教授と

なることのできる者②特定の分野について短

期大学における教育を担当するにふさわしい

教育上の能力を有すると認められる者とされ

ている。

　★短期大学設置基準　第 25 条

校舎　短期大学設置基準において、校舎に備

えるべき施設として、学長室、会議室、事務 

室、教室（講義室、演習室、実験室、実習室 

等）、研究室、図書館、保健室が規定されて

おり、これ以外に原則として備えるべきもの

として体育館を、また、なるべく備えるもの

として情報処理及び語学の学習のための施

設、体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生

自習室、学生控室、寄宿舎、課外活動施設そ

の他厚生補導に関する施設が定められてい

る。

　　校舎の最低基準面積には、講堂、寄宿舎、

附属施設等の面積は含まないとされ、また、

短期大学と高等学校以下の教育施設との共用

は、管理部門を除き認められないとされてい

る。

　★学校教育法　第 3 条

　★短期大学設置基準　第 28 条、第 31 条、第 32 条

高大連携　近年、学生の学習意欲の低下が指摘

され、「学びの動機付け」が大きな課題とな

り、初等中等教育と高等教育の接続、いわゆ

る「高大連携」「高大接続」が必要との認識

が教育関係者の共通のものとなっている。ま

た、中央教育審議会では「初等中等教育と高

等教育との接続の改善について」の答申を出

し、関係機関に具体的な取り組みを促してい

る。

　　そこで、高校と大学が協力し、高校生に大

学の講義等を体験させ、学ぶことへの意欲を

高め、結果的に大学進学後の学問不適合を防

ぐ試みが行われるようになった。

　　具体例としては、高校に大学の先生を講師

として招く「出張授業」、高校生が大学を訪

問して模擬授業を受ける「授業体験」、半年

から 1 年をかけて大学に通学して講義を受

講する「聴講」等、様々な取り組みが試みら

れている。

校地　短期大学設置基準に、校地は、教育にふ

さわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生

が休息その他に利用するのに適当な空地を有

するものとする、と規定されている。

　★短期大学設置基準　第 27 条

高等学校卒業程度認定試験　平成 17 年 4 月よ

り、大学入学資格検定（大検）は廃止され、

高等学校卒業程度認定試験（新試験）が実施

されることとなった。

　　高等学校卒業程度認定試験は、高等学校を

卒業していないなどのため、大学受験をでき

ない者に対し、高等学校卒業者と同等以上の

学力があるかどうかを認定する試験であり、

合格者は大学・短大・専門学校の入学資格が

与えられるだけでなく、高等学校卒業者と同

等以上の学力がある者として認定され、就 

職、資格試験等に活用することが出来る。た
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だし、試験で合格点を得た者が満 18 歳に達

していないときには、満 18 歳に達した日の

翌日から合格者となる。また、全日制高等学

校に在学したまま受験できるようになり、高

等学校卒業程度認定試験で合格した科目は、

学校長の判断で全日制高等学校の卒業単位と

して認定してもらうことも可能となった。

　　なお、既に大学入学資格を持っている者

は、高等学校卒業程度認定試験を受験できな

い。

国際バカロレア制度　「バカロレア」といえば、

フランスの大学入学資格試験制度のことであ

るが、国際バカロレア制度（ＩＢ）とは、こ

の制度に参加している学校の卒業者に国際的

に認められる大学入学資格を与える制度であ

る。国際バカロレア制度の事業主体はスイス

のジュネーブに本部を置く国際バカロレア事

務局（IBO）である。ここではこの制度の適

用のために共通に用いられるカリキュラムの

作成や、ＩＢ試験の実施及び IB 資格（ディ

プロマ）の認定が行われている。

　　ＩＢ資格の取得者は現在約 50 か国 600 以

上の大学などで受け入れられており、日本で

はＩＢ資格取得者で 18 歳以上の者は大学入

学資格を有する者として認められている。

　★�大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者の指定（昭 23．

5. 31　文部省告示第 47 号）

告示　公の機関が、一般のひとびとに広く通知

することをいう意味に用いられる場合と、国

家・地方公共団体等の公の機関が決定した事

項その他一定の事項を公式に一般に知らせる

ための形式の名称として用いられる場合があ

る。告示は、単に一定の事項を一般に知らせ

るだけでなく、時には法律が「告示」の形

式で補充立法とすることを委任する場合や、 

「告示」とすることによって、ある措置の効

力が完成するものとする場合にも用いられ

る。

　　短期大学内においても、学長等が公式に一

般の学生に対して通知する場合に、前述の意

味に準じて告示という名称を用いる場合が多

い。

個人情報保護法　1980 年（昭和 55 年）のＯ

ＥＣＤ（経済協力開発機構）理事会勧告にお

いて「プライバシーの保護と個人データの国

際流通についてのガイドライン」が示され、

ＯＥＣＤ加盟国の大多数が既に個人情報保護

法制を有する状況の下、個人情報の有用性に

配慮しながら個人の権利利益を保護すること

を目的とした個人情報保護法が平成 15 年 5

月に成立・公布された。

　　法は、官民を通じた個人情報保護の基本理

念等を定めた基本法に相当する部分と、民間

事業者の遵守すべき義務等を定めた一般法に

相当する部分から構成されており、平成 17

年 4 月 1 日より全面施行された。

　　教育的観点から保護者に成績表を配布する

場合でも、原則として保護者は第三者に該当

するため、本人の同意が必要である。これを

行わない場合は個人情報保護法違反となる。
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ただし、本人が未成年の場合は、その保護者

も「本人」に含まれる。

コマ　法令上の用語ではないが、通常、学校で

はよく使用されており、一般的には、1 授業

時限単位をいう。

　　しかしながら、2 授業時限続きの授業を 1

コマと呼ぶか、2 コマと呼ぶかは各短期大学

でまちまちである。

サ

在外教育施設　文部科学大臣が高等学校の課程

と同等の課程を有するものとして認定した、

海外にある教育施設。「高等学校の課程に相

当する課程を有する在外教育施設として定め

る件（平成 4 年文部省告示第 32 号平成 6 年

文部省告示第 4 号）」の中で認定されている。

　　なお、高等学校の課程に相当する課程を有

するものとして指定した在外教育施設（平成

3 年文部省告示第 91 号）も同様の取り扱い

となる。

　★学校教育法　第 90 条

　★学校教育法施行規則　第 150 条第二号

　★�在外教育施設の認定等に関する規程（平 3．

11. 14　文部省告示第 114 号）

在学と在学期間　在学とは、学生が当該短期大

学の学籍を有し、現に学修している状態をい

い、在学期間とは、その学修している期間を

いう。

在学年限　在学年限とは、学生が当該短期大学

に在学できる最長在学期間をいい、その期間

については法的には定められていないが、お

おむね修業年限の 2 倍程度とされている。

　　在学年限を定めている趣旨は、短期大学

が国民に開放された公共性を有する機関とい

う点から、所定の修業年限より長い一定の年

数を超えてもなお学業の終わらない者に対し

て、学校が強制的に退学できるようにするた

めである。

再試験　試験の結果不合格になった科目につ

いて、再度試験を行う制度である。この試験 

は、学生に権利があるのではなく、あくまで

も科目担当者の判断であり、教授会の判断で

ある。したがって、再試験については、何ら

かの制限を付している短期大学が多い。

在籍と在籍期間　在籍とは、学生が当該短期大

学の学籍を取得していることをいい、在籍期

間とは、当該短期大学の学籍を有している期

間をいう。したがって在籍期間に休学及び停

学の期間も含まれる。

　　具体的には、修業年限 2 年の短期大学に

おいて休学期間が 1 年、休学以外に単位未

修得のため 1 年留年して卒業した場合、在

籍期間は 4 年、在学期間は 3 年となる。

再入学　短期大学を退学した者が、再び同一の

短期大学の同一学科に入学することをいう。
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再履修　履修の結果、不合格となった科目を再

度履修することをいう。なお、必修科目は必

ず履修することになるが、選択科目について

は学生の意志に任せられている。

サービスラーニング　授業で学んだ知識や技術

を、地域社会やグルーバル社会の問題解決の

ために役立てる学習方法。

シ

私学助成　私学教育に関して公費により行われ

る財政援助、すなわち国及び地方公共団体が

私学教育振興を図るために行う補助金の交付

等の助成措置をいう。

　　具体的には、①私立の大学、短期大学、高

等専門学校の教育研究条件の維持向上及び修

学上の経済的負担の軽減に資するとともに、

経営の健全性を高めるため、私立大学等の教

育又は研究に係る経常的経費を対象として、

日本私立学校振興・共済事業団を通じて学校

法人に補助している「私立大学等経常費補助

金」、②私立大学等における教育研究の充実

と質的向上を図るため、研究装置並びに教育

装置の整備に要する経費を対象として学校法

人に補助している「私立大学・大学院等教育

研究装置施設整備費補助金」、③私立大学に

おける研究設備等の整備に要する経費を対象

として学校法人に補助している「私立大学研

究設備整備費等補助金」などがある。

　★私立学校振興助成法

自己点検・評価　従来は、短期大学設置基準

に規定されていたが、平成 14 年 11 月に学

校教育法が改正され、第 109 条に「大学は、

その教育研究水準の向上に資するため、文部

科学大臣の定めることにより、当該大学の教

育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設

備（次項において「教育研究等」という。）

の状況について自ら点検及び評価を行い、そ

の結果を公表するものとする。・大学は、前

項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総

合的な状況について、政令で定める期間ごと

に、文部科学大臣の認証を受けたものによる

評価をうけるものとする。ただし、・・・・・」

との条文が追加され、自己点検・評価の実施

とその公表及び認証評価機関による評価が、

法律で義務となった。

　★学校教育法第 109 条

司書　図書館の専門的職務に従う職員。図書館

法により、司書は図書館の専門的事務に従事

する。司書補は司書の職務を助ける、と規定

されている。

　★図書館法

司書教諭　学校図書館法に、学校図書館の専門

的職務を掌る、と規定される教諭のことであ

る。

　　もともと学校図書館法第 5 条では、「学

校図書館には司書教諭を置かなければなら

ない」と定められているが、附則第 2 項に 

「当分の間、司書教諭を置かないことができ

る」とされていた。
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　　学校図書館法が制定された昭和 28 年 8 月

から最近まで、その状態が続いていたが、平

成 9 年 6 月に「当分の間」が「平成 15 年 3

月 31 日」までと改められ、平成 15 年度か 

ら、全国の 12 学級以上の小中高校は、司書

教諭を置かなければならないことになった。

　★学校図書館法　第 5 条

実技　実技とは、学んだ知識をもとに演技を行

う授業方法の 1 つ。1 単位の学校における授

業時間は、30 時間から 45 時間までの範囲で、

各短期大学が定める時間とされている。

　★短期大学設置基準　第 7 条第 2 項

実験　実験とは、理論や推論が正しいか一定

の条件で試してみる授業方法の 1 つ。1 単位

の学校における授業時間は、30 時間から 45

時間までの範囲で、各短期大学が定める時間

とされている。

　★短期大学設置基準第 7 条第 2 項

実習　実習とは、学んだ知識をもとに実地（実

物）について学習する授業方法の 1 つ。1 単

位の学校における授業時間は、30 時間から

45 時間までの範囲で、各短期大学が定める

時間とされている。

　★短期大学設置基準　第 7 条第 2 項

実態調査　正式には「私立大学等の実態調査」

といい、私立大学、短期大学及び高等専門学

校の専任教職員数、非常勤教員数、学生数、

財政状況等の実態を把握し、私立大学等の振

興方策の企画、立案及び予算要求の資料にす

ることを目的とする文部科学省の調査で、毎

年 5、6 月に実施される。

指導要録　指導要録は、在学又は卒業した者の

学習及び健康の状況を記した書類の原本をい

う。また、学生の学籍並びに指導の過程及び

結果の要約を記録し、指導及び外部に対する

証明等のために役立たせるための原簿として

の性格をもっている。

　　学校で備えるべき表簿の中で、最も重要な

表簿で、保存期間は 20 年間となっている。

　★学校教育法施行規則　第 24 条

　★学校教育法施行規則　第 28 条

事務職員　学校教育法において、置かなければ

ならない職員として定められている。

　　学校教育法上の規定にもとづく 3 種の職

員の中、事務職員については、短期大学設置

基準に、①事務処理のための組織の専任職 

員、②学生の厚生補導を行うための組織の専

任職員、の 2 種を置くものとされている。

　★学校教育法　第 92 条

　★短期大学設置基準　第 34 条、第 35 条

社会人基礎力　平成 18 年、経済産業省が、我

が国経済を担う産業人材の確保・育成の観点

から定義した、職場や地域社会の中で多様な

人々とともに仕事を行っていく上で必要な基

礎的能力のこと。具体的には「前に踏み出す

力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」の

３つの能力に区分されている。現在、大学等
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においても育成事業への取組みが広がってい

る。

社会人入学　社会人が短期大学や大学に正規学

生として入学することをいう。特に、入学定

員の一部を社会人枠として別枠を設け、書類

審査、論文、面接を中心とした特別の選抜方

法によって合格者をきめるものを「社会人入

学制度」という。

修業年限　修業年限とは、学校の一定の教育

の課程を修了するのに必要と定められた年限

で、学生が当該短期大学を卒業するために最

小限在学すべき年数をいい「2 年又は 3 年」

と定められている。

　★学校教育法　第 108 条第 2 項

　★短期大学設置基準　第 18 条

修士　学位規則に基づき、大学院修士課程修了

者に与えられる学位である。

　★学位規則　第 3 条

収容定員　短期大学設置基準に従い、教育組

織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総

合的に考慮して、監督庁が認めた短期大学の

受け入れることのできる全学生数をいい、学

科（専攻）ごとに学則に定めることになって

いる。収容定員を変更する場合は、原則とし

て認可事項であるが、平成 14 年 11 月の学

校教育法の及び平成 15 年 3 月の同法施行令

の改正により、短期大学全体の収容定員が増

加とならない場合は、届出事項となった。

　★学校教育法　第 4 条第 1 項

　★学校教育法施行令　第 23 条第十一号

　★学校教育法　第 4 条第 2 項第三号

　★学校教育法施行令　第 23 条の 2 第五号

授業科目の区分　平成 3 年 6 月に短期大学設

置基準が改正されるまでは、授業科目を一般

教育科目、外国語科目、保健体育科目及び専

門教育科目に区分して開設することを義務づ

け、学生に対しては科目区分ごとに修得すべ

き単位数を規定していた。これらの規定が廃

止されたことにより、各短期大学の創意工夫

により特色ある教育課程が編成できるように

なった。

授業期間　単位計算の基準により機械的に計算

すると 30 週となる。これを、2 学期制を採

る短期大学にあっては各期 15 週、3 学期制

を採る短期大学にあっては各期 10 週を単位

として、授業期間を設けなければならない。

　　しかしながら、各短期大学では、このほ

かにオリエンテーション、定期試験・追再試 

験、文化祭、体育祭、休講・欠講のための補

講等を行うので、1 年間に 35 週程度を用意

する必要があるということになる。すなわ 

ち、単位計算基準から単純に割り出せば 30

週でよいものを、35 週にわたることを原則

とする、としている。

　★短期大学設置基準　第 8 条、第 9 条

授業時間　各授業科目を通じて学生を指導する

際の単位時間は、休憩時間を含め 1 時間を
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もって算定の基準としている。

　　この単位時間については、学校教育法施

行 規 則 別 表 第 1 及 び 第 2 の 備 考 1 に、 ま

た、学習指導要領においても小学校が 45 分、 

中・高等学校が 50 分と正味授業時間が示さ

れているが、これは長年の教育経験や教育成

果などから割り出されたものと思われる。

　　ところで、短期大学における 1 時間を何

分とするかについては法令上の定めはない

が、45 分あるいは 50 分としている短期大

学が多い。

授業の出席　学習のために学生は授業に出席し

なければならない。出席は単位修得の大前提

であり、成績との相関がきわめて高いことを

考えあわせ、授業実施時間数の 3 分の 2 以

上の出席を義務づけている短期大学が多い。

　　また、授業の秩序維持の観点から遅刻・早

退を厳しくチェックしている短期大学もあ

る。

準学士　かつて、短期大学卒業者に授与されて

いた称号。平成 17 年７月の学校教育法改正

により、短期大学で授与された「準学士」の

称号は、「短期大学士」の学位としてみなす

ことになった。ただ、“みなす”ため、それ

以前の称号授与者に改めて学位が与えられる

わけではない。

　　なお、準学士の称号ができる前、平成３年

４月の学校教育法改正前に卒業した者につい

ても、卒業したという事実においては、平成

３年４月法改正後～平成 17 年７月法改正前

に卒業した者と変わりなく、準学士と称する

ことができ、なおかつ「短期大学士」の学位

としてみなされることになる。

　　結果として、準学士の称号は高等専門学校

においてのみ授与されることとなった。

　★�学校教育法の一部を改正する法律（平成 17 年

法律第 83 号）附則第３条

准教授　教育研究の活性化及び国際的な通用

性の観点から、助教授・助手に関する制度の

見直しが行われ、学校教育法の改正（平成

17 年 7 月）により平成 19 年 4 月 1 日から、 

「助教授」を廃止して、「准教授」の職が設け

られた。

　　法では、「准教授は、専攻分野について、

教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能

力及び実績を有する者であって、学生を教授

し、その研究を指導し、又は研究に従事す

る。」とある。

生涯学習　労働時間の短縮に伴う余暇時間の拡

大、技術革新の加速化による職業上の知識・

技術の継続的な学習の必要性、さらには、情

報化社会における知的欲求の高まりなどの

様々な要因から、社会全体の生涯学習ニーズ

が高まりつつある。高等教育においても、こ

のような社会のニーズに適切に応えていくこ

とが期待されている。また、各高等教育機関

は、地域の文化的な中心として、また、地域

コミュニティの一員として、地域に対する幅

広い貢献が期待されている。

　　このため、今後の高等教育においては、高
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等教育への伝統的な進学年齢層以外の者（有

職者や主婦などのいわゆる社会人学生）に配

慮した履修形態の柔軟化や多様な学習成果に

対する評価の工夫が一層求められている。

　　特に、職業人の再教育のニーズは急速に高

まっており、今後、企業等との連携・協力を

図りつつ、高等教育における社会人再教育の

ための施策を積極的に推進していく必要があ

る。

　★�生涯学習体制の整備について（平 2. 1. 30　中

央教育審議会答申）

　★新しい情報通信技術を活用した生涯学習の振興

方策について（平 12. 6. 1　生涯学習審議会）

初年次教育　主に大学等新入生を対象にした、

高等学校からの円滑な移行を図り、大学での

学習と生活を“成功”へ促すようつくられた

総合的な学習プログラム。

助教　教育研究の活性化及び国際的な通用性の

観点から、助教授・助手に関する制度の見直

しが行われ、学校教育法の改正（平成 17 年

7 月）により平成 19 年 4 月 1 日から、助手

のうち、主として教育研究を行うことを職務

とし、将来の大学教員や研究者となることが

期待される者に相応する職として、「助教」

の職が設けられた。

　　学校教育法では、「助教は、専攻分野につ

いて、教育上、研究上又は実務上の知識、能

力及び実績を有する者であって、学生を教授

し、その研究を指導し、又は研究に従事す

る。」とある。

　★学校教育法　第 92 条

助教授　学校教育法の改正（平成 17 年 7 月）

により平成 19 年 4 月 1 日から、従来の「助

教授」を廃止して、「准教授」の職が設けら

れることとなった。

職員　学校においては、学校に勤務する人すべ

てを包括する用語で、私立学校では学内規定

で職員の種類を定義している。

　　学長、教員等を除く職員については、①置

かなければならない事務職員、②置くことが

できる技術職員並びにその他の必要な職員と

に分けられる。

　　したがって、職員は職種上、事務職員、技

術職員及びその他の必要な職員の 3 種に区

分することができる。

　★学校教育法　第 92 条

助手　学校教育法に定める助手の職務は、その

所属する組織における教育研究の円滑な実施

に必要な業務に従事する、とされ、助手の資

格は、学士の学位（外国における相当する学

位を含む）を有する者又はこれに準ずる能力

のある者と定められている。

　　なお、学校教育法の改正（平成 17 年 7 

月）により平成 19 年 4 月 1 日から、助手の

うち、主として教育研究を行うことを職務と

し、将来の大学教員や研究者となることが期

待される者に相応する職として、「助教」の

職が設けられた。

　★学校教育法　第 92 条
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　★短期大学設置基準　第 26 条

除籍　在籍していない状態になることをいう。

一般的には、在学年限を超えた学生、休学期

間を超えてなお修学（就学）できない学生及

び授業料等を納付しない学生等に対し、学校

が学則に基づき在籍関係の解除を事務処理的

に行う措置をいう。

　　なお、懲戒処分としての退学と異なり懲戒

としての性格はもたない。

　　また、除籍に該当する項目については法令

上の根拠がないため、学則に定めておく必要

がある。

シラバス（Syllabus）　教育課程（カリキュラ

ム）において扱われる教科の目標・内容・指

導計画などを教科の概要として記述して示し

たもの。

私立学校　私立学校とは、私立学校法に規定さ

れる学校法人が設置する学校（学校教育法第

1 条に規定する幼稚園、小学校、中学校、高

等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学

及び高等専門学校）である。

　　したがって、私立学校は教育基本法で規

定するように公の性格をもつものであり、私

立学校法は私立学校の公共性を高めることを

その目的の 1 つとしている。さらに、私立

学校においては創立者の建学の精神が強調さ

れ、独自の校風が特に尊重されている。

　★学校教育法　第 1 条

　★教育基本法　第 6 条第 1 項

　★私立学校法　第 1 条、第 3 条

私立学校法　「私立学校の特性にかんがみ、そ

の自主性を重んじ、公共性を高めることに

よって、私立学校の健全な発達を図ることを

目的とする」（第 1 条）法律である。

ス

スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ：Staff 

Development）　教育内容の改善や教授法の

開発等についての組織的な取り組みを意味 

するファカルティ・ディベロップメント（Ｆ

Ｄ）に対して、事務職員の資質の向上等を組

織的に行うことをいう。大学組織の管理、運

営にとって事務職員の果たすべき役割の重要

性が再認識される中、ＳＤに取り組む短大も

増えつつある。

スチューデント・アシスタント（ Ｓ Ａ：

Student Assistant）　ティーチンング・アシ

スタント（ＴＡ）が大学院生による学部学生

等に対する助言や実験、実習等の教育補助業

務であり、大学院生への教育トレーニングの

機会の提供であるのに対して、大学院生では

なく、学士課程の学生を教育の補助業務に携

わらせる場合を、TA とは区別してスチュー

デント・アシスタント（ＳＡ）という。
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セ

成績証明書　修得した授業科目の名称・単位

数・評価等を証明する文書である。各短期大

学の体系的に編成された教育課程が明確に把

握できるように記載されていることが求めら

れる。最近は、電算機器の導入等により、在

籍者に関しては履修中の科目も表示している

例が多くなっている。

成績評価　単位を授与する際の基準と表記方法

を指すもので、各短期大学の学則によって規

定されている。短期大学における評価方法は

絶対評価である。これは、単位制度の趣旨か

ら当然と考えられるが、成績評価の方法に関

する法的規定はなく、点数・記号・合否のみ

の表示等、各短期大学によって異なった表示

方法がとられている。

セメスター制　1 学年複数学期制の授業形態。

日本で多く見られた一つの授業を 1 年間通

して実施する通年制の前・後期などとは異な

り、一つの授業を学期（セメスター）毎に

完結させる制度。諸外国では一般的であり、 

個々の学期が 15 週程度で 2 学期制の伝統

的 セ メ ス タ ー 制 度（traditional semester 

system）のほか、初期セメスター制度（一

方のセメスターが若干長い early semester 

system）、3 学期制（trimester system）、4

学期制（quarter system）などを実施する

大学もある。日本においても、既に多くの大

学・学部で導入されている。

　セメスター制は、1 学期の中で少数の科目

を集中的に履修し、学習効果を高めることに

意義があるので、単に通年制の授業内容を前

半と後半に分割するだけでは、セメスター制

とはいえない。また、授業内容が過密になら

ないような配慮も必要である。

　さらに、セメスター制には、学年開始時期

が異なる大学間において円滑に転入学を実施

できるというメリットもある。

ゼミナール（ゼミ）　大学で、教授などの指導

の下に学生が自ら研究し、発表・討論などを

行う教育方法をいう。また、その研究指導の

グループをいうこともある。

専攻科　短期大学を卒業した者又はこれと同等

以上の学力があると認められた者に対し、短

期大学の学科又は専攻部門に属する専門科目

について、短期大学の基礎の上に精深な程度

において特別の事項を教授し、その研究を指

導することを目的として設置することができ

る。大学評価・学位授与機構の設立、科目等

履修生制度の導入により、短期大学専攻科で

の修得単位が、学位を取得するための単位と

して認定される道が開かれている。この場合

当該短期大学の専攻科は、大学評価・学位授

与機構の認定を受けている必要がある。

　　なお、大学評価・学位授与機構の認定を受

けた専攻科で修得した授業科目の単位は、教

育職員免許法により 1 種免許状の取得に必

要な単位として含めることができる。
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　★�教育職員免許法施行規則第 14 条の 2 及び第 17

条の 2 の規定により修得した単位を最低単位数

に含めることができる短期大学の専攻科を定め

る件（平 4. 4. 1　文部省告示第 38 号）

専攻課程　教育上の必要性から学科の中に設け

られる組織である。学科の中を 2 以上に分

けることを一般的に専攻分離といい、その名

称は◦◦専攻と称することが適当とされている。

　★昭 50. 4 文大技第 210 号

専修学校　学校とは、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大

学、高等専門学校とする、と学校教育法に規

定され、これ以外で、職業若しくは実際生活

に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図

る目的の教育施設を専修学校という。

　　専修学校には、中学校卒業者を対象とした

高等課程、高等学校卒業者を対象とした専門

課程、高等課程・専門課程以外の教育を行う

一般課程がある。

　　なお、高等課程を置く専修学校は高等専修

学校ともいい、専門課程を置く専修学校を専

門学校ともいう。

　★学校教育法　第 1 条、第 124 条

専任教員　専任教員とは、1 つの大学において

専ら教育研究に従事し、その学校からの給与

により生計を営み、かつ当該法人で専任教員

として発令されている教員をいう。

専任教員数　短期大学設置基準に、専任教員の

数は、別表第 1 に定める数以上とする、と

規定され、その数は学科の種類と短期大学全

体の入学定員とに応じて定められている。さ

らに、各々の専任教員数について、その３割

以上は教授でなければならないとされてい

る。

　★短期大学設置基準　第 22 条

専門学校　学校教育法に規定された専修学校

で、高等学校卒業程度を入学資格とする専門

課程を置く教育施設は、専門学校と称するこ

とができると規定されている。

専門高校　従来は職業高校と呼称されていた

が、平成 7 年 3 月 8 日付の職業教育の活性

化方策に関する調査研究会議の最終報告の

「スペシャリストへの道」により、今後は専

門高校の呼称を用いたと提言された。また同

時に、専門高校においては、将来のスペシャ

リストとして必要とされる専門性の基礎・基

本の教育に重点を置き、ここで学んだことを

基礎に、卒業後も職場や大学等の教育機関に

おいて継続して教育を受けるなど、生涯にわ

たり専門能力の向上に努めることの重要性が

述べられている。

　★高等学校設置基準　第 5 条、第 6 条

専門職大学院　専門職大学院は、大学院のう

ち、高度専門職業人の養成に目的を特化した

実践的な教育を行う大学院であり、法科大学

院・会計大学院・知的財産大学院・教職大学

院などがある。
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総合学科　総合学科は、高等学校に設置される

学科のひとつであり、普通教育を主とする学

科である普通科、専門教育を主とする学科で

ある専門学科（各専門学科、理数科、英語科

等）に並ぶものとして平成 6 年度に創設さ

れた、普通教育と専門教育とを総合的に行う

学科である。

　　総合学科における教育は、将来の職業選

択を視野に入れた自己の進路への自覚を深め

させる学習及び生徒の個性を生かした主体的

な学習を通して学ぶことの楽しさや成就感を

体験させる学習を重視しているのが特色であ

る。

　★高等学校設置基準　第 5 条、第 6 条

卒業　学則に定められた全課程を履修し終える

ことをいい、学校教育法施行規則に、学生の

卒業は教授会の議を経て、学長がこれを定め

ると規定されている。

　　また、短期大学設置基準に、修業年限が

2 年の短期大学の卒業要件は、短期大学に 2

年以上在学し 62 単位以上（修業年限が 3 年

の短期大学の場合は、3 年以上在学し 93 単

位以上）を修得することと定められている。

　★学校教育法施行規則　第 144 条

　★短期大学設置基準　第 18 条

卒業証書（Diploma）　学校教育法施行規則に

より、小学校の全課程を修了したと認められ

た者に、校長が与える証書で、短期大学にも

準用されている。

　　学生の本籍地、生年月日に関する記載、公

印等の捺印及び位置、文字の配置については、

各短期大学の判断で行われている。

　★学校教育法施行規則　第 58 条、第 163 条

卒業証明書　この証明書に記載される項目は、

本人の氏名、生年月日、卒業した学科、卒業

期日等が一般的であるが、短期大学士の記載

の扱いについては、各短期大学の判断に委ね

られている。

　なお、短期大学士の英文名は、特に規定は

ないが、アメリカの短期大学等で付与されて

いる称号から、Associate Degree とか、An 

Associate in Arts Degree と記載している

ようである。

卒業の時期　学校教育法施行規則で、小学校の

学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日

に終わると規定され、これにより卒業の期日

は、原則として 3 月 31 日と考えられるが、

学長によって行われる卒業認定の効力が発生

する日は、通常、卒業証書の日付とも考えら

れ、学籍簿にこの日付を記載している例も多

く見られる。また、学年の途中においても、

学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業

させることができるとされている。

　★学校教育法施行規則　第 163 条

卒業見込証明書　卒業年次に在学し、当該年度

内に履修する科目の単位を修得した場合、卒
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業要件を満たし、卒業の可能性のある学生に

対し発行される証明書をいう。

卒業要件単位数の上限　卒業要件単位の上限

については短期大学設置基準上規定されてい

ないが、単位制の建前からいっておのずから

限界がある。各短期大学で卒業要件単位を定

める場合には、教育目標とともに、短期大学

設置基準に則って適切な自学自習の時間が確

保されるよう慎重を期すことが望ましいと

され、通常は 2 年制短期大学の場合にはお

おむね 8 単位、3 年制の場合には、おおむね

12 単位までを増加単位の上限とするのが適

当であろうとされている。

タ

退学　学生が卒業する前に学生の身分を失う

ことをいい、願い出による退学と、懲戒によ

る退学及び届出による退学がある。①願い出

による退学は、学生の意志により退学願を提

出し、許可を得て退学する場合をいう。②懲

戒による退学は、短期大学の学則に基づいて

学長が行う懲戒処分の退学をいう。③この他 

に、学生が死亡したときは保証人からの届出

により退学となる。

　★学校教育法施行規則　第 26 条第 3 項

大学　学校教育法において、学術の中心とし

て、広く知識を授けるとともに、深く専門の

学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的

能力を展開させることを目的とする学校を 

いう。

　★学校教育法　第 83 条

大学院　学校教育法において、学術の理論及び

応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は

高度の専門性が求められる職業等を担うため

の深い学識及び卓越した能力を培い、文化の

進展に寄与することを目的とし、大学に置か

れるものをいう。

　★学校教育法　第 97 条、第 99 条

大学設置・学校法人審議会　文部科学省に置か

れる審議会の 1 つで、学校教育法、私立学

校法及び私立学校振興助成法によりその権限

に属する事項を調査審議し、必要に応じて文

部科学大臣に建議することができる。文部科

学省は、大学、短期大学の設置の認可を行う

場合には、大学設置・学校法人審議会に諮問

しなければならないことになっている。

　★学校教育法　第 95 条

大学等委託訓練　中高年ホワイトカラー等の再

就職促進のために、大学等を活用した高度な

職業能力開発を図るための委託訓練制度で、

受講者に、起業家を直接補佐する高度人材、

管理職、高度専門職等として必要な職業能力

を習得させ、再就職に結びつけることを目標

としている。

　　主な訓練対象者は公共職業安定所の求職

者のうち、管理職、比較的高度な専門職・技

術職等としての職業経験を有する者で、①技

術革新等のため本人の知識・技能などが陳腐
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化し、企業が求める人材像と能力のずれが生 

じ、就職が困難な者、②起業家を直接補佐す

る高度人材等を目指す者等、訓練を受講する

ことが、再就職を図る上で特に有効と考えら

れる者となっている。受講に当たっては公共

職業安定所長の受講指示が必要となる。

　★職業能力開発促進法　第 15 条の 6

　★職業能力開発促進法施行規則　第 11 条

大学入学資格検定　大学入学資格検定は、経済

的に恵まれず、あるいは病気などの事情で高

等学校を卒業できなかった者が、大学入学に

相当する学力を判定する制度であったが、平

成 17 年 4 月より、廃止され、これに代わる

新しい制度として「高等学校卒業程度認定試

験」が実施されることとなった。

大学入学者選抜実施要項　文部科学省が毎年作

成し、各大学・短期大学に通知している大学

入学者選抜の指針である。

　　大学入学者選抜実施要項の入学者選抜の

基本は、①大学教育を受けるにふさわしい能 

力・適性等を多面的に判断する、②公正かつ

妥当な方法で実施する、③入学者の選抜のた

めに高等学校の教育を乱すことのないよう配

慮する、の 3 点である。

大学入試センター試験　大学が個別に行う学力

検査のほか、大学入試センターと協力して行

う学力検査として、平成 2 年度から行われ

ている。短期大学については、平成 16 年度

の入学試験から、参加が認められている。

大�学の質の保証　大学の設置に当たっては、国

が設置基準等を基に審査し認可を行ってい

る。この制度は、大学の質の保証の観点から

一定の役割を果たしているが、それは、大学

で行われる教育研究の前提としての枠組みに

ついてのものに過ぎず、教育内容を保証する

ものではない。近年の規制緩和の社会的な流

れを受け、平成 14 年 11 月、学校教育法が

改正され、大学等の設置の条件についても大

幅に緩和され、大学の質の保証のあり方とし

ては、国の認証を受けた機関による第三者評

価に重点が置かれることになった。

　★学校教育法　第 109 条

大学評価・学位授与機構　大学等の教育研究活

動の状況についての評価等を行うとともに、

大学以外で行われる高等教育段階の様々な学

習の成果を評価して学位を授与することを目

的に設置された文部科学省管轄の機関（独立

行政法人）である。

　　大学、大学院の修了者と同等の水準にある

者としては文部科学省所管外の大学校（例え

ば、職業訓練大学校、水産大学校、海上保安

大学校）等の卒業者等がある。

　　また、短期大学や高等専門学校等を卒業し

た者が、大学の科目等履修生や大学評価・学

位授与機構が認定した短期大学、高等専門学

校の専攻科生として修得した単位を累積して

大学卒業相当の単位を修得した者もこれに該

当する者となる。

　　大学評価・学位授与機構は、これらの者か

ら学位授与の申請を受け、審査並びに試験を
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行い、合格した者に学位を授与する。

　　学士の学位授与申請に必要な大学卒業相当

の修得単位数は、2 年制短期大学卒業者等に

あっては 2 年以上にわたって 62 単位以上、

3 年制短期大学卒業者等にあっては 1 年以上

にわたって 31 単位以上となっている。

　　平成 12 年 2 月、「学位授与機構」を改組 

し、現在の「大学評価・学位授与機構」が発

足することとなった。これにより、それまで

実施していた学位の授与に関する活動に加え

て、新たに第三者評価を行う大学評価機関と

して、国公立大学の評価を実施することに

なった。

　　平成 14 年 11 月に学校教育法が改正され、

国の認証を受けた評価機関（認証評価機関）

による第三者評価が義務付けられることに

なったが、大学評価・学位授与機構は、その

認証評価機関のひとつである。

　★国立学校設置法　第 9 条の 4（廃止）

　★学校教育法　第 104 条第 4 項

　★�学位規則第 6 条第 1 項の規定に基づく学士の学

位の授与に関する規程（平4. 1. 14　規程第5号）

　★�短期大学及び高等専門学校の専攻科の認定に関

する規程

単位　各授業科目の単位数は各短期大学で定め

るとし、1 単位の授業科目は 45 時間の学修

を必要とする内容をもって構成することを標

準とし、授業の方法、教育効果、授業時間外

に必要な学修等を考慮して、講義及び演習に

ついては、15 から 30 時間の範囲で、また

実験、実習及び実技については、30 から 45

時間の範囲で短期大学が定める時間としてい

る。ただし、芸術等の分野における個人指導

による実技については、短期大学が定める時

間をもって 1 単位とすることができるとし

ている。

　★短期大学設置基準　第 7 条

単位互換制度　単位互換制度とは、短期大学が

教育上有益と認める時は、学生が短期大学の

定めるところにより他の短期大学又は大学に

おいて履修した授業科目について修得した単

位を、当該短期大学における授業科目の履修

により修得したものとみなすことができる制

度をいう。

　　修業年限が 2 年の短期大学にあっては 30

単位、修業年限が 3 年の短期大学にあって

は 46 単位（卒業の要件として 62 単位以上

を修得することとする短期大学にあっては

30 単位）を超えない範囲と規定されている。

　さらに、外国の短期大学又は大学に留学し

た場合もこの規定が準用されるが、当該短期

大学における授業科目の履修により修得し

たものとみなされる単位は、短期大学又は大

学以外の教育施設等における学修の認定単位

と国内の単位互換制度による単位とを合わせ

30 単位を超えないものとしている。

　★短期大学設置基準　第 14 条、第 15 条

単位修得（取得）証明書　履修した科目の単位

修得状況を示す証明書で、一般に学業成績は

記載されない。その様式については法令等の規

定がなく、各短期大学がそれぞれ定めている。
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単位制　現在の我が国の学校制度では、小・中

学校が学年制を、高等学校・高等専門学校・

短期大学・大学が単位制を採っている。

　　一定水準の学修量を単位として表し、所定

の期間での量的修得を卒業の判定基準とする

方式である。この単位制は、学生個々人の能

力差や興味・関心に応えるべく、最低必要な

学修量を設定し、それを超えるものについて

は、学生の主体性に委ねて教育しようとする

考え方である。

単位認定　各授業科目の単位修得の認定は、科

目担当者の試験等による評価が合格点に達し

ていることによって原則的に認定される。

　　短期大学は、1 つの授業科目を履修した学

生に対し、試験の上、単位を与えるものとさ

れ、卒業研究や卒業制作については、短期大

学の定める適切な方法により学修の成果を評

価して単位を与えることができると、短期大

学設置基準で定められている。また、単に試

験に合格するだけでなく、一定時間以上の授

業の出席を単位認定の要件とすることも短期

大学の判断で可能とされている。

　★短期大学設置基準　第 13 条

単位累積加算制度　パートタイムでの履修など

によって修得した単位を累積し、それにより

大学修了者と同等の水準にあると認められる

者について、学位を授与する制度のことをい

うが、まだ制度化されていない。

　　現在の大学評価・学位授与機構による学

士の学位授与の仕組みは、短期大学、高等専

門学校の卒業者や大学において相当程度まと

まった教育を受けた者等が、その成果を基礎

にさらに短期大学、高等専門学校の専攻科で

の履修や大学におけるパートタイムでの履修

等により一定の単位を体系的に修得した場合

に、学士の学位を授与する途が開かれている。

短期大学　学校教育法において、深く専門の学

芸を教授研究し、職業又は実際生活に必要な

能力を育成することをおもな目的とする大学

で、修業年限が 2 年又は 3 年のものをいう。

　★学校教育法　第 108 条

（財）短期大学基準協会　短期大学の認証評価

を行う認証評価機関で、平成 17 年 1 月に認

証評価機関として文部科学大臣の認証を受

け、平成 17 年度から評価を実施することと

なった。

　　短期大学基準協会では、評価の基本的理念

や構造、手順等を示す「短期大学基準協会が

実施する第三者評価の要綱」及び「短期大学

評価基準」、「第三者評価実施要領」等を定め

公表している。

短期大学士　短期大学卒業者については、従

来、準学士と称することができることとされ

ていたが、短期大学における教育の発展や学

位についての国際的な動向等を踏まえ、学校

教育法の改正（平成 17 年 7 月）により、平

成 17 年 10 月 1 日から短期大学士の学位が

授与されるようになった。
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短期大学評価基準　（財）短期大学基準協会が

行う第三者評価において用いられる評価基準

で、短期大学設置基準を基礎としている。評

価基準は、領域評価、評価項目、評価の観点

という三層構造になっていて、高等教育機関

として短期大学が有すべき水準について設定

されている。

チ

地域総合科学科　実際の個々の学科の名称では

なく、従来の学科のように内容を特定分野に

限定せず、地域の多様なニーズに柔軟に応じ

ることを目的とした新しいタイプの学科の総

称。短期大学基準協会において、地域総合科

学科としての教育の特色と質を保証する評価

（適格認定）を行っている。

中央教育審議会　2001 年（平成 13 年）の中

央省庁再編により、旧文部省の中央教育審議

会を母体にしつつ、生涯学習審議会、理科教

育及び産業教育審議会、教育課程審議会、教

育職員養成審議会、大学審議会、保健体育審

議会を統合して発足した。

　　中央教育審議会は、次の事務をつかさどっ

ている。

　１．�文部科学大臣の諮問に応じて、教育の振

興及び生涯学習の推進を中核とした豊か

な人間性を備えた創造的な人材の育成に

関する重要事項、スポーツの振興に関す

る重要事項を調査審議し、文部科学大臣

に意見を述べること。

　２．�文部科学大臣の諮問に応じて生涯学習に

係る機会の調整に関する重要事項を調査

審議し、文部科学大臣又は関係行政機関

の長に意見を述べること。

　３．�法律や制令により中央教育審議会の権限

に属させられた事項を処理すること。

昼夜開講制　時間的制約の多い社会人等の便

宜に配慮して、同一学科の中に「昼間主コー

ス」、「夜間主コース」を設け、昼間及び夜間

の双方の時間帯において授業を行う制度。

　★短期大学設置基準　第 12 条

懲戒　懲戒とは、不正や不当な行為に対して制

裁を加えることで、学校が学生に対して行う

場合は、教育上の必要性と心身の発達に応じ

た教育上の配慮が求められる。

　　懲戒の種類には、制裁の度合いに応じてい

ろいろあるが、退学、停学及び訓告の処分は

学長が行うとされている。なお、体罰は禁止

されている。

　★学校教育法　第 11 条

　★学校教育法施行規則　第 26 条

長期履修学生制度　短期大学の定めるところに

より、学生が修業年限を超えて一定の期間に

わたり計画的に教育課程を履修し、卒業資格

を取得できる制度。職業や家事等に従事しな

がら自分のライフスタイルに合わせて、柔軟

に履修計画を組むことができる。平成 12 年

11 月の大学審議会答申「グローバル化時代

に求められる高等教育の在り方について」の

タン チヨ
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中で初めて提言され、平成 14 年 2 月の中央

教育審議会答申において長期履修学生制度の

導入が決定された。

　　答申では、『職業等に従事しながら大学等

で学ぶことを希望する人々の学習機会を一層

拡大する観点から、個人の事情に応じて柔軟

に修業年限を越えて履修を行い学位等を取

得できる新たな仕組みを、各大学等が各々の

判断で導入できることとすることが必要であ

る』として、特に『短期大学においては、地

域に密着して生涯学習機会を幅広く提供する

ことが期待されるところであり、長期履修学

生を積極的に受け入れることが望まれる。例

えば、社会人を含めた地域の学習需要に応え

るために、多様なコースを設定した総合的な

学科等を設け、長期履修学生を積極的に受け

入れることも一つの方法である』と、短期大

学での長期履修学生受け入れについて具体的

に述べている。

　★短期大学設置基準　第 16 条の 2

調査書　調査書とは、一般に指導要録に基づい

て、「学習」「出欠」「特別活動」等について

転記した書類で、内申書ともいわれている。

　　短期大学においては、入学者選抜の資料と

して受験生の出身高校のものを提出させてい

る。

　　なお、平成 17 年度の入試から、調査書に

おける「健康の状況」欄が廃止された。（16

文科高第 128 号　平成 17 年度大学入学者選

抜実施要項）

ツ

追試験　病気その他やむを得ない理由で定期試

験を受験できなかった学生に対して実施する

試験をいう。受験は診断書など欠席の理由を

証明する書類を添えて願い出させるのが一般

的である。通常、追試験料を納付させる場合

が多い。

通信教育　大学通信教育は、高等教育を広く社

会に開放しようという「開かれた大学」の理

念のもとに始められた教育課程で、学校教育

法に、大学は通信による教育を行うことがで

きる、と規定されている。なお、この規定は

短期大学にも適用される。

　　授業は、印刷教材（電子出版物を含む）及

び添削指導により学修をすすめる通信授業

（自宅学習）、講義、演習、実験、実習又は実

技による面接授業（スクーリング）、新しい

形態での面接授業としての遠隔授業、若しく

は放送その他これに準ずるものの視聴により

学修をすすめる放送授業の併用により行う。

　★学校教育法　第 84 条

　★短期大学通信教育設置基準

　★�短期大学通信教育設置基準の制定等について

（昭 57．3．23　文大技第 109 号）

チヨ ツウ
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テ

ティーチング・アシスタント　（ＴＡ：Teaching 

Assistant）　学部学生などに対して実験・実

習・実技の指導やゼミナールの指導などの

教育補助業務を行う大学院学生のこと。大学

教育の充実や将来教員・研究者となる者への

教育トレーニング機会の提供が主な目的であ

る。

停学　停学は、学生に対して一定期間登校を

停止し、授業等の受講権利と共に、学校の施

設設備の利用権利を一時停止するものである

が、学生としての身分（学籍）を失うもので

はない。停学の細目については、内規等で定

めておくことが必要である。また、処分の目

的・性格等から、卒業要件としての在学期間

には停学の期間を算入しないが、最長在学期

間（在学年限）には算入する。ただし、停学

期間が短期間の場合には、教育上の見地から

その実情に合わせて、卒業要件としての在学

期間を延長しないこともあり得る。

　　なお、停学期間中の退学は可能であるが、

休学することは停学の趣旨から認めるべきで

はない。停学期間満了に続いて休学すること

は可能である。

定期試験　学年暦に定められた学期末・学年末

の一定期間に行う試験をいう。

ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）

　　卒業までに、学生はどのような能力の習

得を目指すのか、達成すべき具体的な「学習

成果」を設定したものが、ディプロマ・ポリ 

シーである。平成 17 年 1 月に中央教育審議

会がまとめた「我が国の高等教育の将来像」

答申において、アドミッション・ポリシー、

カリキュラム・ポリシーとともに３方針の重

要性が指摘された。

テニュア（Tenure：終身在職権）　教員の自由

な教育研究活動を保障するため、終身（定年

まで）、当該大学の教員としての身分を保障

する制度である。アメリカでは約 9 割の大

学がテニュア制度を有する。

　　また、優秀な人材を適切に確保するため、

任期制等により一定期間、若手研究者が裁量

ある自立した研究者としての経験を積んだ上

で、厳格な審査を実施し、その間の業績や研

究者としての資質・能力が高いと認められた

場合には、任期を付さず、かつ一般に上級の

職を与える仕組みを「テニュア・トラック制

度」という。

転科　同一短期大学内にあって、所属する学科

を変更することである。入学時にはそれぞれ

異なる入学試験を経て学科の所属が決定され

ることが多いことを考慮すれば、一般には正

規のこととしては認め難く、あくまでも例外

的な措置である。

転学　他の短期大学から学年の途中に入学する

テイ テン
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ことをいう。

転籍　転科（専攻）あるいは転部のことをい

う。こうした学籍上の異動は、学内規定に従っ 

て、教授会の承認を得て許可されるのが普通

である。

転部　転部は、第 1 部（昼間）と第 2 部（夜間）

等の異動をいう。

ト

トーイック（ＴＯＥＩＣ：Test of English for 

International Communication）　アメリカ

のＥＴＳ（Educational Testing Service）が

開発・作成し、世界の 50 か国以上で実施さ

れている、英語のコミュニケーション能力を

測定するための世界共通テストである。

　同じＥＴＳが作成するＴＯＥＦＬがアメリ

カへの大学留学志望者のための英語能力テス

トであるのに対し、ＴＯＥＩＣは様々な分野

の、様々なレベルの人を対象とした英語コ

ミュニケーション能力を測定するためのテス

トである。試試験は、Listening と Reading

の二つのセクションにわかれ、2 時間で 200

問に答える、マークシート方式の一斉客観テ

ストとなっている。

特別支援教育　障害のある幼児児童生徒の自

立や社会参加に向けた主体的な取組を支援す

るという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人

の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高

め、生活や学習上の困難を改善又は克服する

ため、適切な指導及び必要な支援を行うこ 

と。

特別選抜試験　社会人、留学生、海外帰国子

女学生など、大学や短期大学で学ぶ能力があ 

り、かつその意欲があっても、既に勉学から

遠ざかっていたり、日本語による一般の入試

科目では、その能力を発揮できない事情や環

境にある者に、大学入学の機会を与える選抜

方法が、特別選抜である。

特別聴講学生　特別聴講学生とは、単位互換制

度により、学生が他の短期大学等において履

修している場合における当該短期大学等での

身分をいう。

　　特別聴講学生を受け入れる場合、その取り

扱いについては、学則等に規定する必要があ

る。

　★�短期大学設置基準の一部を改正する省令の制定

等について（昭 57．3．23　文部事務次官通達

文大技第 108 号）

トーフル（ＴＯＥＦＬ：Testing of English as 

a Foreign Language）　アメリカのＥＴＳ

（Educational Testing Service）が実施する

英語が母国語でない外国人の英語能力判定の

ためのテストである。

　世界的規模で実施されており、アメリカ

のほとんどの短期大学、大学、大学院はＴＯ

ＥＦＬの結果を入学許可の判定基準にしてい

る。アメリカの大学に正規留学するために 

テン トウ
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は、ＴＯＥＦＬを受け、大学側が要求する点

数をとらなければならないが、カナダやオー

ストラリアでも要求するところがある。

　試験は、毎月 1 回世界の 170 の地域で同

じ日に行われ、①聴解力、②構文と書く力、

③読解力・語彙、の 3 セクションにわかれ

ている。

ナ

内申書　⇨　調査書

ニ

ニート（Not in Employment, Education or 

Training ＝ＮＥＥＴ）　直訳すると「就業、 

就学、職業訓練のいずれもしていない人」で

英国で名づけられた。

　　若年無業者のうち「非求職型および非希

望型」、つまり「就職したいが就職活動して

いない」または「就職したくない」者として

おり、日本で「ニート」というと大抵はこの

意味で用いられるのが一般的である。「若年

無業者」を「学校に通学せず、独身で、収入

を伴う仕事をしていない 15 ～ 34 歳の個人」

と定義している。また、ニート人口が増える

と税収面などの問題が生じる可能性がある。

二重学籍　2 つの短期大学又は大学に同時に在

学することをいう。これを禁止する法令上

の規定はなく、各短期大学とも学則でこのよ

うな規定を設けているところは、ほとんどな 

い。しかし、禁止規定がないからただちに認

められるというものではなく、禁止規定がな

いということは、学生は当然 1 つの短期大

学に専念すべきであって、同時に 2 つの短

期大学に正規の学生として在籍することはあ

り得ないし、また、あるべきでないと考えら

れる。

日本語能力試験　日本国内及び国外において、

日本語を母語としない者を対象として、日本

語能力を測定し、認定することを目的として

行う試験。

　　日本語学習者の増加に対応するため、昭和

58 年から私費外国人留学生統一試験とは別

に、財団法人日本国際教育支援協会が毎年 2

回、7 月と 12 月に実施している。（ただし、

海外では 7 月試験を実施しない国・地域が

ある。）また、国外試験については国際交流

基金が現地機関の協力を得て実施している。

平成 22 年からは、5 段階のレベル別試験に

なり、総合的に日本語のコミュニケーション

能力を測る試験になっている。

　　なお、平成 14 年度から日本留学のための

新たな試験として「日本留学試験」が開始さ

れたのに伴い、大学入学選考のための試験と

しての役割は終えることになるが、「日本語

能力試験」自体は、本来の目的である基本的

な日本語能力の測定の役割を担うものとし

て、引き続き実施される。

日本留学試験　平成 14 年度から外国人留学生

として我が国の大学（学部）等に入学を希望

ナイ ニホ
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する者について、日本語及び基礎学力の評価

を行うことを目的として行う試験。

　　独立行政法人日本学生支援機構が文部科

学省、外務省、大学及び国内外の関係機関の

協力を得て実施するもので、原則として、毎 

年、6 月及び 11 月の日曜日が試験日とされ

ている。

　　なお、本試験の実施にともない私費外国人

留学生統一試験は、平成 13 年 12 月実施の

平成 14 年度試験をもって廃止された。

入学者受け入れ方針　⇨　

アドミッション・ポリシー

認証評価機関　様々な第三者評価機関のうち

国の認証を受けた機関を言う。中央教育審議

会答申「大学の質の保証に係る新たなシステ

ムの構築について」（平成 14 年 8 月）にお

いて提言され、学校教育法の中に規定化され 

た。国は、一定の基準（認証評価基準）を示

し、認証申請のあった機関のうちこの基準を

満たすものを認証することになる。

　　財団法人短期大学基準協会は、平成 17 年

1 月に認証評価機関として文部科学大臣の認

証を受け、平成 17 年度から評価を実施する

こととなった。

　　このほか、主な認証評価機関として、現在

までに次の機関が文部科学大臣の認証を受け

ている。

　　・�財団法人大学基準協会（平成 16 年 8 月

31日認証）

　　・�財団法人日弁連法務研究財団（平成 16

年 8 月 31 日認証）※法科大学院のみ

　　・�独立行政法人大学評価・学位授与機構 

（平成 17 年 1 月 14 日認証）

　　・�財団法人日本高等教育評価機構（平成

17 年 7 月 12 日認証）

　★学校教育法　第 110 条

ハ

博士　学位規則に基づき、大学院博士課程修了

者、及び論文審査に合格し博士課程修了者と

同等以上の学力のある者に与えられる学位で

ある。

バカロレア資格　バカロレア資格は、フランス

共和国におけるリセ（通常、15 歳から 3 年

間）に在学して、一定の科目を履修した上 

で、試験を受けることによって取得できる大

学入学資格である。資格の取得者には、バカ

ロレア資格証書が授与される。このバカロレ

ア資格の取得者で 18 歳に達したものについ

ては、日本の大学入学資格を有する者として

認められている。なお、バカロレア資格の取

得者が入学試験に出願する際の調査書につい

ては、バカロレア資格試験成績証明書に記載

されている成績をもって調査書に代えること

ができる。

　★�大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者の指定（昭 23．

5．31 文部省告示第 47 号）

ニユ ハカ
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ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ：

Faculty Development）　欧米の大学で広く

普及している教員の教育内容・方法の改善・

向上について、大学や学部全体で組織的に研

究・研修を推進することをいう。具体的に 

は、学生による授業評価の導入、新任教員を

中心とした教授法研修会の開催、教員相互

の授業聴講、教授法のマニュアル作成などが

行われている。平成 20 年 4 月に短期大学設

置基準が改正され、努力義務であった FD が 

「義務化」された。

復学　休学期間が終了した場合、通常は復学

し、再び修学（就学）することになるが、復

学できずに休学を延長したり、そのまま退学

することもあり得る。ただし、いずれの場合

も、本人の願い出に基づいて教授会の承認を

得て学長が許可するのが一般的である。な 

お、病気で休学していた場合には診断書（治

癒証明書）を提出させ、修学（就学）できる

状態であることを確認する必要がある。

　　復学の時期は、休学期間の設定と同様、単

位の修得、在学年数等に関係するので注意す

る必要がある。

副学長　副学長の設置と職務については、事務

次官通達によると、①必要に応じ、学長の職

務を助けることを任務とする副学長を置きう

ること、②必ず置かなければならない職では

なく、大学運営上の必要性を勘案し、各大学

の判断に基づき置くことができ、その数も 1

人とは限らないこと、③具体的な職務内容に

ついては各大学の学内規程等によって定めら

れること、と述べている。また、副学長はそ

の職務内容から学長、教授等とならぶ独立の

職であるが、特別の事情のある場合には他の

職にあるものを充てることもさしつかえない

とされている。

　★学校教育法　第 92 条

　★（昭 48．10．5　事務次官通達文大大第 434 号）

復籍　授業料等の未納により除籍となった者

が、許可を得て学籍を復活し、再び修学（就

学）の状態に復することをいう。

　　なお、復籍に関する手続きについては、学

則等に規定しておく必要がある。

不正行為　定期試験等において学生としての

本分に反する行為を一般にいう。短期大学と

しては、あらかじめ不正行為の内容について

学生に明示しておく必要がある。不正行為に 

は、厳正な処分が求められ、懲戒も認められ

ている。処分内容は、不正行為の程度の軽重

により異なるが常に教育的な配慮のもとに行

われるべきである。

フリーター（Free ＋ Arbeiter：和製英語風の

造語「フリーランス・アルバイター」の略 

称）　定職につかないで、アルバイトをやり

ながら気ままに生活しようとする人。

　　フリーターを年齢が 15 ～ 34 歳。アルバ

フア フリ
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イト・パートである雇用者で、男性について

は継続就業年数が 1 ～ 5 年未満の者、女性

については未婚で仕事を主にしている者。ま

た、現在無業の者についてもパート、アルバ

イトの仕事を希望する者としているが、一般

的に用いられる場合には、上記よりさらに広

範である場合も多い。

ヘ

別科　別科とは、大学入学資格を有する者に対

して、簡易な程度において特別の技能教育を

施すことを目的とし、修業年限を 1 年以上

とした教育組織で、大学や短期大学に置かれ

るものをいう。なお、高等学校に置かれる別

科は、高等学校入学資格を有する者を対象と

している。

　★学校教育法　第 91 条

　★�別科に関する申し合わせ（昭 25．12．22　大

学設置審議会決定）

編入学　異なる制度の学校から第 1 学年の途

中又は第 2 学年以上に入学することをいう。

編入学を許可される者は、相当年齢に達し、

当該学年に在学する者と同等以上の学力があ

ると認められた者ということになっている。

短期大学卒業者が、大学に編入学した場合 

は、大学修業年限から短期大学の修業年限に

相当する年数以下の期間を差し引いた期間を

在学すべき年数とすることができる。

　★学校教育法　第 108 条第 7 項

　★学校教育法施行規則　第 91 条、第 161 条

ホ

保育士　児童福祉法施行令に基づき付与される

厚生労働省管轄の資格。児童福祉施設におい

て児童の保育に従事する者をいう。なお、保

母の名称の見直しが行なわれ、男女共通の名

称として平成 11 年度より「保育士」に変更

となった。

　★児童福祉法施行令　第 13 条、第 22 条

　★児童福祉法施行規則　第 40 条

保健体育科目　授業科目区分の 1 つ。平成 3

年 6 月に短期大学設置基準が改正され、授

業科目の区分を設けなくてもよくなったが、

改正前はこの科目区分の開設が義務付けられ

ていた。

補講　担当教員の都合による休講や臨時休校な

どにより、授業の未消化や授業時間数の不足

を補うために特別に行われる授業をいう。講

義や演習という授業の形態の違いは問わな

い。

募集要項　入学者選抜に当たり、各短期大学等

がその内容等について記載した学生募集に関

するパンフレットをいう。文部科学省の大学

入学者選抜実施要項では、募集要項に次のよ

うな事項の記載を求めている。

　①�　募集人員、出願要件、選抜期日、選抜方

法、検査場、出願手続、入学検定料その他

入学に要する経費等出願に必要な事項を記

ヘツ ホシ
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載した募集要項を発表する。なお、推薦入

学等を実施する場合には、それぞれの選抜

方法の区分ごとに募集人員等を明記する。

　　�　また、入学に要する経費のすべて及びそ

の納入手続等も募集要項に記載する。（こ

れに記載されていない寄付金等の納入を条

件として入学許可を行うことのないように

することとしている。）

　②�　当該短期大学の学科等の教育を受けるに

ふさわしい者の能力・適性等について具体

的に記載してあること。

　③�　募集要項は、指定の期日（12 月）まで

に発表する。

ポストドクター（Postdoctor または Postdoctoral）

博士号（ドクター）を取った後という意味で、

主には博士号取得後の任期付きの職（博士研

究員とも呼ばれる）を指す。また、省略して

ポスドクと呼ばれることが多い。

メ

名誉教授　大学に学長、副学長、教授、准教授

又は講師として長年勤務した者で、教育上又

は学術上特に功績のあった者に対し、当該大

学の内規により大学が贈る栄誉的な称号で、

退職後に授与されることが多い。

　★学校教育法　第 106 条

免許法認定講習・公開講座　大学等の教員免許

課程によらず、教員免許状取得に必要な単位

の修得のために設けられた講習・公開講座を

いう。

　　教員免許状の取得方法は、原則として大学

等の教員免許課程の修了を要件としている。

　　しかしながら、教育職員免許法では、教員

の資質の保持と向上を図ることを目的として

いる。このため、教員の講習等の受講意欲を

喚起するとともに、講習等の成果が免許状に

反映される仕組みを取り入れ、教員免許課程

の修了を要件としない教員免許状の取得方法

として、この制度が設けられている。

ヤ

夜間学科　専ら夜間に授業を行う学科をいう。

勤労学生を主な対象としているが、昼間の学

科に入学できなかった者が入学する場合も多

い。昼間に授業を行う学科を昼間部又は第 1

部というのに対して、夜間部又は第 2 部と

呼ぶ学校もある。

ヨ

幼稚園教員資格認定試験　規制改革推進３ヵ

年計画（平成 15 年 3 月 28 日閣議決定）を

踏まえ、幼稚園と保育所の連携を一層促進す

る観点から保育士として一定の在職経験を有

する者が幼稚園教諭免許状を取得する方策と

して幼稚園教員資格認定試験が実施されてい

る。

　　幼稚園教員資格認定試験は、受験者の学力

等が大学又は短期大学などにおいて幼稚園教

諭二種免許状を取得した者と同等の水準に達

ホス ヨウ
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しているかどうかを判定するものであり、こ

の認定試験に合格した者は、都道府県教育委

員会に申請すると、幼稚園教諭の二種免許状

が授与される。

幼稚園教諭免許所有者保育士試験免除科目専修

証�明書　「保育士試験の実施について」の一部

改正が、平成 22 年 4 月 1 日より適用され 

た。これにより、幼稚園教諭免許を有する者

が、保育士養成施設において科目履修等によ

り教科目を修得した場合、試験科目の一部を

免除することが可能となった。この手続き中

の、指定保育士養成施設において保育士試験

免除科目を専修したことを証する書類をい

う。

リ

リカレント教育　社会人が職業上の新たな知

識・技術を習得したり、教養や人間性を高め

るために必要とする高度で専門的な教育を受

けるために、高等教育機関において実施され

る教育のことをいう。

リサーチ・アシスタント（ Ｒ Ａ：Research 

Assistant）　大学院学生（博士課程在学者）

を研究補助者として参画させ、研究活動の効

果的促進を図るとともに、研究補助を通じ 

て、若手研究者として研究遂行能力の育成を

図ることを目的として配置する制度である。

履修証明制度　より積極的な社会貢献を促進す

るため、学生を対象とする学位プログラムの

他に、社会人等の学生以外の者を対象とした

一定のまとまりのある学習プログラム（履修

証明プログラム）を開設し、その修了者に対

して法に基づく履修証明書（Certificate）を

交付できることとした制度。

履修登録　学生に履修する授業科目を登録させ

ることをいう。一般に学年（学期）の始めに

登録させ、当該授業科目の受講学生数等を把

握し、授業の運営や履修指導などに役立てて

いる。

　なお、短期大学は、学生が 1 年間又は 1

学期に登録することができる単位数の上限を

定めるよう努力することとなっている。

　★短期大学設置基準　第 13 条の 2

リメディアル教育　補習授業を総称してリメ

ディアル教育という。大学進学者が多様化 

し、大学教育の基礎として必要な科目を高校

で履修していない学生への対応策として、特

に、英語、数学、物理等の科目で実施されて

いる。

留学　主として外国の教育機関で勉学するこ

とをいう。従来、留学は、短期大学等を卒業

した後に行う場合が一般的であったが、平成

3 年 6 月の短期大学設置基準の改正により、

留学を含めた場合の単位互換による単位認定

が 30 単位までに増加されたため、在学中に

留学しても、修学年数を延長することなく卒

業できる可能性が高まった。

ヨウ リユ
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　★短期大学設置基準　第 14 条第 2 項

寮　⇨　寄宿舎

臨時的定員（臨定）　18 才人口の急増・急減期

の調節を図るために採られた政策である。本

来平成 11 年度で解消すべきものであるが、

様々な影響に対する考慮の結果、平成 16 年

度までの 5 年間で段階的に解消していく一

方で、平成 11 度の規模の 5 割程度の恒常的

定員化を認めることとなった。

リヨ
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A

AO（Admissions Office）　⇨　

アドミッション・オフィス

ALO（Accreditation Liaison Officer）　⇨

エー・エル・オー

Accreditation　⇨　アクレディテーション

Associate Degree　⇨　

短期大学士、 卒業証明書

C

Counseling　⇨　カウンセリング

Curriculum　⇨　カリキュラム

D

Diploma　⇨　卒業証書

F

FD　（Faculty Development）　⇨　

ファカルティ・ディベロップメント

G

Guidance 　⇨　ガイダンス

GPA（Grade Point Average）　⇨　

グレード・ポイント・アベレージ

I

I B（International Baccalaureate）資格

　⇨　国際バカロレア制度

I R（Institution Research）

　⇨　インスティテューション・リサーチ

N

Neet（�Not in Employment,　Education or 

Training）　⇨　ニート

O

Office Hours　⇨　オフィスアワー

Orientation　⇨　オリエンテーション

Ｒ

RA（Research Asisstant）　⇨

　リサーチ・アシスタント

A Ｒ
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S

SA（Student Asisstant） 　⇨

スチューデント・アシスタント

SD（Staff Development） 　⇨

スタッフ・ディベロップメント

Syllabus 　⇨　シラバス

T

TA（Teaching Assistant）　⇨　

ティーチング・アシスタント

Tenure　⇨　テニュア

TOEFL（�Testing of English as a Foreign 

Language） 　⇨　トーフル

TOEIC（�Test of English for International 

Communication）　⇨　トーイック

Ｓ



索　　　　　　　引

（第二部　教務関係用語の解説）
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第三部　短期大学関係法令Ｑ＆Ａ





短期大学関係法令Ｑ＆Ａ

～入学資格関係～

■高等学校を卒業していない者の大学入学資格について■

Ｑ１　高等学校を卒業していないのですが、大学に入学することは可能でしょうか。

Ａ　大学の入学資格に関しては、高等学校を卒業していなくても、中等教育学校卒業者、特別支援

学校の高等部修了者、高等専門学校の３年次修了者に認められる。

　　さらに、それ以外の方についても、指定された専修学校の高等課程の修了者、国際バカロレア・

アビトゥア・バカロレアなどの外国の大学入学資格の保有者で 18 歳に達した者、高等学校卒業

程度認定試験の合格者、大学において個別の入学資格審査により認められた者で 18 歳に達した

者などにも大学への入学資格が認められる。

■外国において学校教育における 11年の課程を修了した者の大学入学資格について■

Ｑ２　外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了したのですが、学校教育におけ

る 11 年の課程しか修了したことにならない場合、大学に入学するにはどういった方法が

ありますか。

Ａ　外国において、高等学校に対応する学校の課程を修了したにもかかわらず、学校教育における

11 年の課程しか修了したことにならない場合、指定された準備教育課程を修了することによっ

て、大学入学資格が認められることになる。

　　また、それ以外にも、高等学校卒業程度認定試験に合格した場合や、各大学が行う個別の入学

資格審査によって高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められた場合にも、大学入

学資格が認められることになる。

　　さらに、国際バカロレア・アビトゥア・バカロレアといった外国の大学入学資格を取得し、

18 歳に達していれば、大学入学資格が認められる。
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～学　籍　関　係～

■短期大学への編入学について■

Ｑ３　大学から短期大学への編入学はできるのでしょうか。

Ａ　短期大学は、２年又は３年の課程において、独自の特色ある教育を展開しており、入学から卒

業までのすべての教育課程を一貫して修めることにより、所期の目的が達成できることから、短

期大学では、原則、編入学は受入れていない。

■短期大学への転学について■

Ｑ４　他の短期大学へ転学する場合、在学中の短期大学は退学の扱いになるのでしょうか。 

また、学期途中での転学はできるのでしょうか。

Ａ　日本の短期大学では、短期大学間の転学があまり容易ではないが、転学に関する規定上は、こ

れまで在籍していた短期大学では転出（転学）として、新しく在籍する短期大学では転入（転入

学）として扱われる場合が多い。また、短期大学の場合、転学に当たっては取得単位が必要であ

ることから、学期末での転学が適当である。

～短期大学設置基準関係～

■授業時間数の確保と定期試験の実施について■

Ｑ５　中央教育審議会答申『学士課程教育の構築に向けて』において、授業時間に定期試験

の期間を含めてはならないとの記述がありますが、これは「授業時間内で成績評価まで

終えてしまってはならない」ということを意味するのでしょうか。大学として定期試験

期間というものを設けないという判断はあってもいいものでしょうか。

Ａ　短期大学設置基準において、１単位あたりの授業時間は、講義や実習等の授業方法に応じて

15 ～ 45 時間とされており、講義であれば 1 単位当たり最低でも 15 時間を確保しなければなら

ない。また、同様に、１年間の授業期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることが原

則とされており、このことは、授業期間が 30 週と考えれば、5 週間は定期試験等の期間と理解

することができる。各短期大学は、これらのことに留意して、単位制度の的確な運用に努めなけ

ればならない。



■必修と選択について■

Ｑ６　開設する授業科目の「必修」「選択」の割合は、各短期大学で決定できるのでしょうか。

また、全て選択科目としてもよいのでしょうか。

Ａ　必修と選択の割合については法令上の規定はないので、その教育目的、教育方針等に基づい

て、各短期大学が学則で定めればよいことになる。ただし、短期大学設置基準第６条に「教育課 

程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとす 

る。」とあるように、全て選択科目とすることは適切でない。各学科には、当然、その学科とし

ての“教育理念・目標”があるはずであり、いわゆる“コース制”を設けている学科であったと

しても、コースに関らず、その学科に所属する学生全員が履修すべき科目を学科の必修科目とし

て配置すべきである。なお、いわゆる“選択必修”は、学則上は、選択科目に該当する。

■登録単位数の上限について■

Ｑ７　履修科目の登録単位の上限は何単位が適当でしょうか。

Ａ　この規定のねらいは、１単位の授業科目は 45 時間の学修を必要とする内容を持って構成する

ことを標準とする単位制度の趣旨に沿った十分な学習量を確保することにある。実際の上限単位

数は、設置基準上の卒業要件単位が 62 単位であることを踏まえつつ、各短期大学がそれぞれ判

断することになる。なお、登録単位数の上限については、学則等に規定するよう努められたい。

■ボランティア活動の単位認定について■

Ｑ８　夏期休暇中に、学生が地域のボランティア活動に参加した場合、その活動に対して単

位を与えることはできるのでしょうか。

Ａ　できない。ただし、各短期大学が授業の一環としてこれらの活動等を取り入れることは可能で

ある。
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■単位修得を希望しない者を科目等履修生として受け入れることについて■

Ｑ９　単位の修得を希望しない者を科目等履修生として受け入れることは可能でしょうか。

Ａ　科目等履修生の制度のねらいは、従来、単位の修得が不可能であったものを可能にした点にあ

り、単位の修得を義務付けたものではないので、単位の修得を希望しないものを受け入れること

は可能である。

■他短期大学等の在学生を科目等履修生として受け入れることについて■

Ｑ 10　他の短期大学、大学等に在籍している者を科目等履修生として受け入れることは可能

でしょうか。

Ａ　可能である。なお、短期大学、大学間との単位互換協定に従い、適切な手続きのもとで受け入

れを行うことが望ましい。

■サテライト教室について■

Ｑ 11　短期大学においてもサテライト教室を開設することが可能でしょうか。

Ａ　可能である。平成 15 年３月の改正により、「授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で

行うことができる」（短期大学設置基準第 11 条第４項）ようになった。授業の対象としては、

社会人（実務の経験を有する者）のほか、単位互換による授業を受ける者であって、当該授業を

実施する短期大学の校舎等に継続的に通学することが困難なものなども想定される。

　なお、サテライト教室を開設する場合の要件については、文科省告示第 51 号を参照されたい。

■専任教員の年齢構成について■

Ｑ 12　専任教員の年齢制限（設置基準上の必要専任教員数の算定上の制限）が廃止されたのに

伴い、新たに短期大学設置基準第 20 条第３項が設けられ、「教員の構成が特定の範囲の年

齢に著しく偏ることのないよう配慮するもの」とされたが、その際の具体的な目安はある

のでしょうか。

Ａ　年齢構成がある特定の範囲に偏っていると、教育研究水準の維持向上、またその活性化の観点

から問題がある。また、定年を迎える教員が一時に集中し、その後の教員採用に支障をきたすお

それも生じる。具体的な目安となるものはないが、それぞれの短期大学の実情に即しつつ、各世

代の教員がバランスよく配置されていることが望ましい。



■既修得単位、単位互換等による修得単位数の上限■

Ｑ 13　入学前の既修得単位、いわゆる単位互換に係る修得単位、短期大学又は大学以外の教

育施設等における学修については、それぞれ最大何単位まで認定することができるので

しょうか。

Ａ　短期大学設置基準の第 14 条には、他の短期大学又は大学における授業科目の履修等（単位互

換制）に係る単位の認定、第 15 条には短期大学又は大学以外の教育施設等における学修に係る

単位の認定、第 16 条には入学前の既修得単位等の認定について規定されている。これら各条に

おける修得単位の限度については次の表のようにまとめた。

　（平成３年文部省告示第 69 号）平成 11 年３月 31 日一部改正

区 分 設 置 基 準 認定可能単位数（2 年制） 認定可能単位数（3 年制）

A A １ 他の短大・大学の授業科目の履

修

（第 14 条第 1 項）

A

A ＋ C

B

B ＋ C

C

A ＋ B ＋ C

30 単位

30 単位

30 単位

45 単位

30 単位

45 単位

A

A ＋ C

B

B ＋ C

C

A ＋ B ＋ C

46 単位

46 単位

46 単位

53 単位

46 単位

53 単位

A ２ 短大・大学以外の教育施設等に

おける学修

（第 15 条第 1 項）

B 外国の短大・大学への留学

（第 14 条第 2 項）

C C １ 入学前の短大・大学の授業科目

の履修

（第 16 条第 1 項）

C ２ 入学前に行った短大・大学以外

の教育施設等における学修

（第 16 条第 2 項）

最大限の認定可能単位数 A ＋ B ＋ C　45 単位 A ＋ B ＋ C　53 単位

（注）１．夜間学科等で、卒業要件単位が 62 単位以上の３年制短期大学は、２年制短期大学と同

様の扱いとなる。

２．Ｃについては、①他の短期大学から編入学、転学等してくる場合の単位の認定、②入学

する短期大学で既に修得した単位がある場合の単位の認定については、前記の取扱いとは

別に、当該短期大学において何単位まで認定するかを決定できる。
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■短期大学又は大学以外の教育施設等の学修における単位認定について■

Ｑ 14　中国からの帰国子女を受け入れた。当該学生は中国語が堪能であり、実力としては、「中

国語検定」の２級相当だと思われるが、合格はしていない。この学生に中国語に関連する

科目の単位認定をしてあげたいが、可能でしょうか。

Ａ　現状では、「中国語検定」に合格していないので不可能である。ただし、当該学生が「中国語 

検定」の所定の級に合格し、申請することにより単位認定が可能となる。

　　短期大学設置基準第 15 条第１項には、「短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行

う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当

該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところにより単位を与えること

ができる。」と規定されている。

■長期履修学生受入れに伴う学則変更について■

Ｑ 15　長期履修学生を受け入れる際、どのように学則を変更したらよいのでしょうか。

Ａ　長期履修学生の定義及びこれを受け入れる旨の条文、長期履修学生の授業料等の費用徴収に関

する事項については学則上に規定することが必要となる。また、在学年限についても学則等に規

定することが適当である。

■長期履修学生の学生数のカウントについて■

Ｑ 16　長期履修学生のカウントの仕方は、どのようにしたらよいのでしょうか。

Ａ　正規の学生として扱うので、原則として定員の内としてカウントする。ただし、一般の学生と

履修形態が異なることから、収容定員超過率については、その実員に一定の係数（修業年限を長

期履修学生の在学期間で除して得られた数）を乗じて算定するものとされている。

■長期履修学生の履修単位数の上限について■

Ｑ 17　一学期に履修できる単位数に上限を定めなければならないのでしょうか。

Ａ　上限を定めることが望ましい。この場合、履修期間が長期にわたることを勘案し、上限単位数

については、一般学生のそれとは別に定める必要がある。また、長期履修学生の在学予定期間に

応じて一学期又は一年間の上限単位を変えることも考えられるが、これについては内規等で定め

ておくことが適当である。また、必要と認められる場合には在学予定期間を途中で変えられるよ
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うにすること、また一般の学生と長期履修学生との間で履修形態の“切替え”ができるようにし

ておくことは制度の趣旨に沿うものであり、単位数の上限と併せて、学則等において規定してお

くことが必要である。

■長期履修学生の授業料納入方法について■

Ｑ 18　授業料等の納入方法はどのようにすればよいのでしょうか。

Ａ　２年間で卒業する学生との均衡に配慮し、修業年限分の授業料の総額を在学予定年数にあわせ

て計画的に分割納入する方法や、１単位あたりの単価を決め履修単位数に応じて納入させる方法

など、各短期大学で決定することが可能である。

～学科の設置、収容定員変更関係～

■既設学科の分野の範囲内の学科の設置について■

Ｑ 19　既設の学科の分野の範囲内で新たな学科を設置する場合は、届出でよいのでしょうか。

Ａ　届出でよい。また、既設の学科の廃止に伴い、当該廃止学科の分野の範囲内で新たな学科を設

置する場合についても届出でよい。なお、当該案件が届出に該当するか否かを判断するに当たっ

ては、大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会へ事前に相談することができる。

■既設学科の統合について■

Ｑ 20　既設の学科を統合し、新学科を設置する場合は、届出でよいのでしょうか。

Ａ　既設の学科の分野の範囲内での新学科の設置は届出でよい。ただ、新学科の分野が既設の学科

の分野だけでなく他の分野も含む場合は、既設の学科の教員から、新学科の教員基準数の２分の

１以上が移行する場合に限られる。２分の１に満たない場合は、「認可事項」となる。なお、こ

の場合も大学設置・学校法人審議会大学設置分科会運営委員会へ事前に相談することができる。
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■同一分野内で異なる専攻領域の学科の設置について■

Ｑ 21　新たな学科の分野が、既設の学科の分野の範囲内と認められれば、“専攻領域”が異なる

場合（例えば、国文科を有する短期大学が英文科を設置する場合）であっても、届出でよい

のでしょうか。

Ａ　届出でよい。

■学科統合の際の教員基準数等の算出について■

Ｑ 22　既設の学科を統合し、新学科を設置する場合、当該新学科の教員基準数、基準校舎面

積の算出方法は、どのような方法でしょうか。

Ａ　既設の学科を統合して新学科を設置する場合であっても、特別な取り扱いはなく、教員基準数

等については、短期大学設置基準にもとづき積算することとなる。

■いずれの分野にも該当しない学科の設置について■

Ｑ 23　新設しようとする学科が、文科省告示第 39 条に示されている「学科の分野」のいず

れにも該当しない場合はどうなるのでしょうか。

Ａ　学科の分野に該当しない場合があるかは不明であるが、少なくとも複数の分野の複合によると

考えられる。この場合は、新設学科の分野の一つが、既設学科の分野を含む場合は、その一つの

分野の学科から教員が新学科に、新学科の教員基準数の２分の１以上移行する場合には、認可を

要せず届出となる。この場合も、大学による適する分野の考えに基づき、大学設置・学校法人審

議会大学設置分科会運営委員会へ事前に相談することができる。

■届出による学科設置の場合の教員審査について■

Ｑ 24　届出により新たな学科を設置することが可能な場合は、教員審査は不要となるので 

しょうか。

Ａ　不要である。教員採用の的確性の判断については、短期大学設置基準に定めるところに従い、

各短期大学の責任において行うこととなる。
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■学年進行中の学科の改組について■

Ｑ 25　完成年度を迎えていない（学年進行中の）新設学科の改組は認められるのでしょうか。

Ａ　制度上、完成年度を迎えていなければ新学科の改組等を行うことができない旨の規定があるわ

けではないが、在学生等からの苦情等を受けないよう、在学生等が不利益を被らない等の配慮を

図ることが必要と考える。

■工業（工場）等制限区域・準制限区域における学科の設置等について■

Ｑ 26　首都圏、近畿圏、中部圏における工業（工場）等制限区域・準制限区域内での学科の

設置や収容定員の増加は可能でしょうか。

Ａ　可能である（医師、歯科医師、獣医師及び船舶職員の養成に係る大学、学部等を除く）。平成

14 年８月の中央教育審議会の答申を受け、大学、学部等の設置審査についての上記区域におけ

る設置や収容定員増についての抑制的な取扱い方針も撤廃された。

■短期大学等の設置にかかる教員組織、施設設備等の段階的な整備について■

Ｑ 27　文部科学省告示第 52 号に、新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等

の施設及び設備の段階的な整備について定められているが、この告示は、同一分野内に

おける新たな学科の設置等、“届出事項”に該当する場合にも適用されるのでしょうか。 

また、収容定員増に係る認可及び届出についてもこの告示は適用されるのでしょうか。

Ａ　届出事項に該当する学科の設置であっても、短期大学設置基準の規定により段階的に整備する

ことができる。収容定員増減についても同様。

■短期大学等の設置、収容定員増等の際の入学定員超過率の取扱いについて■

Ｑ 28　文部科学省告示第 45 号に、短期大学等の設置や収容定員増等の認可に際しては、過

去の平均入学定員超過率が原則として 1.3 倍未満であることが認可の条件とされている

が、この告示は、届出事項に該当する学科の設置や収容定員増の場合にも適用されるの

でしょうか。

Ａ　この告示は、届出に該当する学科の設置及び収容定員増の場合には適用されない。
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■収容定員の大学短期大学間の振替えについて■

Ｑ 29　短期大学全体の収容定員が純増となる場合であっても、大学から短期大学へ振替えを行

うことにより、同一法人内の大学、短期大学全体の収容定員が変わらなければ、届出でよい

のでしょうか。

Ａ　認可事項となる。収容定員に関して届出か認可かについての判断は、法人全体としてではな 

く、あくまで学校種ごとに行い、その結果、定員増となる場合には認可事項となる。

■収容定員の学科間の振替えについて■

Ｑ 30　学科の分野が同じであるか異なるかに関らず、短期大学内の学科間の収容定員の振替

えを行う場合は、届出事項となるのでしょうか。

Ａ　短期大学全体の収容定員が増加しない場合は届出事項となる。

■校舎敷地、運動場等が分かれている場合について■

Ｑ 31　従来、同一学科の校舎敷地が 2 つ以上の団地に分かれている場合であっても、徒歩 10

分以内であれば、同じ敷地にあるものと認められ、団地ごとに必要専任教員を置く必要

がなかったが、今回の設置基準等の改正により、この点に変更はあるのでしょうか。

Ａ　中央教育審議会の答申を踏まえ、従来の大学設置分科会長決定の内規はすべて廃止され、必要

な規定のみ設置基準等の法令に位置づけたところである。これにより、別地の要件としての時間

的な制約は廃止されたが、教育研究上に支障がないことが大前提であることに変更はない。この

場合の専任教員数は団地ごとではなく学科ごとに当該専任教員基準数を置くこととなる。

注）申請・届出に係る手続等の概要、関係法令等は、文部科学省ＨＰで確認することができ�

ます。

〈参考〉

　文部科学省 TOP　→　教育　→　大学・大学院、専門教育　→　大学の設置認可（［大学設

置認可制度］［大学の設置等に関する事務相談］などで詳しく参照できます）



資料１ 　短 期 大 学 設 置 基 準

短期大学通信教育設置基準
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□　短期大学設置基準

( 昭和 50 年 4 月 28 日 ）　
文部省令　第 21 号　　

最終改正　平成 22 年 6 月 15 日　文部科学省令第 15 号

　学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 3 条、第 8 条及び第 88 条の規定に基づき、短期大学

設置基準を次のように定める。

目　次

　第 1 章　総則（第 1 条－第 2 条の 3）

　第 2 章　学科（第 3 条）

　第 3 章　学生定員（第 4 条）

　第 4 章　教育課程（第 5 条－第 12 条）

　第 5 章　卒業の要件等（第 13 条－第 19 条）

　第 6 章　教員組織（第 20 条－第 22 条）

　第 7 章　教員の資格（第 22 条の 2 －第 26 条）

　第 8 章　校地、校舎等の施設及び設備等（第 27 条－第 33 条の 4）

　第 9 章　事務組織等（第 34 条・第 35 条）

　第10 章　共同教育課程に関する特例（第 36 条－第 42 条）

　第11 章　雑則（第 43 条・第 45 条）

附　則

　　第１章　総　　則

　（趣旨）

第１条　短期大学は、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）その他の法令の規定によるほか、こ

の省令の定めるところにより設置するものとする。

２　この省令で定める設置基準は、短期大学を設置するのに必要な最低の基準とする。

３　短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとよ

り、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

　（教育研究上の目的）

第２条　短期大学は、学科又は専攻課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目

的を学則等に定めるものとする。

　（入学者選抜）
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第２条の２　入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。

　　第２章　学　　科

　（学科）

第３条　学科は、教育研究上の必要に応じ組織されるものであつて、教員組織その他が学科として

適当な規模内容をもつと認められるものとする。

２　学科には、教育上特に必要があるときは、専攻課程を置くことができる。

　　第３章　学生定員

　（学生定員）

第４条　学生定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。この場合において、学科に専攻課程を

置くときは、専攻課程を単位として学科ごとに定めるものとする。

２　前項の場合において、第 12 条の規定による昼夜開講制を実施するときは、これに係る学生定

員を、第 43 条の規定により外国に学科その他の組織を設けるときは、これに係る学生定員を、

それぞれ明示するものとする。

３　学生定員は、教員組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものと

する。

４　短期大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を学生定員に基づき適正

に管理するものとする。

　　第４章　教育課程

　（教育課程の編成方針）

第５条　短期大学は、当該短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自

ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。

２　教育課程の編成に当たつては、短期大学は、学科に係る専門の学芸を教授し、職業又は実際生

活に必要な能力を育成するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性

を涵養するよう適切に配慮しなければならない。

　（教育課程の編成方法）

第６条　教育課程は、各授業科目を必修科目及び選択科目に分け、これを各年次に配当して編成す

るものとする。

　（単位）

第７条　各授業科目の単位数は、短期大学において定めるものとする。

２　前項の単位数を定めるに当たつては、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容を

もつて構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必

要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。

　一�　講義及び演習については、15 時間から 30 時間までの範囲で短期大学が定める時間の授業

をもつて 1 単位とする。
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　二�　実験、実習及び実技については、30 時間から 45 時間までの範囲で短期大学が定める時間

の授業をもつて 1 単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業につ

いては、短期大学が定める時間の授業をもつて 1 単位とすることができる。

　三�　1 の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち 2 以上の方法の併用により

行う場合については、その組み合わせに応じ、前二号に規定する基準を考慮して短期大学が定

める時間の授業をもつて 1 単位とする。

３　前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果

を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、

単位数を定めることができる。

　（1 年間の授業期間）

第８条　1 年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35 週にわたることを原則とする。

　（各授業科目の授業期間）

第９条　各授業科目の授業は、10 週又は 15 週にわたる期間を単位として行うものとする。ただ 

し、教育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において授

業を行うことができる。

　（授業を行う学生数）

第10条　1 の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設設備その他の教育

上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。

　（授業の方法）

第11条　授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により

行うものとする。

２　短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度

に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。

３　短期大学は、第 1 項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多

様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合について 

も、同様とする。

４　短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第 1 項の授業の一部を、校舎及び附属

施設以外の場所で行うことができる。

　（成績評価基準等の明示等）

第11条の２　短期大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに 1 年間の授業の計画をあらか

じめ明示するものとする。

２　短期大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たつては、客観性及び厳格性を確保す

るため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがつて適切に行

うものとする。
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　（教育内容等の改善のための組織的な研修等）

第11条の３　短期大学は、当該短期大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及

び研究を実施するものとする。

　（昼夜開講制）

第12条　短期大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制（同一学科において昼間及び

夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。）により授業を行うことができる。

　　第５章　卒業の要件等

　（単位の授与）

第13条　短期大学は、1 の授業科目を履修した学生に対し、試験の上単位を与えるものとする。た

だし、第 7 条第 3 項の授業科目については、短期大学の定める適切な方法により学修の成果を

評価して単位を与えることができる。

　（履修科目の登録の上限）

第13条の２　短期大学は、学生が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、卒業の要件と

して学生が修得すべき単位数について、学生が 1 年間又は 1 学期に履修科目として登録するこ

とができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

２　短期大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもつて修得した学生につい

ては、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。

　（他の短期大学又は大学における授業科目の履修等）

第14条　短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学の定めるところにより他の短期

大学又は大学において履修した授業科目について修得した単位を、修業年限が 2 年の短期大学に

あつては 30 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあつては 46 単位（第 19 条の規定により卒業

の要件として 62 単位以上を修得することとする短期大学にあつては 30 単位）を超えない範囲

で当該短期大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

２　前項の規定は、学生が、外国の短期大学又は大学に留学する場合、外国の短期大学又は大学が

行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の短期大学又は大学の教

育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であつて、

文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場

合について準用する。

　（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）

第15条　短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科

における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該短期大学における授業科目の履修と

みなし、短期大学の定めるところにより単位を与えることができる。

２　前項により与えることができる単位数は、修業年限が 2 年の短期大学にあつては前条第 1 項 

（同条第 2 項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）により当該短期大学にお
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いて修得したものとみなす単位数と合わせて 30 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあつては前

条第 1 項により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて 46 単位（第 19

条の規定により卒業の要件として 62 単位以上を修得することとする短期大学にあつては 30 単

位）を超えないものとする。

　（入学前の既修得単位等の認定）

第16条　短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に短期大学又

は大学において履修した授業科目について修得した単位（第 17 条第 1 項の規定により修得した

単位を含む。）を、当該短期大学に入学した後の当該短期大学における授業科目の履修により修

得したものとみなすことができる。

２　短期大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該短期大学に入学する前に行つた前条第 1

項に規定する学修を、当該短期大学における授業科目の履修とみなし、短期大学の定めるところ

により単位を与えることができる。

３　前 2 項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、転学等の場合を除 

き、当該短期大学において修得した単位以外のものについては、第 14 条第 1 項及び前条第 1 項

により当該短期大学において修得したものとみなす単位数と合わせて、修業年限が 2 年の短期大

学にあつては、30 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあつては、46 単位（第 19 条の規定によ

り卒業の要件として 62 単位以上を修得することとする短期大学にあつては、30 単位）を超え

ないものとする。この場合において、第 14 条第 2 項において準用する同条第 1 項により当該短

期大学において修得したものとみなす単位数と合わせるときは、修業年限が 2 年の短期大学にあ

つては、45 単位、修業年限が 3 年の短期大学にあつては、53 単位（第 19 条の規定により卒業

の要件として 62 単位以上を修得することとする短期大学にあつては 45 単位）を超えないもの

とする。

　（長期にわたる教育課程の履修）

第16条の２　短期大学は、短期大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情に

より、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する

旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

　（科目等履修生等）

第17条　短期大学は、短期大学の定めるところにより、当該短期大学の学生以外の者で 1 又は複数

の授業科目を履修する者（以下「科目等履修生」という。）に対し、単位を与えることができる。

２　科目等履修生に対する単位の授与については、第 13 条の規定を準用する。

３　短期大学は、科目等履修生その他の学生以外の者（次項において「科目等履修生等」という。）

を相当数受け入れる場合においては、第 22 条、第 30 条及び第 31 条に規定する基準を考慮し 

て、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するもの

とする。
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４　短期大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、1 の授業科目について同時に授業

を行うこれらの者の人数は、第 10 条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。

　（卒業の要件）

第18条　修業年限が 2 年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に 2 年以上在学し、62 単位以上を

修得することとする。

２　修業年限が 3 年の短期大学の卒業の要件は、短期大学に 3 年以上在学し、93 単位以上を修得

することとする。

３　前 2 項の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第 11 条第 2 項の授業の方法

により修得する単位数は、修業年限が 2 年の短期大学にあっては 30 単位、修業年限が 3 年の短

期大学にあっては 46 単位（第 19 条の規定により卒業の要件として 62 単位以上を修得すること

とする短期大学にあっては 30 単位）を超えないものとする。

　（卒業の要件の特例）

第19条　夜間において授業を行う学科その他授業を行う時間について教育上特別の配慮を必要とす

る学科（以下「夜間学科等」という。）に係る修業年限が 3 年の短期大学の卒業の要件は、前条

第 2 項の規定にかかわらず、短期大学に 3 年以上在学し、62 単位以上を修得することとするこ

とができる。

　　第６章　教員組織

　（教員組織）

第20条　短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、学科の規模及び授与する学位の分野

に応じ、必要な教員を置くものとする。

２　短期大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確

保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。

３　短期大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の

範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。

４　短期大学は、2 以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な

教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、

原則として専任の教授又は准教授を少なくとも 1 人以上置くものとする。ただし、その校地が隣

接している場合は、この限りでない。

　（授業科目の担当）

第20条の２　短期大学は、教育上主要と認める授業科目（以下「主要授業科目」という。）につい

ては原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任

の教授、准教授、講師又は助教（第 22 条及び第 39 条第 1 項において「教授等」という。）に担

当させるものとする。

２　短期大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させ
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るものとする。

　（授業を担当しない教員）

第21条　短期大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。

　（専任教員数）

第21条の２　教員は、1 の短期大学に限り、専任教員となるものとする。

２　専任教員は、専ら前項の短期大学における教育研究に従事するものとする。

３　前項の規定にかかわらず、短期大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該短期大学にお

ける教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該短期大学における教育研究以外の

業務に従事する者を、当該短期大学の専任教員とすることができる。

　（専任教員数）

第22条　短期大学における専任教員の数は、別表第 1 イの表により当該短期大学に置く学科の種類

及び規模に応じ定める教授等の数（第 38 条第 1 項に規定する共同学科（以下この条及び第 31

条において単に「共同学科」という。）が属する分野にあつては、共同学科以外の学科について

同表を適用して得られる教授等の数と第 39 条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教

員の数を合計した数）と別表第 1 ロの表により短期大学全体の入学定員に応じ定める教授等の数

を合計した数以上とする。

　　第７章　教員の資格

　（学長の資格）

第22条の２　学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識

見を有すると認められる者とする。

　（教授の資格）

第23条　教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における教

育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

　一�　博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、研究上の業績

を有する者

　二　研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

　三�　学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授

与されたこれに相当する学位を含む。）を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の

業績を有する者

　四�　芸術上の優れた業績を有すると認められる者及び実際的な技術の修得を主とする分野にあつ

ては実際的な技術に秀でていると認められる者

　五�　大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校において教授、准教授又は専任の講

師の経歴（外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者

　六　研究所、試験所、病院等に在職し、研究上の業績を有する者
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　七　特定の分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者

　（准教授の資格）

第24条　准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学における

教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

　一　前条各号のいずれかに該当する者

　二�　大学又は高等専門学校において助教又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれ

らに相当する職員としての経歴を含む。）のある者

　三�　修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授与されたこれ

らに相当する学位を含む。）を有する者

　四　特定の分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

　（講師の資格）

第25条　講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　一　第 23 条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者

　二�　特定の分野について、短期大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有する

と認められる者

　（助教の資格）

第25条の２　助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、短期大学におけ

る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。

　一　第 23 条各号又は第 24 条各号のいずれかに該当する者

　二�　修士の学位（医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に

係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者

については、学士の学位）又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授

与されたこれらに相当する学位を含む。）を有する者

　三　特定の分野について、知識及び経験を有すると認められる者

　（助手の資格）

第26条　助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　一　学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者

　二　前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

　　第８章　校地、校舎等の施設及び設備等

　（校地）

第27条　校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するの

に適当な空地を有するものとする。

２　運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるも

のとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
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　（校舎等）

第28条　校舎には、短期大学の組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えるも

のとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この

限りでない。

　一　学長室、会議室、事務室

　二　教室（講義室、演習室、実験室、実習室等とする。）、研究室

　三　図書館、保健室

２　教室は、学科の種類及び学生数に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。

３　研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。

４　校舎には、第 1 項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備え

るものとする。

５　短期大学は、第 1 項及び前項に掲げる施設のほか、原則として体育館を備えるとともに、なる

べく体育館以外のスポーツ施設、講堂、学生自習室及び学生控室並びに寄宿舎、課外活動施設そ

の他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。

６　夜間学科等を置く短期大学又は昼夜開講制を実施する短期大学にあつては、研究室、教室、図

書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。

　（図書等の資料及び図書館）

第29条　短期大学は、学科の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究

上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。

２　図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整

備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の短期大学の図書館等と

の協力に努めるものとする。

３　図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置く

ものとする。

４　図書館には、短期大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ 

ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。

５　前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとす

る。

　（校地の面積）

第30条　短期大学における校地の面積（附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。）は、学生定員上

の学生 1 人当たり 10 平方メートルとして算定した面積とする。

２　前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学科（昼間において授業を行う学科をいう。以下同

じ。）及び夜間学科が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当

該昼間学科及び夜間学科における教育研究に支障のない面積とする。



208

３　昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を

考慮して、教育に支障のない限度において、第 1 項に規定する面積を減ずることができる。

　（校舎の面積）

第31条　校舎の面積は、1 の分野についてのみ学科を置く短期大学にあつては、別表第 2 イの表に

定める面積（共同学科を置く場合にあつては、共同学科以外の学科について同表を適用して得ら

れる面積に第 41 条第 1 項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積）以上と

し、2 以上の分野についてそれぞれ学科を置く短期大学にあつては、当該 2 以上の分野（当該分

野に共同学科のみが属するものを除く。）のうち同表の同一分野に属する学科の収容定員の人ま

での欄の基準校舎面積が最大である分野についての同表に定める面積（共同学科が属する分野に

ついては、共同学科以外の学科について同表を適用して得られる面積）に当該分野以外の分野に

ついてのそれぞれ別表第 2 ロの表に定める面積（共同学科が属する分野については、共同学科以

外の学科について同表を適用して得られる面積）を合計した面積を加えた面積（共同学科を置く

場合にあつては、第 41 条第 1 項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積）以上

とする。

　（附属施設）

第32条　短期大学には、学科の種類に応じ、教育研究上必要な場合は、適当な規模内容を備えた附

属施設を置くものとする。

　（機械、器具等）

第33条　短期大学には、学科の種類、学生数及び教員数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及

び標本を備えるものとする。

　（２以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備）

第33条の２　短期大学は、2 以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地

ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が

隣接している場合は、この限りでない。

　（教育研究環境の整備）

第33条の３　短期大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教

育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。

　（短期大学等の名称）

第33条の４　短期大学及び学科（以下「短期大学等」という。）の名称は、短期大学等として適当

であるとともに、当該短期大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

　　第９章　事務組織等

　（事務組織）

第34条　短期大学には、その事務を処理するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるもの

とする。
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　（厚生補導の組織）

第35条　短期大学には、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものと

する。

　（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制）

第35条の２　短期大学は、当該短期大学及び学科又は専攻課程の教育上の目的に応じ、学生が卒業

後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及

び厚生補導を通じて培うことができるよう、短期大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な

体制を整えるものとする。

　　第10章　共同教育課程に関する特例

　（共同教育課程の編成） 

第36条　2 以上の短期大学は、その短期大学及び学科の教育上の目的を達成するために必要がある

と認められる場合には、第 5 条第 1 項の規定にかかわらず、当該 2 以上の短期大学のうち 1 の

短期大学が開設する授業科目を、当該 2 以上の短期大学のうち他の短期大学の教育課程の一部と

みなして、それぞれの短期大学ごとに同一内容の教育課程（通信教育に係るもの及び短期大学が

外国に設ける学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学

科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共

同教育課程」という。）を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する短期大学（以

下「構成短期大学」という。）は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修

科目として自ら開設するものとする。

２　短期大学は、共同教育課程のみを編成することはできない。

３　構成短期大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとす

る。

　（共同教育課程に係る単位の認定）

第37条　構成短期大学は、学生が当該構成短期大学のうち 1 の短期大学において履修した共同教育

課程に係る授業科目について修得した単位を、当該構成短期大学のうち他の短期大学における当

該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。

　（共同学科に係る卒業の要件）

第38条　修業年限が 2 年の短期大学の共同教育課程を編成する学科（以下「共同学科」という。）

に係る卒業の要件は、第 18 条第 1 項に定めるもののほか、それぞれの短期大学において当該共

同教育課程に係る授業科目の履修により 10 単位以上を修得することとする。

２　修業年限が 3 年の短期大学の共同学科に係る卒業の要件は、第 18 条第 2 項に定めるもののほ

か、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により 20 単位以上を

修得することとする。

３　前項の規定にかかわらず、夜間学科等に係る修業年限が 3 年の短期大学の共同学科に係る卒業
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の要件は、第 19 条に規定するもののほか、それぞれの短期大学において当該共同教育課程に係

る授業科目の履修により 10 単位以上を修得することとする。

４　前 3 項の規定によりそれぞれの短期大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修によ

り修得する単位数には、第 14 条第 1 項（同条第 2 項において準用する場合を含む。）、第 15 条

第 1 項、第 16 条第 1 項若しくは第 2 項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは

与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。

　（共同学科に係る専任教員数）

第39条　共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する

学科を合わせて 1 の学科とみなして、その種類及び規模に応じ別表第 1 イの表を適用して得ら

れる教授等の数（次項において「全体専任教員数」という。）をこれらの学科に係る入学定員の

割合に応じて按分した数（その数に 1 に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この

条において「短期大学別専任教員数」という。）以上とする。

２　前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数の合計が全体専

任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの短期大学の当該共同教育課

程を編成する学科に置くものとする。

３　第 1 項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る短期大学別専任教員数（前項の

規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数）が、

当該学科の種類に応じ、別表第 1 イの表の第 4 欄（保健衛生学関係（看護学関係）にあつては、

第 3 欄）に定める専任教員数（以下この項において「最小短期大学別専任教員数」という。）に

満たないときは、前 2 項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小短期大学別

専任教員数以上とする。

　（共同学科に係る校地の面積）

第40条　第 30 条第 1 項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの

短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学

科に係る学生定員を合計した数に 10 平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に

支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに当該学科に係る学生定員上の学生

1 人当たり 10 平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。

　（共同学科に係る校舎の面積）

第41条　共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課程を編成する学

科を合わせて 1 の学科とみなしてその種類に応じ別表第 2 イの表を適用して得られる面積（次

項において「全体校舎面積」という。）をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した

面積（次項において「短期大学別校舎面積」という。）以上とする。

２　第 31 条及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの短

期大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積
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を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ごとに短期大

学別校舎面積を有することを要しない。

　（共同学科に係る施設及び設備）

第42条　前 2 条に定めるもののほか、第 27 条から第 29 条まで、第 32 条及び第 33 条の規定にか

かわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの短期大学に置く当該共同教育課

程を編成する学科を合わせて 1 の学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施

設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの短期大学ご

とに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

　　第11章　雑　　則

　（外国に設ける組織）

第43条　短期大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学科その他の組織を設ける

ことができる。

　（その他の基準）

第44条　専攻科及び別科に関する基準は、別に定める。

　（段階的整備）

第45条　新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定

めるところにより、段階的に整備することができる。

　　附　　則

１　この省令は、昭和 51 年 4 月 1 日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

２　昭和 51 年度又は昭和 52 年度に開設しようとする短期大学又は短期大学の学科の設置認可の

申請に係る審査に当たつては、この省令の規定の適用があるものとする。

３　この省令施行の際、現に設置されている短期大学に在職する教員については、その教員が現に

在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。

４　この省令施行の際、現に設置されている短期大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行

の日前に係るものについては、当分の間、従前の例によることができる。

５　昭和 61 年度から平成 4 年度までの間に期間（昭和 61 年度から平成 11 年度までの間の年度

間に限る。）を付して入学定員を増加する短期大学（次項において「期間を付して入学定員を増

加する短期大学」という。）の専任教員数については、第 22 条の規定により算定し、当該入学

定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとな

る専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもつて充てることができるもの

とする。

６　期間を付して入学定員を増加する短期大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増

加はないものとみなして第 30 条の規定を適用する。
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７　昭和 61 年度以降に期間（平成 11 年度を終期とするものに限る。）を付して入学定員を増加又

は設定した短期大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間（平成

12 年度から平成 16 年度までの間の年度間に限る。）を付して入学定員を増加するものの専任教

員数及び校地の面積の算定については、前 2 項の例による。

　　　（略）

　　附　　則　（平成 16 年 12 月 13 日文部科学省令第 42 号） 

　�　この省令は、公布の日から施行する。ただし、第 1 条中学校教育法施行規則第 2 条中第五号

を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える改正規定

及び同令第 6 条の次に 1 条を加える改正規定、第 2 条中大学設置基準第 18 条第 1 項の改正規定

及び同令第 45 条を同令第 46 条とし、同令第 44 条を同令第 45 条とし、同令第 43 条を同令第

44 条とし、同令第 10 章中同条の前に 1 条を加える改正規定、第 3 条の規定並びに第 4 条中短

期大学設置基準第 4 条第 2 項の改正規定及び同令第 37 条を同令第 38 条とし、同令第 36 条を

同令第 37 条とし、同令第 10 章中同条の前に 1 条を加える改正規定は、平成 17 年 4 月 1 日か

ら施行する。 

　　附　　則　（平成 18 年 3 月 31 日文部科学省令第 11 号） 

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。 

　（助教授の在職に関する経過措置） 

第２条　この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行

前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 

１　学校教育法施行規則第 8 条第一号ロ 

２　博物館法施行規則第 9 条第二号 

３　大学設置基準第 14 条第四号 

４　高等専門学校設置基準第 11 条第三号 

５　短期大学設置基準第 23 条第五号 

　　附　　則　（平成 19 年 7 月 31 日文部科学省令第 22 号）　抄 

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

　　附　　則　（平成 20 年 11 月 13 日文部科学省令第 35 号） 

　この省令は、平成 21 年 3 月 1 日から施行する。
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　　附　　則　（平成 22 年 2 月 25 日文部科学省令第 3 号）

　この省令は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　　則　（平成 22 年 6 月 15 日文部科学省令第 15 号）

　この省令は、平成 23 年 4 月 1 日から施行する。

別表第１　（第 22 条関係）

　イ　学科の種類及び規模に応じて定める専任教員数

学科の属する

分野の区分

1 学科の

入学定員

同一分野

に属する

学科が 1

学科の場

合の教員

数

同一分野に

属する学科

を 2 以上置

く場合の 1

学科の教員

数

1 学科の

入学定員

同一分野

に属する

学科が 1

学科の場

合の教員

数

同一分野に

属する学科

を 2 以上置

く場合の 1

学科の教員

数

1 学科の

入学定員

同一分野

に属する

学科が 1

学科の場

合の教員

数

同一分野に

属する学科

を 2 以上置

く場合の 1

学科の教員

数

文 学 関 係
100 人ま

で
5 4

101 人～

200 人
7 6

教 育 学・

保 育 学 関 係

50 人 ま

で
6 4

51 人 ～

100 人
8 6

101 人～

150 人
10 8

法 学 関 係
100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
7 4

151 人～

200 人
9 6

経 済 学 関 係
100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
7 4

151 人～

200 人
9 6

社会学・社会

福 祉 学 関 係

100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
7 4

151 人～

200 人
9 6

理 学 関 係
100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
9 6

工 学 関 係
100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
9 6

農 学 関 係
100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
9 6

家 政 関 係
100 人ま

で
5 4

101 人～

200 人
7 6

美 術 関 係
50 人 ま

で
5 3

51 人 ～

100 人
7 4

101 人～

150 人
8 5

音 楽 関 係
50 人 ま

で
5 5

51 人 ～

100 人
7 7

101 人～

150 人
8 8

体 育 関 係
50 人 ま

で
6 4

51 人 ～

100 人
8 6

101 人～

150 人
9 7

保健衛生学関係

（看護学関係）

100 人ま

で
7 ―

101 人～

150 人
9 ―

保健衛生学関係

（看護学関係を除く。）

100 人ま

で
7 4

101 人～

150 人
9 6



214

備考

１　この表に定める教員数の３割以上は教授とする（ロの表において同じ。）。

２　この表に定める教員数には、第 21 条の授業を担当しない教員を含まないものとする（ロの

表において同じ。）。

３　この表の入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の入学定

員及び教員数とする。

４　入学定員が、この表に定める数を超える場合には、文学関係、法学関係、経済学関係、社会

学・社会福祉学関係及び家政関係にあっては、同一分野に属する学科が 1 学科の場合について

は 100 人につき 1 人を、同一分野に属する学科を 2 以上置く場合については 150 人につき 1

人を増加するものとし、教育学・保育学関係、理学関係、工学関係、農学関係、美術関係、体

育関係及び保健衛生学関係にあっては、同一分野に属する学科が 1 学科の場合については 50

人につき 1 人を、同一分野に属する学科を 2 以上置く場合については 80 人につき 1 人を増加

するものとし、音楽関係にあっては、同一分野に属する学科が 1 学科の場合及び同一分野に属

する学科を 2 以上置く場合については 50 人につき 1 人を、それぞれ増加するものとする。

５　第 18 条第 2 項の短期大学の学科については、この表に定める教員数（入学定員がこの表に

定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。以下この号において同

じ。）にこの表に定める教員数の３割に相当する数を加えたものとする。

６　教育課程が同一又は類似の夜間学科等を併せ置く場合の当該夜間学科等の教員数は、この表

に定める教員数の 3 分の 1 以上とする。ただし、夜間学科等の入学定員が昼間学科等の入学

定員を超える場合には、当該夜間学科等の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学科

等の教員数はこの表に定める教員数の 3 分の 1 以上とする（ロの表において同じ。）。

７　昼夜開講制を実施する場合は、これに係る学生定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮し

て、教育に支障のない限度に置いて、この表に定める教員数を減ずることができる（ロの表に

おいて同じ。）。

８　看護に関する学科において第 18 条第 1 項に定める学科と同条第 2 項に定める学科とを併せ

置く場合は、同条第 1 項に定める学科にあっては、入学定員が 100 人までの場合は 2 人を、

100 人を超える場合は 3 人を、同条第 2 項に定める学科にあっては、第四号により算定した

教員数から 3 人を減ずることができる。

９　この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に

類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学科について

は、免許状の種類に応じ、教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）及び教育職員免許法施

行規則（昭和 29 年文部省令第 26 号）に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修

得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合につ
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いては、別に定める。

　ロ　短期大学全体の入学定員に応じ定める専任教員数

入 学 定 員 ５０人まで １５０人まで ２５０人まで ４００人まで ６００人まで

教 員 数 ２ ３ ４ ５ ６

備考

　入学定員が 600 人を超える場合には、この表に定める教員数に、入学定員 200 人につき教員 1

人を加えるものとする。

別表第 2　（第 31 条関係） 

　イ　基準校舎面積

同一分野に属する
　学科の収容定員

100 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

150 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

200 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

250 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

300 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

350 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

学科の
属する分野の区分

文 学 関 係 1,600 1,700 1,900 2,100 2,350 2,600

教育学・保育学関係 2,000 2,100 2,350 2,600 2,850 3,100

法 学 関 係 1,600 1,700 1,900 2,100 2,350 2,600

経済学関係 1,600 1,700 1,900 2,100 2,350 2,600

社会学・社会福祉学関係 1,600 1,700 1,900 2,100 2,350 2,600

理 学 関 係 2,000 2,150 2,400 2,750 3,200 3,650

工 学 関 係 2,100 2,250 2,500 2,900 3,350 3,800

農 学 関 係 2,000 2,150 2,400 2,750 3,200 3,650

家 政 関 係 2,000 2,100 2,350 2,600 2,850 3,100

体 育 関 係 1,700 1,850 2,050 2,250 2,500 2,750

美 術 関 係 1,900 2,050 2,250 2,600 3,000 3,350

音 楽 関 係 1,700 1,850 2,050 2,350 2,700 3,100

保健衛生学関係
（看護学関係）

2,000 2,100 2,350 2,600 2,850 3,100

保健衛生学関係
（看護学関係を除く。）

1,850 1,950 2,200 2,450 2,800 3,100
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同一分野に属する
　学科の収容定員

400 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

450 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

500 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

550 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

600 人まで
の 場 合 の 
面積（平方
メートル）

学科の
属する分野の区分

文 学 関 係 2,850 3,050 3,250 3,450 3,650

教育学・保育学関係 3,350 3,600 3,850 4,100 4,350

法 学 関 係 2,850 3,050 3,250 3,450 3,650

経済学関係 2,850 3,050 3,250 3,450 3,650

社会学・社会福祉学関係 2,850 3,050 3,250 3,450 3,650

理 学 関 係 4,150 4,600 5,050 5,500 6,000

工 学 関 係 4,250 4,750 5,200 5,650 6,100

農 学 関 係 4,150 4,600 5,050 5,500 6,000

家 政 関 係 3,350 3,600 3,850 4,100 4,350

体 育 関 係 3,000 3,250 3,500 3,750 4,000

美 術 関 係 3,750 4,150 4,550 4,950 5,350

音 楽 関 係 3,450 3,800 4,200 4,550 4,950

保健衛生学関係
（看護学関係）

3,350 3,600 3,850 4,100 4,350

保健衛生学関係
（看護学関係を除く。）

3,400 3,750 4,050 4,350 4,650

備考

１．この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない（ロの表において同

じ。）。

２．同一分野に属する学科の収容定員が 600 人を超える場合には、50 人を増すごとに、この表

に定める 600 人までの場合の面積から 550 人までの場合の面積を減じて算出される数を加算

するものとする。

３．同じ種類の昼間学科及び夜間学科等が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合

の校舎の面積は、当該昼間学科及び夜間学科等における教育研究に支障のない面積とする。

４．昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る学生定員、履修方法、施設の使用状況等

を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる（ロ

の表において同じ。）。

５．この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野

に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定

める（ロの表において同じ。）。

６．この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該短期大学と他の学校、専修学

校又は各種学校（以下この号において「学校等」という。）が同一の敷地内又は隣接地に所在

する場合であって、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した

面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算し
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た面積以上のものであるときは、当該短期大学の教育研究に支障がない限度において、この表

に定める面積に該当学校等との共用部分の面積を含めることができる（ロの表において同じ。）。

　ロ　加算校舎面積

収容定員

学科の種類

100 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

200 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

300 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

400 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

500 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

600 人まで
の面積（平
方 メ ー ト
ル）

文 学 関 係 1,000 1,300 1,800 2,300 2,700 3,050

教育学・保育学関係 1,250 1,550 2,050 2,550 3,050 3,550

法 学 関 係 1,000 1,300 1,800 2,300 2,700 3,050

経済学関係 1,000 1,300 1,800 2,300 2,700 3,050

社会学・社会福祉学関係 1,000 1,300 1,800 2,300 2,700 3,050

理 学 関 係 1,500 1,850 2,800 3,700 4,650 5,550

工 学 関 係 1,500 1,900 2,850 3,750 4,700 5,600

農 学 関 係 1,500 1,850 2,800 3,700 4,650 5,550

家 政 関 係 1,250 1,550 2,050 2,550 3,050 3,550

体 育 関 係 1,400 1,700 2,200 2,700 3,200 3,850

美 術 関 係 1,300 1,650 3,300 3,300 4,050 4,800

音 楽 関 係 1,250 1,550 3,150 3,150 3,800 4,550

保健衛生学関係
（看護学関係）

1,250 1,550 2,050 2,550 3,050 3,550

保健衛生学関係
（看護学関係を除く。）

1,250 1,600 2,250 2,850 3,500 4,100

備考

　収容定員が 600 人を超える場合は、100 人を増すごとに、600 人までの場合の面積から 500

人までの場合の面積を減じて算出する数を加算するものとする。
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□　短期大学通信教育設置基準

( 昭和57年3月23日 ）　
文 部 省 令 第 3 号　　

最終改正　平成 19 年 12 月 25 日　文部科学省令第 40 号

　学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 3 条及び第 88 条の規定に基づき、短期大学通信教育

設置基準を次のように定める

　（趣旨）

第１条　短期大学が行う通信教育に係る設置基準は、この省令の定めるところによる。

２�　この省令で定める設置基準は、通信教育を行う短期大学を設置し、又は短期大学において通信

教育を開設するのに必要な最低の基準とする。

３�　短期大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとよ

り、その水準の向上を図ることに努めなければならない。

　（通信教育を行い得る専攻分野）

第�２条　短期大学は、通信教育によつて十分な教育効果が得られる専攻分野について、通信教育を

行うことができるものとする。

　（授業の方法等）

第�３条　授業は、印刷教材その他これに準ずる教材を送付若しくは指定し、主としてこれにより学

修させる授業（以下「印刷教材等による授業」という。）、主として放送その他これに準ずるもの

の視聴により学修させる授業（以下「放送授業」という。）、短期大学設置基準第 11 条第 1 項の

方法による授業（以下「面接授業」という。）若しくは同条第 2 項の方法による授業（以下「メディ

アを利用して行う授業」という。）のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。

２�　印刷教材等による授業及び放送授業の実施に当たつては、添削等による指導を併せ行うものと

する。

３�　短期大学は、第 1 項の授業を、外国において履修させることができる。

第４条　授業は、定期試験等を含め、年間を通じて適切に行うものとする。

　（単位の計算方法）

第�５条　各授業科目の単位数は、1 単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする内容をもつて構

成することを標準とし、次の基準により計算するものとする。

　一�　印刷教材等による授業については、45 時間の学修を必要とする印刷教材等の学修をもつて

1 単位とする。

　二　放送授業については、15 時間の放送授業をもつて 1 単位とする。
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　三�　面接授業及びメディアを利用して行う授業については、短期大学設置基準第 7 条第 2 項各

号の定めるところによる。

２�　前項の規定にかかわらず、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、短期大学設置基準第

7 条第 3 項の定めるところによる。

　（卒業の要件）

第６条　卒業の要件は、短期大学設置基準第 18 条又は第 19 条の定めるところによる。

２�　前項の規定により卒業の要件として修得すべき単位について、修業年限 2 年の短期大学にあ

つては 15 単位以上、修業年限 3 年の短期大学にあつては 23 単位以上（短期大学設置基準第 19

条の規定により卒業の要件として 62 単位以上を修得することとする短期大学にあつては 15 単

位以上）は、面接授業又はメディアを利用して行う授業により修得するものとする。ただし、当

該 15 単位又は 23 単位のうちそれぞれ 5 単位又は 8 単位までは、放送授業により修得した単位

で代えることができる。

　（短期大学又は大学以外の教育施設等における学修）

第�７条　短期大学は、短期大学設置基準第 15 条に定めるところにより単位を与えるほか、あらか

じめ当該短期大学が定めた基準に照らして教育上適当であると認めるときは、通信教育の特性等

を考慮して文部科学大臣が別に定める学修を当該短期大学における履修とみなし、単位を与える

ことができる。

第８条　削　除

　（専任教員数）

第�９条　学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 108 条第 6 項に規定する通信による教育を行う

学科（以下「通信教育学科」という。）における専任教員の数は、別表第 1 により定める教授、

准教授、講師又は助教の数以上とする。

２�　昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合においては、短期大学設置基

準第 22 条の規定による専任教員の数に当該学科が行う通信教育に係る入学定員 1,000 人につき

2 人の専任教員を加えたものとする。ただし、当該加える専任教員の数が当該学科における同条

の規定による専任教員の数の 2 割に満たない場合には、当該専任教員の数の 2 割の専任教員の

数を加えたものとする。

３�　短期大学は、短期大学設置基準第 17 条第 1 項の科目等履修生その他の学生以外の者を前 2 項

の学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、前 2 項の

規定による専任教員の数に相当数の専任教員を加えたものとする。

　（校舎等の施設）

第10条　通信教育学科を置く短期大学は、当該学科に係る短期大学設置基準第 28 条第 1 項 に規

定する校舎を有するほか、特に添削等による指導並びに印刷教材等の保管及び発送のための施設

（第 3 項において「通信教育関係施設」という。）について、教育に支障のないようにするものと
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する。

２　前項の校舎等の施設の面積は、別表第 2 のとおりとする。

３�　昼間又は夜間において授業を行う学科が通信教育を併せ行う場合にあつては、短期大学は、通

信教育関係施設及び面接授業を行う施設について、教育に支障のないようにするものとする。

４�　図書館の閲覧室には、通信教育を受ける学生の利用に支障のないよう相当数の座席を備えるも

のとする。

　（通信教育学科の校地）

第�11条　通信教育学科のみを置く短期大学は、教育に支障のない場合には、運動場を設けないこと

ができる。

２　通信教育学科に係る校地の面積については、当該学科における教育に支障のないものとする。

　（添削等のための組織等）

第�12条　短期大学には、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設

けるものとする。

　（その他の基準）

第�13条　通信教育を行う短期大学の組織、編制、施設、設備その他通信教育を行う短期大学の設置

又は短期大学における通信教育の開設に関する事項で、この省令に定めのないものについては、

短期大学設置基準（第 9 条を除く。）の定めるところによる。

　　附　　則　　抄

１　この省令は、昭和 57 年 4 月 1 日から施行する。

２　この省令施行の際、現にされている短期大学の通信教育の開設認可の申請に係る審査について

は、なお従前の例による。

３　この省令施行の際、現に通信教育を開設している短期大学の組織、編制、施設及び設備で、こ

の省令の施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。

　　附　　則　（昭和 59 年 10 月 31 日文部省令第 53 号）

　　この省令は、公布の日から施行する。

　　附　　則　（平成 3 年 6 月 3 日文部省令第 29 号）

１　この省令は、平成３年７月１日から施行する。

２　この省令施行の日前に短期大学が行う通信教育の聴講生として授業科目を聴講し当該授業科目

について聴講の成果の認定を受けている者で、当該短期大学に入学した場合には、改正前の第 8

条の規定により当該短期大学における履修とみなしその成果について単位を与えることができる

こととなるものについては、当該聴講生として授業科目を聴講し、その成果の認定を受けたこと
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をもつて短期大学設置基準第 17 条第 1 項の科目等履修生として当該短期大学の通信教育におけ

る授業科目を履修し、その単位を修得したものとみなす。

　　附　　則　（平成 10 年 3 月 31 日文部省令第 15 号）

　　この省令は、公布の日から施行する。

　　附　　則　（平成 11 年 9 月 24 日文部省令第 44 号）

１　この省令は、公布の日から施行する。

２　この省令の施行の際現にされている認可の申請に係る審査については、なお従前の例による。

　　附　　則　（平成 12 年 10 月 31 日文部省令第 53 号）　抄

　（施行期日）

第�１条　この省令は、内閣法の一部を改正する法律（平成 11 年法律第 88 号）の施行の日（平成

13 年 1 月 6 日）から施行する。

　　附　　則　（平成 13 年 3 月 30 日文部科学省令第 47 号）

　　この省令は、公布の日から施行する。

　　附　　則　（平成 15 年 3 月 31 日文部科学省令第 15 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 15 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　　則　（平成 16 年 3 月 12 日文部科学省令第 8 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　　則　（平成 18 年 3 月 31 日文部科学省令第 11 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。
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　　附　　則　（平成 19 年 7 月 31 日文部科学省令第 22 号）　抄

　（施行期日）

第１条　この省令は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。

　　附　　則　（平成 19 年 12 月 25 日文部科学省令第 40 号）　抄

　�　この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日（平成 19 年 12 月 26 日）から施

行する。

別表第１　（第 9 条関係）

学 科 の 属 す る 分 野 の 区 分

1 学科の入学定員

2,000 人までの場

合の専任教員数

1 学科の入学定員

3,000 人までの場

合の専任教員数

1 学科の入学定員

4,000 人までの場

合の専任教員数

文 学 関 係 ８ １０ １２

教育学・保育学関係 ８ １０ １２

法 学 関 係 １０ １１ １３

経済学関係 １０ １１ １３

社会学・社会福祉学関係 １０ １１ １３

理 学 関 係 １０ １１ １３

工 学 関 係 １０ １１ １３

家 政 関 係 ８ １０ １２

美 術 関 係 ８ １０ １２

音 楽 関 係 ８ １０ １２

備考

１　この表に定める入学定員及び教員数は、学科に専攻課程を置く場合については、専攻課程の

入学定員及び教員数とする。

２　この表に定める教員数の 3 割以上は原則として教授とする。

３　入学定員がこの表に定める数を超える場合には、その超える入学定員に応じて、1,000 人に

つき教員 2 人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。

４　修業年限 3 年の短期大学（短期大学設置基準第 19 条の規定により卒業の要件として 62 単

位以上を修得することとする短期大学を除く。）の学科については、この表に定める教員数（入

学定員がこの表に定める数を超える場合には、前号の規定により算定した教員数とする。）に

この表に定める教員数の 3 割に相当する数を加えたものとする。
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５　学科又は専攻課程を 2 以上置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相

当数の教員を減ずるものとする。

６　この表に掲げる分野以外の分野に属する学科の教員数については、当該学科の属する分野に

類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定め

る。

別表第２　（第 10 条関係）

同一分野に属する
　学科の収容定員

2,000 人までの

場合の面積（平

方メートル）

4,000 人までの

場合の面積（平

方メートル）

6,000 人までの

場合の面積（平

方メートル）

8,000 人までの

場合の面積（平

方メートル）
学科の
属する分野の区分

文 学 関 係 ２，０５０ ３，４５０ ５，０５０ ６，６００

教育学・保育学関係 ２，７５０ ４，８５０ ７，０５０ ９，３００

法 学 関 係 ２，２００ ３，６００ ５，１００ ６，７００

経済学関係 ２，２００ ３，６００ ５，１００ ６，７００

社会学・社会福祉学
関係  

２，２００ ３，６００ ５，１００ ６，７００

理 学 関 係 ３，７３０ ６，６６０ ９，８００ １２，９４０

工 学 関 係 ３，８９０ ６，９５０ １０，２３０ １３，５１０

家 政 関 係 ２，７５０ ４，８５０ ７，０５０ ９，３００

美 術 関 係 ３，５００ ６，２５０ ９，２００ １２，１５０

音 楽 関 係 ２，３５０ ４，１４０ ６，０２０ ７，９４０

備考

１　この表に掲げる面積には、講堂、寄宿舎、附属施設等の面積は含まない。

２　同一分野に属する学科の収容定員が 8,000 人を超える場合には、2,000 人を増すごとに、こ

の表に定める 8,000 人までの場合の面積から 6,000 人までの場合の面積を減じて算出される

数を加算するものとする。

３　短期大学設置基準第 17 条第 1 項の科目等履修生その他の学生以外の者を同一分野に属する

学科の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に

定める面積に相当数の面積を加えたものとする。

４　この表に掲げる分野以外の分野に属する学科に係る面積については、当該学科の属する分野

に類似するこの表に掲げる分野の例によるものとする。ただし、これにより難い場合は別に定

める。
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資料２ 　大学（短期大学）関係教育法令（抜粋資料）
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□　大学（短期大学）関係教育法令（抜粋資料）

１）教育基本法

( 平成18年12月22日 ）　
法 律 第 1 2 0 号　　

　教育基本法（昭和 22 年法律第 25 号）の全部を改正する。我々日本国民は、たゆまぬ努力に 

よって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向

上に貢献することを願うものである。

　我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊

び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創

造を目指す教育を推進する。

　ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、我が国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、

その振興を図るため、この法律を制定する。

　（教育の目的）

第１条　 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質

を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

　（教育の目標）

第２条　 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成す

るよう行われるものとする。

一　幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うととも

に、健やかな身体を養うこと。

二　個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとと

もに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三　正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主

体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四　生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五　伝統と文化を尊重し、それをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、

国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

　（生涯学習の理念）

第３条　 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯に

わたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生か
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すことのできる社会の実現が図られなければならない。

　（教育の機会均等）

第４条　 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければなら 

ず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

２　国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよ

う、教育上必要な支援を講じなければならない。

３　国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対

して、奨学の措置を講じなければならない。

　　　　　（略）

　（学校教育）

第６条　 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律の定

める法人のみが、これを設置することができる。

２　前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じ 

て、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、

学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めるこ

とを重視して行われなければならない。

　（大学）

第７条　 大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究し

て新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する

ものとする。

２　大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなけれ

ばならない。

　（私立学校）

第８条　 私立学校の有する公の性質及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、国及び

地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振

興に努めなければならない。

　　　　　（以下略）
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２）学校教育法

( 昭和22年3月31日 ）　
法 律 第 2 6 号　　

最終改正　平成 23 年 5 月 2 日　法律第 37 号

　〔学校の範囲〕

第１条　この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学

校、大学及び高等専門学校とする。

　〔学校の設置者〕

第２条　学校は、国（国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 2 条第 1 項に規定する国立

大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。）、地方公共団体（地方独立

行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 68 条第 1 項に規定する公立大学法人を含む。次項に

おいて同じ。）及び私立学校法第３条に規定する学校法人（以下学校法人と称する。）のみが、こ

れを設置することができる。

２　この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学

校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。

　〔設置基準〕

第３条　学校を設置しようとする者は、学校の種類に応じ、文部科学大臣の定める設備、編制その

他に関する設置基準に従い、これを設置しなければならない。

　〔設置廃止等の認可〕

第４条　次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項（次条において

「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可を受けなければならない。これ

らの学校のうち、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の 

課程」という。）、夜間その他特別の時間又は時期において授業を行う課程（以下「定時制の課 

程」という。）及び通信による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、大学の学部、

大学院及び大学院の研究科並びに第 108 条第 2 項の大学の学科についても、同様とする。

　一　公立又は私立の大学及び高等専門学校　文部科学大臣

　二　市町村の設置する高等学校、中等教育学校及び特別支援学校　都道府県の教育委員会

　三　私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校　都道府県知事

２　前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる学校を設置する者は、次に掲げる事項を行うと

きは、同項の認可を受けることを要しない。この場合において、当該学校を設置する者は、文部

科学大臣の定めるところにより、あらかじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

　一�　大学の学部若しくは大学院の研究科又は第 108 条第 2 項の大学の学科の設置であって、当

該大学が授与する学位の種類及び分野の変更を伴わないもの
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　二　大学の学部若しくは大学院の研究科又は第 108 条第 2 項の大学の学科の廃止

　三　前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

３　文部科学大臣は、前項の届出があった場合において、その届出に係る事項が、設備、授業その

他の事項に関する法令の規定に適合しないと認めるときは、その届出をした者に対し、必要な措

置をとるべきことを命ずることができる。

４　第 2 項第一号の学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が、これを定める。

　〔学校の管理・経費の負担〕

第４条の２　市町村は、その設置する幼稚園の設置廃止等を行おうとするときは、あらかじめ、都

道府県の教育委員会に届け出なければならない。

第５条　学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、そ

の学校の経費を負担する。

　〔授業料〕

第６条　学校においては、授業料を徴収することができる。ただし、国立又は公立の小学校及び中

学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部における義務教育について

は、これを徴収することができない。

　〔校長・教員〕

第７条　学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

　〔校長・教員の資格に関する事項について監督庁への委任〕

第８条　校長及び教員（教育職員免許法（昭和 24 年法律第 147 号）の適用を受ける者を除く。）

の資格に関する事項は、別に法律で定めるもののほか、文部科学大臣がこれを定める。

　〔校長・教員の欠格事由〕

第９条　次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。

　一　成年被後見人又は被保佐人

　二　禁錮
こ

　　　　　以上の刑に処せられた者

　三�　教育職員免許法第 10 条第 1 項第二号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該

失効の日から 3 年を経過しない者

　四�　教育職員免許法第 11 条第 1 項又は第 2 項の規定により免許状取上げの処分を受け、3 年を

経過しない者

　五�　日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊する

ことを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

　〔私立学校の校長届出義務〕

第10条　私立学校は、校長を定め、大学及び高等専門学校にあっては文部科学大臣に、大学及び高
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等専門学校以外の学校にあっては都道府県知事に届け出なければならない。

　〔学生・生徒等の懲戒〕

第11条　校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、

児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

　〔健康診断等〕

第12条　学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員

の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければな

らない。

　〔学校閉鎖命令〕

第13条　第 4 条第 1 項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それ

ぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。

　一　法令の規定に故意に違反したとき

　二　法令の規定によりその者がした命令に違反したとき

　三　６箇月以上授業を行わなかったとき

２�　前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。この場合において、同項中「それぞれ同

項各号に定める者」とあり、及び同項第二号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」

と読み替えるものとする。

　〔設備・授業等の変更命令〕

第14条　大学及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大

学及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事は、当該学校が、設備、授業その他

の事項について、法令の規定又は都道府県の教育委員会若しくは都道府県知事の定める規程に違

反したときは、その変更を命じることができる。

第15条　文部科学大臣は、公立又は私立の大学及び高等専門学校が、設備、授業その他の事項につ

いて、法令の規定に違反していると認めるときは、当該学校に対し、必要な措置をとるべきこと

を勧告することができる。

２　文部科学大臣は、前項の規定による勧告によってもなお当該勧告に係る事項（次項において「勧

告事項」という。）が改善されない場合には、当該学校に対し、その変更を命ずることができる。

３　文部科学大臣は、前項の規定による命令によってもなお勧告事項が改善されない場合には、当

該学校に対し、当該勧告事項に係る組織の廃止を命ずることができる。

４　文部科学大臣は、第 1 項の規定による勧告又は第 2 項若しくは前項の規定による命令を行う

ために必要があると認めるときは、当該学校に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

　〔子女使用者の義務〕

第16条　保護者（子に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、未成年後見人）をいう。
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以下同じ。）は、次条に定めるところにより、子に 9 年の普通教育を受けさせる義務を負う。

第17条　保護者は、子の満 6 歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満 12 歳に

達した日の属する学年の終りまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を

負う。ただし、子が、満 12 歳に達した日の属する学年の終りまでに小学校又は特別支援学校の

小学部の課程を修了しないときは、満 15 歳に達した日の属する学年の終わり（それまでの間に

おいて当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり）までとする。

２　保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以降における最初

の学年の初めから、満 15 歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学

校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。

３　前２項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。

第18条　前第 1 項又は第 2 項の規定によって、保護者が就学させなければならない子（以下それ

ぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。）で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由の

ため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定

めるところにより、同条第 1 項又は第 2 項の義務を猶予又は免除することができる。

第19条　経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、

市町村は、必要な援助を与えなければならない。

第20条　学齢児童又は学齢生徒を使用する者は、その使用によって、当該学齢児童又は学齢生徒が、

義務教育を受けることを妨げてはならない。

第21条　義務教育として行われる普通教育は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）第 5 条第 2

項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一　学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断

力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこ

と。

二　学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に

寄与する態度を養うこと。

三　我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをは

ぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、

他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

四　家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理

解と技能を養うこと。

五　読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

六　生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

七　生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎



233

的な能力を養うこと。

八　健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心

身の調和的発達を図ること。

九　生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養う

こと。

十　職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選

択する能力を養うこと。

　〔目　的〕

第22条　幼稚園は、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健

やかな成長のために適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。

　〔目　標〕

第23条　幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成する

よう行われるものとする。

一　健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図

ること。

二　集団生活を通じて、喜んでこれに参加する態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を

深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

三　身辺な社会生活、生命及び自然に対する興味を養い、それらに対する正しい理解と態度及び

思考力の芽生えを養うこと。

四　日常の会話や、絵本、童話等に親しむことを通じて、言葉の使い方を正しく導くとともに、

相手の話を理解しようとする態度を養うこと。

五　音楽、身体による表現、造形等に親しむことを通じて、豊かな感性と表現力の芽生えを養う

こと。

第24条　幼稚園においては、第 22 条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼児期の

教育に関する各般の問題につき、保護者及び地域住民その他の関係者からの相談に応じ、必要な

情報の提供及び助言を行うなど、家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとす 

る。

　〔保育内容〕

第25条　幼稚園の教育課程その他の保育内容に関する事項は、第 22 条及び第 23 条の規定に従い、

文部科学大臣が定める。

　〔入園資格〕

第26条　幼稚園に入園することのできる者は、満３歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児

とする。
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　〔園長・教頭・教諭その他の職員〕

第27条　幼稚園には、園長、教頭及び教諭を置かなければならない。

２　幼稚園には、前項に規定するもののほか、副園長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教諭、

事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。

３　第１項の規定にかかわらず、副園長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を置かな

いことができる。

４　園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

５　副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

６　教頭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）を助け、園務を整理し、及

び必要に応じ幼児の保育をつかさどる。

７　主幹教諭は、園長（副園長を置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）及び教頭を助け、命を

受けて園務の一部を整理し、並びに幼児の保育をつかさどる。

８　指導教諭は、幼児の保育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、保育の改善及び充

実のために必要な指導及び助言を行う。

９　教諭は、幼児の保育をつかさどる。

10　特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこ

とができる。

11　学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第７項の規定にかかわらず、園長（副園長を

置く幼稚園にあっては、園長及び副園長）及び教頭を助け、命を受けて園務の一部を整理し、並

びに幼児の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

　〔準用規定〕

第28条　第 37 条第 6 項、第 8 項及び第 12 項から第 17 項まで並びに第 42 条から第 44 条までの

規定は、幼稚園に準用する。

　〔目的〕

第29条　小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを

施すことを目的とする。

　〔目標〕

第30条　小学校における教育は、前条に規定する目的を実現するために必要な程度において第 21

条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

２　前項の場合においては、生涯にわたり学習する基盤が培われるよう、基礎的な知識及び技能を

習得させるとともに、これらを活用して課題を解決すために必要な思考力、判断力、表現力その

他の能力をはぐくみ、主体的に学習に取り組む態度を養うことに、特に意を用いなければならな

い。
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第31条　小学校においては、前条第 1 項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに

当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動

その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関

係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

　〔修業年限〕

第32条　小学校の修業年限は、６年とする。

　〔教科〕

第33条　小学校の教育課程に関する事項は、第 29 条及び第 30 条の規定に従い、文部科学大臣が、

これを定める。

　〔教科用図書・教材〕

第34条　小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を

有する教科用図書を使用しなければならない。

２　前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができ

る。

３　第１項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等（国家行政組織法

（昭和 23 年法律第 120 号）第 8 条に規定する機関をいう。以下同じ。）については、政令で定める。

　〔児童の出席停止〕

第35条　市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の 1 又は 2 以上を繰り返し行う等性行不良であっ

て他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停

止を命ずることができる。

　一　他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

　二　職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

　三　施設又は設備を損壊する行為

　四　授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

２　市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意

見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

３　前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定

めるものとする。

４　市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支

援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

　〔学齢未満子女の出席停止〕

第36条　学齢に達しない子は、小学校に入学させることができない。

　〔校長・教頭・教諭その他の職員〕
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第37条　小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

２　小学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭その他必要

な職員を置くことができる。

３　第１項の規定にかかわらず、副校長を置くときその他特別の事情のあるときは、教頭を、養護

をつかさどる主幹教諭を置くときは養護教諭を、特別の事情のあるときは事務職員を、それぞれ

置かないことができる。

４　校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

５　副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

６　副校長は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。

この場合において、副校長が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を

代理し、又は行う。

７　教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）を助け、校務を整理し、及

び必要に応じ児童の教育をつかさどる。

８　教頭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）に事故があるときは校長の

職務を代理し、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）が欠けたときは校長の

職務を行う。この場合において、教頭が二人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、

その職務を代理し、又は行う。

９　主幹教諭は、校長（副校長を置く小学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を

受けて校務の一部を整理し、並びに児童の教育をつかさどる。

10　指導教諭は、児童の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及

び充実のために必要な指導及び助言を行う。

11　教諭は、児童の教育をつかさどる。

12　養護教諭は、児童の養護をつかさどる。

13　栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。

14　事務職員は、事務に従事する。

15　助教諭は、教諭の職務を助ける。

16　講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

17　養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。

18　特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護

教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

19　学校の実情に照らし必要があると認めるときは、第９項の規定にかかわらず、校長（副校長を

置く小学校にあっては、校長及び副校長）及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並

びに児童の養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。
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　〔小学校設置義務〕

第38条　市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければなら

ない。

　〔市町村学校組合〕

第39条　市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、

市町村の組合を設けることができる。

　〔教育事務の委託〕

第40条　市町村は、前２条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に

代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託するこ

とができる。

２　前項の場合においては、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 14 第 3 項におい

て準用する同法第 252 条の 2 第 2 項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府

県の教育委員会」と読み替えるものとする。

　〔補　助〕

第41条　町村が、前２条の規定による負担に堪えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都

道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。

第42条　小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の

状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずること

により、その教育水準の向上に努めなければならない。

第43条　小学校は、当該小学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるととも

に、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該小学校の教育活動その他の学校運営

の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。

　〔私立小学校の所管庁〕

第44条　私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。

　〔目　的〕

第45条　中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行わ

れる普通教育を施すことを目的とする。

　〔目　標〕

第46条　中学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、第 21 条各号に掲げる目標

を達成するよう行われるものとする。

　〔修業年限〕

第47条　中学校の修業年限は、３年とする。

　〔教　科〕
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第48条　中学校の教育課程に関する事項は、第 45 条及び第 46 条の規定並びに次条において読み

替えて準用する第 30 条第 2 項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

　〔準用規定〕

第49条　第 30 条第 2 項、第 31 条、第 34 条、第 35 条及び第 37 条から第 44 条までの規定は、

中学校に準用する。この場合において、第 30 条第 2 項中「前項」とあるのは「第 46 条」と、

第 31 条中「前条第 1 項」とあるのは「第 46 条」と読み替えるものとする。

　〔目　的〕

第50条　高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普

通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

　〔目　標〕

第51条　高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次の各号に掲げる目標を

達成するよう行われるものとする。

一　義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び

健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。

二　社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。

三　個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の

発展に寄与する態度を養うこと。

　〔学科及び教科〕

第52条　高等学校の学科及び教育課程に関する事項は、前２条の規定及び第 62 条において読み替

えて準用する第 30 条第 2 項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

　〔定時制の課程〕

第53条　高等学校には、全日制の課程のほか、定時制の課程を置くことができる。

２　高等学校には、定時制の課程のみを置くことができる。

　〔通信制の課程〕

第54条　高等学校には、全日制の課程又は定時制の課程のほか、通信制の課程を置くことができる。

２　高等学校には、通信制の課程のみを置くことができる。

３　市町村の設置する高等学校については都道府県の教育委員会、私立の高等学校については都

道府県知事は、高等学校の通信制の課程のうち、当該高等学校の所在する都道府県の区域内に

住所を有する者のほか、全国的に他の都道府県の区域内に住所を有する者を併せて生徒とする

ものその他政令で定めるもの（以下この項において「広域の通信制の課程」という。）に係る第

４条第１項に規定する認可（政令で定める事項に係るものに限る。）を行うときは、あらかじめ、

文部科学大臣に届け出なければならない。都道府県の設置する高等学校の広域の通信制の課程
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について、当該都道府県の教育委員会がこの項前段の政令で定める事項を行うときも、同様と

する。

４　通信制の課程に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

　〔技能教育のための施設における学習〕

第55条　高等学校の定時制の課程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で当

該施設の所在地の都道府県の教育委員会の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長

は、文部科学大臣の定めるところにより、当該施設における学習を当該高等学校における教科の

一部の履修とみなすことができる。

２　前項の施設の指定に関し必要な事項は、政令で、これを定める。

　〔修業年限〕

第56条　高等学校の修業年限は、全日制の課程については、3 年とし、定時制の課程及び通信制の

課程については、3 年以上とする。

　〔入学資格〕

第57条　高等学校に入学することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若

しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同

等以上の学力があると認められた者とする。

　〔専攻科・別科〕

第58条　高等学校には、専攻科及び別科を置くことができる。

２　高等学校の専攻科は、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した

者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者に対し 

て、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業

年限は、１年以上とする。

３　高等学校の別科は、前条に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特別

の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1 年以上とする。

　〔入学・退学・転学等〕

第59条　高等学校に関する入学、退学、転学その他必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

　〔校長・教頭その他の職員〕

第60条　高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。

２　高等学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、養護教諭、栄養教

諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

３　第１項の規定にかかわらず、副校長を置くときは、教頭を置かないことができる。

４　実習助手は、実験又は実習について、教諭の職務を助ける。

５　特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くこ
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とができる。

６　技術職員は、技術に従事する。

第61条　高等学校に、全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程のうち 2 以上の課程を置く

ときは、それぞれの課程に関する校務を分担して整理する教頭を置かなければならない。ただ 

し、命を受けて当該課程に関する校務をつかさどる副校長を置かれる一の課程については、この

限りでない。

　〔準用規定〕

第62条　第 30 条第 2 項、第 31 条、第 34 条、第 37 条第 4 項から第 17 項まで及び第 19 項並び

に第 42 条から第 44 条までの規定は、高等学校に準用する。この場合において、第 30 条第 2

項中「前項」とあるのは「第 51 条」と、第 31 条中「前条第 1 項」とあるのは「第 51 条」と

読み替えるものとする。

　〔目　的〕

第63条　中等教育学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達及び進路に応じて、義務

教育として行われる普通教育並びに高度な普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とす

る。

　〔目　標〕

第64条　中等教育学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達

成するよう行われるものとする。

一　豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を

養うこと。

二　社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定

させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。

三　個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、社会の

発展に寄与する態度を養うこと。

　〔修業年限〕

第65条　中等教育学校の修業年限は、6 年とする。

　〔前期課程及び後期課程〕

第66条　中等教育学校の課程は、これを前期３年の前期課程及び後期３年の後期課程に区分する。

　〔課程の目的及び目標〕

第67条　中等教育学校の前期課程における教育については、第 63 条に規定する目的のうち、小学

校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すこ

とを実現するため、第 21 条各号に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

２　中等教育学校の後期課程における教育は、第 63 条に規定する目的のうち、心身の発達及び進
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路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを実現するため、第 64 条各号に掲げる目

標を達成するよう行われるものとする。

　〔学科及び教科〕

第68条　中等教育学校の前期課程の教育課程に関する事項並びに後期課程の学科及び教育課程に関

する事項は、第 63 条、第 64 条及び前条の規定並びに第 70 条第 1 項において読み替えて準用

する第 30 条第 2 項の規定に従い、文部科学大臣が定める。

　〔校長・教頭・教諭その他の職員〕

第69条　中等教育学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。

２　中等教育学校には、前項に規定するもののほか、副校長、主幹教諭、指導教諭、栄養教諭、実

習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

３　第１項の規定にかかわらず、副校長を置くとき教頭を、養護をつかさどる主幹教諭を置くとき

は養護教諭を、それぞれ置かないことができる。

４　特別の事情のあるときは、第１項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護

教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。

　〔準用規定〕

第70条　第 30 条第 2 項、第 31 条、第 34 条、第 37 条第 4 項から第 17 項まで及び第 19 項、第

42 条から第 44 条まで、第 59 条並びに第 60 条第 4 項及び第 6 項の規定は中等教育学校に、第

53 条から第 55 条まで、第 58 条及び第 61 条の規定は中等教育学校の後期課程にそれぞれ準用

する。この場合において、第 30 条第 2 項中「前項」とあるのは、「第 64 条」と、第 31 条中「前

条第 1 項」とあるのは「第 64 条」と読み替えるものとする。

２　前項において準用する第 53 条又は第 54 条の規定により後期課程に定時制の課程又は通信制

の課程を置く中等教育学校については、第 65 条の規定にかかわらず、当該定時制の課程又は通

信制の課程に係る修業年限は、６年以上とする。この場合において、第 66 条中「後期３年の後

期課程」とあるのは、「後期３年以上の後期課程」とする。

第71条　同一の設置者が設置する中学校及び高等学校においては、文部科学大臣の定めるところに

より、中等教育学校に準じて、中学校における教育と高等学校における教育を一貫して施すこと

ができる。

　〔特別支援学校の目的〕

第72条　特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者又は病弱者（身体

虚弱者を含む。以下同じ。）に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施

すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授

けることを目的とする。

第73条　特別支援学校においては、文部科学大臣の定めるところにより、前条に規定する者に対す
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る教育のうち当該学校が行うものを明らかにするものとする。

第74条　特別支援学校においては、第 72 条に規定する目的を実現するための教育を行うほか、幼

稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の要請に応じて、第 81 条第 1 項に規定する

幼児、児童又は生徒の教育に関し必要な助言又は援助を行うよう努めるものとする。

　〔盲者等の心身の故障の程度の政令委任〕

第75条　第 72 条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢
し

体不自由者又は病弱者の障

害の程度は、政令で定める。

　〔小学部・中学部・幼稚部・高等部〕

第76条　特別支援学校には、小学部及び中学部を置かなければならない。ただし、特別の必要のあ

る場合においては、そのいずれかのみを置くことができる。

２　特別支援学校には、小学部及び中学部のほか、幼稚部又は高等部を置くことができ、また、特

別の必要のある場合においては、前項の規定にかかわらず、小学部及び中学部を置かないで幼稚

部又は高等部のみを置くことができる。

　〔盲学校・聾学校・養護学校の学科・教科〕

第77条　特別支援学校の幼稚部の教育課程その他の保育内容、小学部及び中学部の教育課程又は高

等部の学科及び教育課程に関する事項は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準じて、文部

科学大臣が定める。

　〔寄宿舎〕

第78条　特別支援学校には、寄宿舎を設けなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、

これを設けないことができる。

　〔寄宿舎指導員〕

第79条　寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿舎指導員を置かなければならない。

２　寄宿舎指導員は、寄宿舎における幼児、児童又は生徒の日常生活上の世話及び生活指導に従事

する。

　〔特別支援学校の設置義務〕

第80条　都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、

知的障害者、肢
し

体不自由者又は病弱者で、その障害が、第 75 条の政令で定める程度のものを就

学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。

　〔特殊学級〕

第81条　幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校においては、次項各号のいずれかに

該当する幼児、児童及び生徒その他教育上特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対し、

文部科学大臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上の困難を克服するための教育

を行うものとする。
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２　小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校には、次の各号のいずれかに該当する児童及び生

徒のために、特別支援学級を置くことができる。

　一　知的障害者

　二　肢体不自由者

　三　身体虚弱者

　四　弱視者

　五　難聴者

　六　その他障害のある者で、特別支援学級において教育を行うことが適当なもの

３　前項に規定する学校においては、疾病により療養中の児童及び生徒に対して、特別支援学級を

設け、又は教員を派遣して、教育を行うことができる。

　〔準用規定〕

第82条　第 26 条、第 27 条、第 31 条（第 49 条及び第 62 条において読み替えて準用する場合を

含む。）、第 32 条、第 34 条（第 49 条及び第 62 条において準用する場合を含む。）、第 36 条、

第 37 条（第 28 条、第 49 条及び第 62 条において準用する場合を含む。）、第 42 条から第 44

条まで、第 47 条及び第 56 条から第 60 条までの規定は特別支援学校に、第 84 条の規定は特別

支援学校の高等部に、それぞれ準用する。

　〔目　的〕

第83条　大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、

知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。

２　大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することによ

り、社会の発展に寄与するものとする。

第84条　大学は、通信による教育を行うことができる。

　〔学　部〕

第85条　大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究上の目的を達成す

るため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研究上の基本となる組織を置くこと

ができる。

　〔夜間において授業を行う学部〕

第86条　大学には、夜間において授業を行う学部又は通信による教育を行う学部を置くことができ

る。

　〔修業年限〕

第87条　大学の修業年限は、4 年とする。ただし、特別の専門事項を教授研究する学部及び前条の

夜間において授業を行う学部については、その修業年限は、4 年を超えるものとすることができ

る。
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２　医学、歯学又は獣医学を履修する課程については、前項本文の規定にかかわらず、その修業年

限は、６年とする。

　〔相当期間の修業年限への通算〕

第88条　大学の学生以外の者として１の大学において一定の単位を修得した者が当該大学に入学す

る場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるとき

は、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案して大学が定める

期間を修業年限に通算することができる。ただし、その期間は、当該大学の修業年限の 2 分の 1

を超えてはならない。

　〔修業年限の特例〕

第89条　大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生（第 87 条第 2 項に規定す

る課程に在学するものを除く。）で当該大学に 3 年（同条第 1 項ただし書の規定により修業年限

を４年を超えるものとする学部の学生にあっては、3 年以上で文部科学大臣の定める期間）以上

在学したもの（これに準ずるものとして文部科学大臣の定める者を含む。）が、卒業の要件とし

て当該大学の定める単位を優秀な成績で修得したと認める場合には、同項の規定にかかわらず、

その卒業を認めることができる。

　〔入学資格〕

第90条　大学に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは

通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程によりこれに相当する

学校教育を修了した者を含む。）又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学

力があると認められた者とする。

２　前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する大学は、文部科学大臣の定めるところにより、

高等学校に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣が定

める者を含む。）であって、当該大学の定める分野において特に優れた資質を有すると認めるも

のを、当該大学に入学させることができる。

　一　当該分野に関する教育研究が行われている大学院が置かれていること。

二　当該分野における特に優れた資質を有する者の育成を図るのにふさわしい教育研究上の実績

及び指導体制を有すること。

　〔専攻科及び別科〕

第91条　大学には、専攻科及び別科を置くことができる。

２　大学の専攻科は、大学を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上

の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を教授し、その研究を

指導することを目的とし、その修業年限は、1 年以上とする。

３　大学の別科は、前条第 1 項に規定する入学資格を有する者に対して、簡易な程度において、特
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別の技能教育を施すことを目的とし、その修業年限は、1 年以上とする。

　〔学長・教授その他の職員〕

第92条　大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければならない。ただし、

教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置かないこと

ができる。

２　大学には、前項のほか、副学長、学部長、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

３　学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督する。

４　副学長は、学長の職務を助ける。

５　学部長は、学部に関する校務をつかさどる。

６　教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有

する者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

７　准教授は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有す

る者であって、学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

８　助教は、専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、

学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する。

９　助手は、その所属する組織における教育研究の円滑な実施に必要な業務に従事する。

10　講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

　〔教授会〕

第93条　大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。

２　教授会の組織には、准教授その他の職員を加えることができる。

　〔大学設置基準についての諮問〕

第94条　大学について第 3 条に規定する設置基準を定める場合及び第 4 条第 4 項に規定する基準

を定める場合には、文部科学大臣は、審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

　〔大学設置の認可についての諮問〕

第95条　大学の設置の認可を行う場合及び大学に対し第 4 条第 3 項若しくは第 15 条第 2 項若しく

は第 3 項の規定による命令又は同条第 1 項の規定による勧告を行う場合には、文部科学大臣は、

審議会等で政令で定めるものに諮問しなければならない。

　〔研究施設の附置〕

第96条　大学には、研究所その他の研究施設を附置することができる。

　〔大学院の設置〕

第97条　大学には、大学院を置くことができる。

　〔公私立大学の所轄庁〕

第98条　公立又は私立の大学は、文部科学大臣の所轄とする。
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　〔大学院の目的〕

第99条　大学院は、学術の理論及び応用を教授研究し、その深奥をきわめ、又は高度の専門性が求

められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い、文化の進展に寄与することを目的

とする。

２　大学院のうち、学術の理論及び応用を教授研究し、高度の専門性が求められる職業を担うため

の深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは、専門職大学院とする。

　〔研究科〕

第100条　大学院を置く大学には、研究科を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究

上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、文部科学大臣の定めるところによ

り、研究科以外の教育研究上の基本となる組織を置くことができる。

第101条　大学院を置く大学には、夜間において授業を行う研究科又は通信による教育を行う研究

科を置くことができる。

　〔大学院の入学資格〕

第102条　大学院に入学することのできる者は、第 83 条の大学を卒業した者又は文部科学大臣の

定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。ただし、研究科の教

育研究上必要がある場合においては、当該研究科に係る入学資格を、修士の学位若しくは第 104

条第 1 項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者又は文部科学大臣の定めるところによ

り、これと同等以上の学力があると認められた者とすることができる。

２　前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第

83 条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者（これに準ずる者として文部科学大臣

が定める者を含む。）であって、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績で修得したと

認めるものを、当該大学院に入学させることができる。

　〔学部を置くことなく大学院を置く大学〕

第�103条　教育研究上特別の必要がある場合においては、第 85 条の規定にかかわらず、学部を置

くことなく大学院を置くものを大学とすることができる。

　〔学位の授与〕

第104条　大学（第 108 条第 2 項の大学（以下この条において「短期大学」という。）を除く。以

下この条において同じ。）は、文部科学大臣の定めるところにより、大学を卒業した者に対し学

士の学位を、大学院（専門職大学院を除く。）の課程を修了した者に対し修士又は博士の学位を、

専門職大学院の課程を修了した者に対し文部科学大臣の定める学位を授与するものとする。

２　大学は、文部科学大臣の定めるところにより、前項の規定により博士の学位を授与された者と

同等以上の学力があると認める者に対し、博士の学位を授与することができる。

３　短期大学は、文部科学大臣の定めるところにより、短期大学を卒業した者に対し短期大学士の



247

学位を授与するものとする。

４　独立行政法人大学評価・学位授与機構は、文部科学大臣の定めるところにより、次の各号に掲

げる者に対し、当該各号に定める学位を授与するものとする。

一　短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者又はこれに準ずる者で、大学における一定の単

位の修得又はこれに相当するものとして文部科学大臣の定める学習を行い、大学を卒業した者

と同等以上の学力を有すると認める者　学士

二　学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち当該教育を行うにつき他の法

律に特別の規定があるものに置かれる課程で、大学又は大学院に相当する教育を行うと認める

ものを修了した者　学士、修士又は博士

５　学位に関する事項を定めるについては、文部科学大臣は、第 94 条の政令で定める審議会等に

諮問しなければならない。

第105条　大学は、文部科学大臣の定めるところにより、当該大学の学生以外の者を対象とした特

別の課程を編成し、これを修了した者に対し、修了の事実を証する証明書を交付することができ

る。

　〔名誉教授〕

第106条　大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者で 

あって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教

授の称号を授与することができる。

　〔公開講座〕

第107条　大学においては、公開講座の施設を設けることができる。

２　公開講座に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

　〔短期大学〕

第108条　大学は、第 83 条第 1 項に規定する目的に代えて、深く専門の学芸を教授研究し、職業

又は実際生活に必要な能力を育成することを主な目的とすることができる。

２　前項に規定する目的をその目的とする大学は、第 87 条第 1 項の規定にかかわらず、その修業

年限を２年又は３年とする。

３　前項の大学は、短期大学と称する。

４　第 2 項の大学には、第 85 条及び第 86 条の規定にかかわらず、学部を置かないものとする。

５　第 2 項の大学には、学科を置く。

６　第 2 項の大学には、夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を置くことが

できる。

７　第 2 項の大学を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、第 83 条の大学に編入学

することができる。
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８　第 97 条の規定は、第 2 項の大学については適用しない。

　〔大学審議会〕

第109条　大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、

当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備（次項において「教育研究等」とい

う。）の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。

２　大学は、前項の措置に加え、当該大学の教育研究等の総合的な状況について、政令で定める期

間ごとに、文部科学大臣の認証を受けた者（以下「認証評価機関」という。）による評価（以下

「認証評価」という。）を受けるものとする。ただし、認証評価機関が存在しない場合その他特別

の事由がある場合であって、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

３　専門職大学院を置く大学にあっては、前項に規定するもののほか、当該専門職大学院の設置の

目的に照らし、当該専門職大学院の教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、政

令で定める期間ごとに、認証評価を受けるものとする。ただし、当該専門職大学院の課程に係る

分野について認証評価を行う認証評価機関が存在しない場合その他特別の事由がある場合であっ

て、文部科学大臣の定める措置を講じているときは、この限りでない。

４　前 2 項の認証評価は、大学からの求めにより、大学評価基準（前 2 項の認証評価を行うため

に認証評価機関が定める基準をいう。次条において同じ。）に従って行うものとする。

第110条　認証評価機関になろうとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、申請により、

文部科学大臣の認証を受けることができる。

２　文部科学大臣は、前項の規定による認証の申請が次の各号のいずれにも適合すると認めるとき

は、その認証をするものとする。

　一　大学評価基準及び評価方法が認証評価を適確に行うに足りるものであること。

　二　認証評価の公正かつ適確な実施を確保するために必要な体制が整備されていること。

三　第４項に規定する措置（同項に規定する通知を除く。）の前に認証評価の結果に係る大学か

らの意見の申立ての機会を付与していること。

四　認証評価を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人（人格のない社団又は財団

で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次号において同じ。）であること。

五　次条第 2 項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から 2 年を経過しない法人で

ないこと。

　六　その他認証評価の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。

３　前項に規定する基準を適用するに際して必要な細目は、文部科学大臣が、これを定める。

４　認証評価機関は、認証評価を行ったときは、遅滞なく、その結果を大学に通知するとともに、文

部科学大臣の定めるところにより、これを公表し、かつ、文部科学大臣に報告しなければならない。

５　認証評価機関は、大学評価基準、評価方法その他文部科学大臣の定める事項を変更しようとす
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るとき、又は認証評価の業務の全部若しくは一部を休止若しくは廃止しようとするときは、あら

かじめ、文部科学大臣に届け出なければならない。

６　文部科学大臣は、認証評価機関の認証をしたとき、又は前項の規定による届出があったときは、

その旨を官報で公示しなければならない。

第111条　文部科学大臣は、認証評価の公正かつ適確な実施が確保されないおそれがあると認める

ときは、認証評価機関に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

２　文部科学大臣は、認証評価機関が前項の求めに応じず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提

出をしたとき、又は前条第２項及び第３項の規定に適合しなくなったと認めるときその他認証評

価の公正かつ適確な実施に著しく支障を及ぼす事由があると認めるときは、当該認証評価機関に

対してこれを改善すべきことを求め、及びその求めによってもなお改善されないときは、その認

証を取り消すことができる。

３　文部科学大臣は、前項の規定により認証評価機関の認証を取り消したときは、その旨を官報で

公示しなければならない。

第112条　文部科学大臣は、次に掲げる場合には、第 94 条の政令で定める審議会等に諮問しなけ

ればならない。

　一　認証評価機関の認証をするとき。

　二　第 110 条第 3 項の細目を定めるとき。

　三　認証評価機関の認証を取り消すとき。

第113条　大学は、教育研究の成果の普及及び活用の促進に資するため、その教育研究活動の状況

を公表するものとする。

　〔準用規定〕

第114条　第 37 条第 14 項及び第 60 条第 6 項の規定は、大学に準用する。

　〔目　的〕

第115条　高等専門学校は、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的と

する。

２　高等専門学校は、その目的を実現するための教育を行い、その成果を広く社会に提供すること

により、社会の発展に寄与するものとする。

　〔学　科〕

第116条　高等専門学校には、学科を置く。

２　前項の学科に関し必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。

　〔修業年限〕

第117条　高等専門学校の修業年限は、5 年とする。ただし、商船に関する学科については、5 年 6

月とする。



250

　〔入学資格〕

第118条　高等専門学校に入学することのできる者は、第 57 条に規定する者とする。

　〔専攻科〕

第119条　高等専門学校には、専攻科を置くことができる。

２　高等専門学校の専攻科は、高等専門学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによ 

り、これと同等以上の学力があると認められた者に対して、精深な程度において、特別の事項を

教授し、その研究を指導することを目的とし、その修業年限は、1 年以上とする。

　〔校長・教授・その他の職員〕

第120条　高等専門学校には、校長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなければなら 

ない。ただし、教育上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授、助教又は助手を置

かないことができる。

２　高等専門学校には、前項のほか、講師、技術職員その他必要な職員を置くことができる。

３　校長は、校務を掌り、所属職員を監督する。

４　教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者で

あって、学生を教授する。

５　准教授は、専攻分野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であっ

て、学生を教授する。

６　助教は、専攻分野について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教

授する。

７　助手は、その所属する組織における教育の円滑な実施に必要な業務に従事する。

８　講師は、教授又は准教授に準ずる職務に従事する。

　〔準学士〕

第121条　高等専門学校を卒業した者は、準学士と称することができる。

　〔卒業者の大学への編入学〕

第122条　高等専門学校を卒業した者は、文部科学大臣の定めるところにより、大学に編入学する

ことができる。

　〔準用規定〕

第123条　第 37 条第 9 項、第 59 条、第 60 条第 5 項、第 94 条（設置基準に係る部分に限る）、第

95 条、第 98 条、第 105 条から第 107 条まで、第 109 条（第 3 項を除く。）及び第 110 条から

第 113 条までの規定は、高等専門学校に準用する。

　〔専修学校〕

第124条　第 1 条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、

又は教養の向上を図ることを目的として次の各号に該当する組織的な教育を行うもの（当該教育
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を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び我が国に居住する外国人を専ら対象とするも

のを除く。）は、専修学校とする。

　一　修業年限が１年以上であること。

　二　授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上であること。

　三　教育を受ける者が常時 40 人以上であること。

　〔高等課程・専門課程・一般課程〕

第125条　専修学校には、高等課程、専門課程又は一般課程を置く。

２　専修学校の高等課程においては、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等

教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力

があると認められた者に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて前条の

教育を行うものとする。

３　専修学校の専門課程においては、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を

卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者に対

して、高等学校における教育の基礎の上に、前条の教育を行うものとする。

４　専修学校の一般課程においては、高等課程又は専門課程の教育以外の前条の教育を行うものと

する。

　〔名　称〕

第126条　高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる。

２　専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる。

　〔設置者〕

第127条　専修学校は、国及び地方公共団体のほか、次に該当する者でなければ、設置することが

できない。

　一　専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

二　設置者（設置者が法人である場合にあっては、その経営を担当する当該法人の役員とする。

次号において同じ。）が専修学校を経営するために必要な知識又は経験を有すること。

　三　設置者が社会的信望を有すること。

　〔設置基準〕

第128条　専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければ

ならない。

　一　目的、生徒の数又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数

二　目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない校地及び校舎の面積並びにそ

の位置及び環境

　三　目的、生徒の数又は課程の種類に応じて有しなければならない設備
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　四　目的又は課程の種類に応じた教育課程及び編制の大綱

　〔校長及び教員〕

第129条　専修学校には、校長及び相当数の教員を置かなければならない。

２　専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術又は文化に関する業務に従事

した者でなければならない。

３　専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識又は技能に関し、文部科学大臣の

定める資格を有する者でなければならない。

　〔設置廃止等の認可〕

第130条　国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止（高等課程、専門

課程又は一般課程の設置廃止を含む。）、設置者の変更及び目的の変更は、市町村の設置する専修

学校にあっては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあっては都道府県知事の認可を受けな

ければならない。

２　都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、専修学校の設置（高等課程、専門課程又は一般

課程の設置を含む。）の認可の申請があったときは、申請の内容が第 124 条、第 125 条及び前 3

条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。

３　前項の規定は、専修学校の設置者の変更及び目的の変更の認可の申請があった場合について準

用する。

４　都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、第 1 項の認可をしない処分をするときは、理由を

付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。

　〔名称・位置又は学則変更等の監督庁への届出〕

第131条　国又は都道府県が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する

専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場合に該当すると 

きは、市町村の設置する専修学校にあっては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあって

は都道府県知事に届け出なければならない。

　〔大学への編入学〕

第132条　専修学校の専門課程（修業年限が 2 年以上であることその他の文部科学大臣の定める基

準を満たすものに限る。）を修了した者（第 90 条第 1 項に規定する者に限る。）は、文部科学大

臣の定めるところにより、大学に編入学することができる。

　〔準用規定〕

第133条　第 5 条、第 6 条、第 9 条から第 12 条まで、第 13 条第 1 項、第 14 条及び第 42 条から

第 44 条までの規定は専修学校に、第 105 条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。この

場合において、第 10 条中「大学及び高等専門学校にあっては文部科学大臣に、大学及び高等専

門学校以外の学校にあっては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、同項中「第 4
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条第 1 項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する専修学校又は私立の専修学校」と、「同

項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中「そ

の者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第 14 条中「大学及び高

等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学

校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する専修学校については

都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と読み替えるものとする。

２　都道府県の教育委員会又は都道府県知事は、前項において準用する第 13 条第 1 項の規定によ

る処分をするときは、理由を付した書面をもって当該専修学校の設置者にその旨を通知しなけれ

ばならない。

　〔各種学校〕

第134条　第 1 条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの（当該教育を行う

につき他の法律に特別の規定があるもの及び第 124 条に規定する専修学校の教育を行うものを

除く。）は、各種学校とする。

２　第 4 条第 1 項前段、第 5 条から第 7 条まで、第 9 条から第 11 条まで、第 13 条第１項、第

14 条及び第 42 条から第 44 条までの規定は、各種学校に準用する。この場合において、第 4 条

第 1 項前段中「次の各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各

種学校」と、「当該各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会または都道府県知事」 

と、第 10 条中「大学及び高等専門学校にあっては文部科学大臣に、大学及び高等専門学校以外

の学校にあっては都道府県知事に」とあるのは「都道府県知事に」と、第 13 条第 1 項中「第 4

条第 1 項各号に掲げる学校」とあるのは「市町村の設置する各種学校又は私立の各種学校」と、 

「同項各号に定める者」とあるのは「都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、同項第二号中 

「その者」とあるのは「当該都道府県の教育委員会又は都道府県知事」と、第 14 条中「大学及

び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学及び高等専

門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは「市町村の設置する各種学校につい

ては都道府県の教育委員会、私立の各種学校については都道府県知事」と読み替えるものとす 

る。

３　前項のほか、各種学校に関し必要な事項は、文部科学大臣がこれを定める。

　〔類似名称の使用禁止〕

第135条　専修学校、各種学校その他第 1 条に掲げるもの以外の教育施設は、同条に掲げる学校の

名称又は大学院の名称を用いてはならない。

２　高等課程を置く専修学校以外の教育施設は高等専修学校の名称を、専門課程を置く専修学校以

外の教育施設は専門学校の名称を、専修学校以外の教育施設は専修学校の名称を用いてはならな

い。
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　〔専修学校・各種学校設置の勧告及び教育の停止命令〕

第136条　都道府県の教育委員会（私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事）は、学校以

外のもの又は専修学校若しくは各種学校以外のものが専修学校又は各種学校の教育を行うものと

認める場合においては、関係者に対して、一定の期間内に専修学校設置又は各種学校設置の認可

を申請すべき旨を勧告することができる。ただし、その期間は、1 箇月を下ることができない。

２　都道府県の教育委員会（私人の経営に係るものにあっては、都道府県知事）は、前項に規定す

る関係者が、同項の規定による勧告に従わず引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行って

いるとき、又は専修学校設置若しくは各種学校設置の認可を申請したがその認可が得られなかっ

た場合において引き続き専修学校若しくは各種学校の教育を行っているときは、当該関係者に対

して、当該教育をやめるべき旨を命ずることができる。

３　都道府県知事は、前項の規定による命令をなす場合においては、あらかじめ私立学校審議会の

意見を聞かなければならない。

　〔学校施設の社会教育等への利用〕

第137条　学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施

設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。〔行政手続法の適用除外〕

第138条　第 17 条第 3 項の政令で定める事項のうち同条第 1 項又は第 2 項の義務の履行に関する

処分に該当するもので政令で定めるものについては、行政手続法（平成 5 年法律第 88 号）第 3

章の規定は、適用しない。

　〔不服申立ての制限〕

第139条　文部科学大臣がした大学又は高等専門学校の設置の認可に関する処分については、行政

不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）による不服申立てをすることができない。

　〔東京都の区の取扱〕

第140条　この法律における市には、東京都の区を含むものとする。

　〔学部以外の組織の取扱い〕

第141条　この法律（第 85 条及び第 100 条を除く。）及び他の法令（教育公務員特例法（昭和 24

年法律第 1 号）及び当該法令に特別の定めのあるものを除く。）において、大学の学部には第 85

条ただし書に規定する組織を含み、大学の大学院の研究科には第 100 条ただし書に規定する組

織を含むものとする。

　〔法律施行のため必要事項の命令への委任〕

第142条　この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機

関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、

これを定める。

　〔学校閉鎖命令違反等の罪〕
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第143条　第 13 条第１項（同条第 2 項、第 133 条第 1 項及び第 134 条第 2 項において準用する場

合を含む。）の規定による閉鎖命令又は第 136 条第 2 項の規定による命令に違反した者は、これ

を 6 月以下の懲役若しくは禁錮又は 20 万円以下の罰金に処する。

第144条　第 17 条第 1 項又は第 2 項の義務の履行の督促を受け、なお履行しない者は、10 万円以

下の罰金に処する。

　〔子女使用者の義務違反の罪〕

第145条　第 20 条の規定に違反した者は、これを 10 万円以下の罰金に処する。

　〔学校の名称専用違反の罪〕

第146条　第 135 条の規定に違反した者は、これを 10 万円以下の罰金に処する。

　　　　（以下略）

３）学校教育法施行令

( 昭和28年10月31日 ）　
政 令 第 3 4 0 号　　

最終改正　平 23 年 5 月 2 日　政令第 118 号　

　〔法第 4 条第 1 項の政令で定める事項〕

第23条　法第 4 条第 1 項（法第 134 条第 2 項において準用する場合を含む。）の政令で定める事項 

（法第 4 条の 2 に規定する幼稚園に係るものを除く。）は、次のとおりとする。

　一　市町村の設置する特別支援学校の位置の変更

　二�　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。第 10 号及び第 24 条において同じ。）の学科又

は市町村の設置する特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科の設置及び廃止

　三　特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置及び廃止

　四　市町村の設置する特別支援学校の高等部の学級の編制及びその変更

　五　特別支援学校の高等部における通信教育の開設及び廃止並びに大学における通信教育の開設

　六　私立の大学の学部の学科の設置

　七�　大学の大学院（専門職大学院を含む。）の研究科の専攻の設置及び当該専攻に係る課程（法

第 104 条第 1 項に規定する課程をいう。次条第 1 項第一号において同じ。）の変更

　八　高等専門学校の学科の設置

　九　市町村の設置する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の分校の設置及び廃止

　十�　高等学校の広域の通信制の課程（法第 54 条第 3 項（法第 70 条第 1 項において準用する場

合を含む。第 24 条及び第 24 条の 2 において同じ。）に規定する広域の通信制の課程をいう。
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以下同じ。）に係る学則の変更

　十一　私立の学校又は私立の各種学校の収容定員に係る学則の変更

２　法第４条の 2 に規定する幼稚園に係る法第４条第 1 項の政令で定める事項は、分校の設置及

び廃止とする。

　〔法第 4 条第 2 項第三号の政令で定める事項〕

第23条の２　法第 4 条第 2 項第三号の政令で定める事項は、次のとおりとする。

　一�　私立の大学の学部の学科の設置又は公立若しくは私立の大学の大学院（専門職大学院を含

む。）の研究科の専攻の設置若しくは専攻に係る課程の変更であって、当該大学が授与する学

位の種類及び分野の変更を伴わないもの

　二�　高等専門学校の学科の設置であって、当該高等専門学校が設置する学科の分野の変更を伴わ

ないもの

　三�　大学における通信教育の開設であって、当該大学が授与する通信教育に係る学位の種類及び

分野の変更を伴わないもの

　四�　私立の大学又は高等専門学校の収容定員（大学にあっては、通信教育及び文部科学大臣の定

める分野に係るものを除く。）に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増加を伴わ

ないもの

　五�　私立の大学の通信教育に係る収容定員に係る学則の変更であって、当該収容定員の総数の増

加を伴わないもの

２　前項第一号の学位の種類及び分野の変更、同項第二号の学科の分野の変更並びに同項第三号の

通信教育に係る学位の種類及び分野の変更に関する基準は、文部科学大臣が定める。

３　前項に規定する基準を定める場合には、文部科学大臣は、中央教育審議会に諮問しなければな

らない。

　　　　　（略）

　〔市町村立高等学校等の名称の変更等についての届出等〕

第26条　次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する幼稚園、高

等学校、中等教育学校及び特別支援学校（第二号の場合にあっては、特別支援学校を除く。）に

ついて都道府県の教育委員会に対し、市町村及び都道府県の教育委員会は、当該市町村又は都道

府県の設置する高等専門学校について文部科学大臣に対し、市町村長及び都道府県知事は、当該

市町村又は都道府県の設置する大学について文部科学大臣に対し、公立大学法人（地方独立行政

法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 68 条第 1 項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。）

の理事長は、当該公立大学法人の設置する大学及び高等専門学校について文部科学大臣に対し、

それぞれその旨を届け出なければならない。

　一　名称を変更しようとするとき。
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　二　位置を変更しようとするとき。

　三�　学則（高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。以下この条及び第 27 条の 2 において同じ。）

の広域の通信制の課程に係るものを除く。）を変更したとき。

　　　　　（略）

　〔通信教育に関する規程の変更についての届出〕

第27条　市町村の設置する特別支援学校の高等部又は市町村、都道府県若しくは公立大学法人の設

置する大学における通信教育に関する規程を変更しようとするときは、市町村の教育委員会は、

当該市町村の設置する特別支援学校の高等部について都道府県の教育委員会に対し、市町村長、

都道府県知事又は公立大学法人の理事長は、当該市町村、都道府県又は公立大学法人の設置する

大学について文部科学大臣に対し、それぞれその旨を届け出なければならない。

　　　　　（略）

　〔文部省令への委任〕

第28条　法及びこの節の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出及び報告の手続その他の細則に

ついては、文部科学省令で定める。

　〔学期及び休業日〕

第29条　公立の学校（大学を除く。）の学期及び夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日は、

市町村又は都道府県の設置する学校にあっては当該市町村又は都道府県の教育委員会が、公立大

学法人の設置する高等専門学校にあっては当該公立大学法人の理事長が定める。

　〔学校廃止後の書類の保存〕

第31条　公立又は私立の学校（私立の大学及び高等専門学校を除く。）が廃止されたときは、市町

村又は都道府県の設置する学校（大学を除く。）については当該学校を設置していた市町村又は

都道府県の教育委員会が、市町村又は都道府県の設置する大学については当該大学を設置してい

た市町村又は都道府県の長が、公立大学法人の設置する大学又は高等専門学校については当該

大学又は高等専門学校を設置していた公立大学法人の設立団体（地方独立行政法人法第 6 条第 3

項に規定する設立団体をいう。）の長が、私立の学校については当該学校の所在していた都道府

県の知事が、文部科学省令で定めるところにより、それぞれ当該学校に在学し、又はこれを卒業

した者の学習及び健康の状況を記録した書類を保存しなければならない。

　　　　　（略）

　〔認証評価の期間〕

第40条　法第 109 条第 2 項（法第 123 条において準用する場合を含む。）の政令で定める期間は 7

年以内、法第 109 条第 3 項の政令で定める期間は 5 年以内とする。

　　　　　（以下略）



258

４）学校教育法施行規則

( 昭和22年5月23日 ）　
文部省令第 11 号　　

最終改正　平成 23 年 5 月 2 日　文部科学省令第 18 号　

（最終改正までの未施行法令）　　　　　　　　　　　　　　

平成 20 年 3 月 28 日　文部科学省令第   5 号（一部未施行）

平成 21 年 3 月   9 日　文部科学省令第   3 号（一部未施行）

　〔学校の設備・位置〕

第１条　学校には、その学校の目的を実現するために必要な校地、校舎、校具、運動場、図書館又

は図書室、保健室その他の設備を設けなければならない。

２　学校の位置は、教育上適切な環境に、これを定めなければならない。

　〔私立学校の届出〕

第２条　私立学校の設置者は、その設置する大学又は高等専門学校について次に掲げる事由がある

ときは、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。

　一　目的、名称、位置又は学則（収容定員に係るものを除く。）を変更しようとするとき。

　二　分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三　大学の学部、大学院の研究科、短期大学の学科その他の組織の位置を、我が国から外国に、

外国から我が国に、又は一の外国から他の外国に変更するとき。

　四　大学における通信教育に関する規程を変更しようとするとき。

　五　経費の見積り及び維持方法を変更しようとするとき。

六　校地、校舎、その他直接教育の用に供する土地及び建物に関する権利を取得し、若しくは処

分しようとするとき、又は用途の変更、改築等によりこれらの土地及び建物の現状に重要な変

更を加えようとするとき。

　〔学校設置の認可・届出の手続〕

第３条　学校の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事

項（市（特別区を含む。以下同じ。）町村立の小学校及び中学校については、第四号及び第五号

の事項を除く。）を記載した書類及び校地、校舎その他直接保育又は教育の用に供する土地及び

建物（以下「校地校舎等」という。）の図面を添えてしなければならない。

　一　目的

　二　名称

　三　位置

　四　学則
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　五　経費の見積り及び維持方法

　六　開設の時期

　〔学則の記載事項〕

第４条　前条の学則中には、少くとも、次の事項を記載しなければならない。

　一　修業年限、学年、学期及び授業を行わない日（以下「休業日」という。）に関する事項

　二　部科及び課程の組織に関する事項

　三　教育課程及び授業日時数に関する事項

　四　学習の評価及び課程修了の認定に関する事項

　五　収容定員及び職員組織に関する事項

　六　入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

　七　授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

　八　賞罰に関する事項

　九　寄宿舎に関する事項

２　前項各号に掲げる事項のほか、通信制の課程を置く高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。

以下この項において同じ。）については、前条の学則中に、次の事項を記載しなければならない。

　一　通信教育を行なう区域に関する事項

　二　通信教育について協力する高等学校に関する事項

３　第 1 項各号に掲げる事項のほか、特別支援学校については、前条の学則中に、学校教育法（昭

和 22 年法律第 26 号）第 72 条に規定する者に対する教育のうち当該特別支援学校が行うものに

関する事項を記載しなければならない。

　〔目的等の変更についての認可申請・届出〕

第５条　学則の変更は、前条第１項各号、第２項第一号及び第二号に掲げる事項に係る学則の変更

とする。

２　学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又

は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしな

ければならない。

３　私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書

又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後

の収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

　〔校地校舎等の取得・処分の届出〕

第６条　学校の校地校舎等に関する権利を取得し、若しくは処分し、又は用途の変更、改築等によ

りこれらの現状に重要な変更を加えることについての届出は、届出書に、その事由及び時期を記

載した書類並びに当該校地校舎等の図面を添えてしなければならない。
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　〔分校の設置、認可申請又は届出の手続〕

第７条　分校（私立学校の分校を含む。第 15 条において同じ。）の設置についての認可の申請又

は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項（市町村立の小学校及び中学校について

は、第四号及び第五号の事項を除く。）を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなけれ

ばならない。

　一　事由

　二　名称

　三　位置

　四　学則の変更事項

　五　経費の見積り及び維持方法

　六　開設の時期

第８条　第 2 条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校

舎等の図面を添えてしなければならない。

　一　事由

　二　名称

　三　位置

　四　学則の変更事項

　五　経費の見積り及び維持方法

　六　変更の時期

　〔二部授業の届出手続〕

第９条　二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載し

た書類を添えてしなければならない。

　〔学級編制の認可申請又は届出の手続〕

第10条　学級の編制についての認可の申請は、認可申請書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数（数

学年の生徒を 1 学級に編制する場合にあっては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条

中以下同じ。）を記載した書類を添えてしなければならない。

２　学級の編制の変更についての認可の申請は、認可申請書に、変更の事由及び時期並びに変更前

及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

　〔高等学校の全日制課程、定時制課程等の設置認可の申請又は届出〕

第 11 条　高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の全日制の課程、定時制の課程、通信制の

課程、学科、専攻科若しくは別科、特別支援学校の高等部の学科、専攻科若しくは別科、大学の

学部、学部の学科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻、短期大学の学科若しくは高

等専門学校の学科の設置又は大学院の研究科の専攻に係る課程の変更についての認可の申請又は
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届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第 7 条各号の事項を記載した書類及びその使用に係

る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

第12条　特別支援学校の高等部又は大学おける通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、

それぞれ認可申請書又は届出書に、第 7 条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及

びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

２　特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出

書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

３　特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、そ

れぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した

書類を添えてしなければならない。

第13条　特別支援学校の幼稚部、小学部、中学部又は高等部の設置ついての認可の申請は、認可申

請書に、第７条各号の事項を記載した書類及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えて

しなければならない。

　〔学校の設置者変更、認可申請又は届出の手続〕

第14条　学校の設置者の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出 

書に、当該設置者の変更に関係する地方公共団体（公立大学法人（地方独立行政法人法（平成

15 年法律第 118 号）第 68 条第 1 項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。）を含む。以下

この条において同じ。）又は学校法人（私立の幼稚園を設置する学校法人以外の法人及び私人を

含む。）が連署して、変更前及び変更後の第 3 条第一号から第五号まで（小学校又は中学校の設

置者の変更の場合において、新たに設置者となろうとする者が市町村であるときは、第四号及び

第五号を除く。）の事項並びに変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

ただし、新たに設置者となろうとする者が成立前の地方公共団体である場合においては、当該成

立前の地方公共団体の連署を要しない。

　〔学校等の廃止についての認可の申請又は届出〕

第15条　学校若しくは分校の廃止、高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）の全日制の課程、

定時制の課程、通信制の課程、学科、専攻科若しくは別科の廃止、特別支援学校の幼稚部、小学

部、中学部、高等部若しくは高等部の学科、専攻科若しくは別科の廃止、大学の学部、学部の学

科、大学院、大学院の研究科若しくは研究科の専攻の廃止、短期大学の学科の廃止又は高等専門

学校の学科の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の

事由及び時期並びに幼児、児童、生徒又は学生（以下「児童等」という。）の処置方法を記載し

た書類を添えてしなければならない。

　　　　　（略）

　〔細　則〕
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第19条　学校教育法、学校教育法施行令及びこの省令の規定に基づいてなすべき認可の申請、届出

及び報告の手続その他の細則については、文部科学省令で定めるもののほか、公立又は私立の大

学及び高等専門学校に係るものにあっては文部科学大臣、大学及び高等専門学校以外の市町村の

設置する学校に係るものにあっては都道府県の教育委員会、大学及び高等専門学校以外の私立学

校に係るものにあっては都道府県知事が、これを定める。

　　　　　（略）

　〔指導要録〕

第24条　校長は、その学校に在学する児童等の指導要録（学校教育法施行令第 31 条に規定する児

童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。）を作成しなければならない。

２　校長は、児童等が進学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の抄本又は

写しを作成し、これを進学先の校長に送付しなければならない。

３　校長は、児童等が転学した場合においては、その作成に係る当該児童等の指導要録の写しを

作成し、その写し（転学してきた児童等については転学により送付を受けた指導要録の写しを 

含む。）及び前項の抄本又は写しを転学先の校長に送付しなければならない。

　〔出席簿〕

第25条　校長（学長を除く。）は、当該学校に在学する児童等について出席簿を作成しなければな

らない。

　〔懲　戒〕

第26条　校長及び教員が児童等に懲戒を加えるに当たっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育

上必要な配慮をしなければならない。

２　懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長（大学にあっては、学長の委任を受けた学部

長を含む。）がこれを行う。

３　前項の退学は、公立の小学校、中学校（学校教育法第 71 条の規定により高等学校における教

育と一貫した教育を施すもの（以下「併設型中学校」という。）を除く。）又は特別支援学校に在

学する学齢児童又は学齢生徒を除き、次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことが

できる。

　一　性行不良で改善の見込がないと認められる者

　二　学力劣等で成業の見込がないと認められる者

　三　正当の理由がなくて出席常でない者

　四　学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者

４　第 2 項の停学は、学齢児童又は学齢生徒に対しては、行うことができない。

　〔私立学校長の届出の手続〕

第27条　私立学校が、校長を定め、大学及び高等専門学校にあっては文部科学大臣、大学及び高等
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専門学校以外の学校にあっては都道府県知事に届け出るに当たっては、その履歴書を添えなけれ

ばならない。

　〔学校備付表簿〕

第28条　学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。

　一　学校に関係のある法令

二　学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師

執務記録簿及び学校日誌

　三　職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表

　四　指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿

　五　入学者の選抜及び成績考査に関する表簿

六　資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の

教具の目録

　七　往復文書処理簿

２　前項の表簿（第 24 条第 2 項の抄本又は写しを除く。）は、別に定めるもののほか、5 年間、

これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関

する記録については、その保存期間は、20 年間とする。

３　学校教育法施行令第 31 条の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間

は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控

除した期間とする。

　　　　　（略）

　〔修了又は卒業の認定〕

第57条　小学校において、各学年の課程の修了又は卒業を認めるに当たっては、児童の平素の成績

を評価して、これを定めなければならない。

　〔卒業証書〕

第58条　校長は、小学校の全課程を修了したと認めた者には、卒業証書を授与しなければならない。

　〔学　年〕

第59条　小学校の学年は、4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。

　〔授業終始の時刻〕

第60条　授業終始の時刻は、校長が定める。

　〔公立小学校の休業日〕

第61条　公立小学校における休業日は、次のとおりとする。ただし、第三号に掲げる日を除き、特

別の必要がある場合は、この限りでない。

　一　国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する日
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　二　日曜日及び土曜日

　三　学校教育法施行令第 29 条の規定により教育委員会が定める日

　〔私立小学校の学期及び休業日〕

第62条　私立小学校における学期及び休業日は、当該学校の学則で定める。

第63条　非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。

　この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。

　　　　　（略）

　〔入学者の選抜〕

第90条　高等学校の入学は、第 78 条の規定により送付された調査書その他必要な書類、選抜のた

めの学力検査（以下この条において「学力検査」という。）の成績等を資料として行う入学者の

選抜に基づいて、校長が許可する。

２　学力検査は、特別の事情のあるときは行わないことができる。

　　　　　（略）

　〔編入学の資格〕

第91条　第 1 学年の途中又は第 2 学年以上に入学を許可される者は、相当年齢に達し、当該学年

に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

　〔転学・転籍〕

第92条　他の高等学校に転学を志望する生徒のあるときは、校長は、その事由を具し、生徒の在学

証明書その他必要な書類を転学先の校長に送付しなければならない。転学先の校長は、教育上支

障がない場合には、転学を許可することができる。

　　　　　（略）

　〔休学・退学〕

第94条　生徒が、休学又は退学をしようとするときは、校長の許可を受けなければならない。

　〔入学資格に関し中学校卒業者と同等以上と認められる者〕

第95条　学校教育法第 57 条の規定により、高等学校入学に関し、中学校を卒業した者と同等以上

の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

　一　外国において、学校教育における 9 年の課程を修了した者

二　文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該

課程を修了した者

　三　文部科学大臣の指定した者

四　就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則（昭和 41 年文部省令第 36 号）により、

中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

　五　その他高等学校において、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
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　　　　　（略）

　〔大学等における学習成果の単位認定〕

第98条　校長は、教育上有益と認めるときは、当該校長の定めるところにより、生徒が行う次に掲

げる学修を当該生徒の在学する高等学校における科目の履修とみなし、当該科目の単位を与える

ことができる。

一　大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施

設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの

　二　知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものに係る学修

三　ボランティア活動その他の継続的に行われる活動（当該生徒の在学する高等学校の教育活動

として行われるものを除く。）に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの

　　　　　（略）

　〔準用規定〕

第104条　（略）

３　校長は、特別の必要があり、かつ、教育上支障がないときは、第 1 項において準用する第

59 条に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、入学（第 91 条に規定する入学を 

除く。）を許可し並びに各学年の課程の修了及び卒業を認めることができる。

　〔設置基準〕

第105条　中等教育学校の設置基準は、この章に定めるもののほか、別に定める。

　〔設備、編制及び学科〕

第106条　中等教育学校の前期課程の設備、編制その他設置に関する事項については、中学校設置

基準の規定を準用する。

２　中等教育学校の後期課程の設備、編成、学科の種類その他設置に関する事項については、高等

学校設置基準の規定を準用する。

　〔授業時数〕

第107条　次条第 1 項において準用する第 72 条に規定する中等教育学校の前期課程の各学年にお

ける各教科、道徳、総合的な学習の時間及び特別活動のそれぞれの授業時数、並びに各学年にお

けるこれらの総授業時数は、別表第 4 に定める授業時数を標準とする。

　〔前期課程の教育課程〕

第108条　中等教育学校の前期課程の教育課程については、第 50 条第 2 項、第 55 条から第 56 条

まで及び第 72 条の規定並びに第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指 

導要領の規定を準用する。この場合において、第 55 条から第 56 条までの規定中「第 50 条第 1

項、第 51 条又は第 52 条」とあるのは、「第 107 条又は第 108 条第 1 項において準用する第 72

条若しくは第 74 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する中学校学習指導要領」と、第 55 条
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の 2 中「第 30 条第 1 項」とあるのは「第 67 条第 1 項」と読み替えるものとする。

２　中等教育学校の後期課程の教育課程については、第 83 条及び第 85 条から第 86 条までの規定

並びに第 84 条の規定に基づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領の規定を準用する。

この場合において、第 85 条中「前２条」とあり、並びに第 85 条の 2 及び第 86 条中「第 83 条

又は第 84 条」とあるのは、「第 108 条第 2 項において準用する第 83 条又は第 84 条の規定に基

づき文部科学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と第 85 条の２中「第 51 条」とあるのは「第

67 条第 2 項」と読み替えるものとする。

　〔教育課程の基準の特例〕

第109条　中等教育学校の教育課程については、この章に定めるもののほか、教育課程の基準の特

例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

　〔入　学〕

第110条　中等教育学校の入学は、設置者の定めるところにより、校長が許可する。

２　前項の場合において、公立の中等教育学校については、学力検査を行わないものとする。

　〔後期課程の通信制の課程〕

第111条　中等教育学校の後期課程の通信制の課程の設備、編制その他に関し必要な事項は、この

章に定めるもののほか、高等学校通信教育規程の規定を準用する。

　〔学年による教育課程の区分を設けない場合〕

第112条　次条第 3 項において準用する第 103 条第 1 項の規定により学年による教育課程の区分を

設けない場合における入学等に関する特例その他必要な事項は、単位制高等学校教育規程の規定

を準用する。

　〔準用規定〕

第113条　第 43 条から第 49 条まで（第 46 条を除く。）、第 54 条、第 57 条、第 58 条、第 59 条から

第 71 条まで（第 69 条を除く。）、第 82 条、第 91 条及び第 94 条の規定は、中等教育学校に準用す 

る。

２　第 78 条の規定は、中等教育学校の前期課程に準用する。

３　 第 81 条、 第 89 条、 第 92 条、 第 93 条、 第 96 条 か ら 第 100 条 ま で、 第 101 条 第 2 項、 

第 102 条、第 103 条第 1 項及び第 104 条第 2 項の規定は、中等教育学校の後期課程に準用する。

この場合において、第 96 条中「第 85 条、第 85 条の 2 又は第 86 条」とあるのは、「第 108 条

第 2 項において読替えて準用する第 85 条、第 85 条の 2 又は第 86 条」と、「第 83 条又は第 84

条」とあるのは「第 108 条第 2 項において準用する第 83 条又は第 84 条の規定に基づき文部科

学大臣が公示する高等学校学習指導要領」と読み替えるものとする。

　〔教育課程の基準の特例〕

第114条　併設型中学校の教育課程については、第 5 章に定めるもののほか、教育課程の基準の特



267

例として文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

２　併設型高等学校の教育課程については、第 6 章に定めるもののほか、教育課程の基準の特例と

して文部科学大臣が別に定めるところによるものとする。

　〔教育課程の編成〕

第115条　併設型中学校及び併設型高等学校においては、中学校における教育と高等学校における

教育を一貫して施すため、設置者の定めるところにより、教育課程を編成するものとする。

　〔入学者選抜の不実施〕

第116条　第 90 条第 1 項の規定にかかわらず、併設型高等学校においては、当該高等学校に係る

併設型中学校の生徒については入学者の選抜は行わないものとする。

　〔準用規定〕

第117条　第 107 条及び第 110 条の規定は、併設型中学校に準用する。

　　　　　（略）

　〔大学の設置基準〕

第142条　大学（大学院を含み、短期大学を除く。以下この項において同じ。）の設備、編制、学部

及び学科に関する事項、教員の資格に関する事項、通信教育に関する事項その他大学の設置に関

する事項は、大学設置基準（昭和 31 年文部省令第 28 号）、大学通信教育設置基準（昭和 56 年

文部省令第 33 号）、大学院設置基準（昭和 49 年文部省令第 28 号）及び専門職大学院設置基準（平

成 15 年文部科学省令第 16 号）の定めるところによる。

２　短期大学の設備、編制、学科、教員の資格、通信教育に関する事項その他短期大学の設置に関

する事項は、短期大学設置基準（昭和 50 年文部省令第 21 号）及び短期大学通信教育設置基準（昭

和 57 年文部省令第 3 号）の定めるところによる。

　〔教授会〕

第143条　教授会は、その定めるところにより、教授会に属する職員のうちの一部の者をもって構

成される代議員会、専門委員会等（次項において「代議員会等」という。）を置くことができる。

２　教授会は、その定めるところにより、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることが

できる。

　　　　　（略）

　〔入学等の決定〕

第144条　学生の入学、退学、転学、留学、休学及び卒業は、教授会の議を経て、学長が定める。

　〔学　位〕

第145条　学位に関する事項は、学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）の定めるところによる。

　〔修業年限の通算〕

第146条　学校教育法第 88 条に規定する修業年限の通算は、大学の定めるところにより、大学設
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置基準第 31 条第 1 項又は短期大学設置基準第 17 条第 1 項に規定する科目等履修生（大学の学

生以外の者に限る。）として一の大学において一定の単位（同法第 90 条の規定により入学資格

を有した後、修得したものに限る。）を修得した者に対し、大学設置基準第 30 条第 1 項又は短

期大学設置基準第 16 条第 1 項の規定により当該大学に入学した後に修得したものとみなすこと

のできる当該単位数、その修得に要した期間その他大学が必要と認める事項を勘案して行うもの

とする。

　〔修業年限の特例による卒業認定の要件〕

第147条　学校教育法第 89 条に規定する卒業の認定は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当す

る場合（学生が授業科目の構成等の特別の事情を考慮して文部科学大臣が別に定める課程に在学

する場合を除く。）に限り行うことができる。

一　大学が、学修の成果に係る評価の基準その他の学校教育法第 89 条に規定する卒業の認定の

基準を定め、それを公表していること。

二　大学が、大学設置基準第 27 条の 2 に規定する履修科目として登録することができる単位数

の上限を定め、適切に運用していること。

三　学校教育法第 87 条第 1 項に定める学部の課程を履修する学生が、卒業の要件として修得す

べき単位を修得し、かつ、当該単位を優秀な成績をもって修得したと認められること。

　四　学生が、学校教育法第 89 条に規定する卒業を希望していること。

　〔修業年限が四年を超える学部の在学期間〕

第148条　学校教育法第 87 条第 1 項ただし書の規定により修業年限を 4 年を超えるものとする学

部に在学する学生にあっては、同法第 89 条の規定により在学すべき期間は、4 年とする。

　〔在学期間の通算〕

第149条　学校教育法第 89 条の規定により、一の大学（短期大学を除く。以下この条において同 

じ。）に 3 年以上在学したものに準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者であって、在学

期間が通算して 3 年以上となったものと定める。

一　第 147 条第一号及び第二号の要件を満たす一の大学から他の当該各号の要件を満たす大学

へ転学した者

二　第 147 条第一号及び第二号の要件を満たす大学を退学した者であって、当該大学における

在学期間以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

三　第 147 条第一号及び第二号の要件を満たす大学を卒業した者であって、当該大学における

修業年限以下の期間を別の当該各号の要件を満たす大学の修業年限に通算されたもの

　〔大学入学に関し、高等学校卒業者と同等者〕

第150条　学校教育法第 90 条第 1 項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同

等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
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一　外国において学校教育における 12 年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大

臣の指定したもの

二　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当

該課程を修了した者

三　専修学校の高等課程（修業年限が 3 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者

四　文部科学大臣の指定した者

五　高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程によ

る大学入学資格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。）

六　学校教育法第 90 条第 2 項の規定により大学に入学した者であって、当該者をその後に入学

させる大学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

七　大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者で、18 歳に達したもの

第151条　学校教育法第 90 条第 2 項の規定により学生を入学させる大学は、特に優れた資質を有

すると認めるに当たっては、入学しようとする者の在学する学校の校長の推薦を求める等により、

同項の入学に関する制度が適切に運用されるよう工夫を行うものとする。

第152条　学校教育法第 90 条第 2 項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する

制度の運用の状況について、同法第 109 条第 1 項に規定する点検及び評価を行い、その結果を

公表しなければならない。

第153条　学校教育法第 90 条第 2 項に規定する文部科学大臣の定める年数は、2 年とする。

第154条　学校教育法第 90 条第 2 項の規定により、高等学校に文部科学大臣が定める年数以上在

学した者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当する者と定める。

一　中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部又は高等専門学校に 2 年以上在学した者

二　外国において、学校教育における 9 年の課程に引き続く学校教育の課程に 2 年以上在学し

た者

三　文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在学教育施設（高

等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定したものを含む。）の当該課程に 2 年以

上在学した者

四　第 150 条第三号の規定により文部科学大臣が別に指定する専修学校の高等課程に同号に規

定する文部科学大臣が定める日以後において 2 年以上在学した者

五　文部科学大臣が指定した者

六　高等学校卒業程度認定試験規則第 4 条に定める試験科目の全部（試験の免除を受けた試験科



270

目を除く。）について合格点を得た者（旧規程第 4 条に規定する受検科目の全部（旧検定の一

部免除を受けた者については、その免除を受けた科目を除く。）について合格点を得た者を含

む。）で、17 歳に達したもの

　〔専攻科・大学院入学資格に関し大学卒業者と同等以上と認められる者〕

第155条　学校教育法第 90 条第 2 項又は第 102 条第 1 項本文の規定により、大学（短期大学を除 

く。以下この項において同じ。）の専攻科又は大学院への入学に関し大学を卒業した者と同等以

上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、第 7 号及

び第 8 号については、大学院への入学に係るものに限る。

一　学校教育法第 104 条第 4 項の規定により学士の学位を授与された者

二　外国において、学校教育における 16 年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課 

程、薬学を履修する博士課程（当該課程に係る研究科の基礎となる学部の修業年限が 6 年であ

るものに限る。以下同じ。）又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18 年）の課

程を修了した者

三　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 16 年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修

する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、18 年）の課程を修了した

者

四　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 16 年（医

学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修

する博士課程への入学については、18 年）の課程を修了したとされるものに限る。）を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣

が別に指定するものの当該課程を修了した者

五　専修学校の専門課程（修業年限が 4 年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を

満たすものに限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修

了した者

六　文部科学大臣の指定した者

七　学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院に入学した者であって、当該者をその後に

入学させる大学院において、大学院における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた

もの

八　大学院において、個別の入学資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると

認めた者で、22 歳（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博

士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、24 歳）に達したもの

２　学校教育法第 91 条第 2 項の規定により、短期大学の専攻科への入学に関し短期大学を卒業し
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た者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　高等専門学校を卒業した者（修業年限を 2 年とする短期大学の専攻科への入学に限る。）

二　専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第 132 条の規定により大学に編入学す

ることができるもの（修業年限を 3 年とする短期大学の専攻科への入学については、修業年限

を 3 年以上とする専修学校の専門課程を修了した者に限る。）

三　外国において、学校教育における 14 年（修業年限を 3 年とする短期大学の専攻科への入学

については、15 年）の課程を修了した者

四　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 14 年（修業年限を 3 年とする短期大学の専攻科への入学については、15

年）の課程を修了した者

五　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 14 年

（修業年限を３年とする短期大学の専攻科への入学については、15 年）の課程を修了したとさ

れるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育

施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した者

六　その他短期大学の専攻科において、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた

者

　〔大学院への入学に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められる者〕

第156条　学校教育法第 102 条第 1 項ただし書の規定により、大学院への入学に関し修士の学位又

は同法第 104 条第 1 項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者と同等以上の学力があ

ると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一　外国において修士の学位又は専門職学位（学校教育法第 104 条第 1 項の規定に基づき学位

規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位をいう。以下この条において同じ。）に相当する学位を

授与された者

二　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修し、修士の学位又は専門

職学位に相当する学位を授与された者

三　我が国において、外国の大学院の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において

位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了し、修

士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者

四　国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法（昭和

51 年法律第 72 号）第 1 条第 2 項に規定する 1972 年 12 月 11 日の国際連合総会決議に基づ

き設立された国際連合大学（第 162 条において「国際連合大学」という。）の課程を修了し、

修士の学位に相当する学位を授与された者

五　文部科学大臣の指定した者
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六　大学院において、個別の入学資格審査により、修士の学位又は専門職学位を有する者と同等

以上の学力があると認めた者で、24 歳に達したもの

第157条　学校教育法第 102 条第 2 項の規定により学生を入学させる大学は、同項に規定する大学

の定める単位その他必要な事項をあらかじめ公表するなど、同項の入学に関する制度が適切に運

用されるよう配慮するものとする。

第158条　学校教育法第 102 条第 2 項の規定により学生を入学させる大学は、同項の入学に関する

制度の運用の状況について、同法第 109 条第 1 項に規定する点検及び評価を行い、その結果を

公表しなければならない。

第159条　学校教育法第 102 条第 2 項に規定する文部科学大臣の定める年数は、3 年（医学を履修

する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課

程への入学については、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち

臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程に 4 年）

とする。

第160条　学校教育法第 102 条第 2 項の規定により、大学に文部科学大臣の定める年数以上在学し

た者に準ずる者を、次の各号のいずれかに該当するものと定める。

一　外国において学校教育における 15 年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、

薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、16 年）の課程

を修了した者

二　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 15 年（医学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修

する博士課程又は獣医学を履修する博士課程への入学については、16 年）の課程を修了した

者

三　我が国において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 15 年（医

学を履修する博士課程、歯学を履修する博士課程、薬学を履修する博士課程又は獣医学を履修

する博士課程への入学については、16 年）の課程を修了したとされるものに限る。）を有する

ものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣

が別に指定するものの当該課程を修了した者

　〔短期大学を卒業した者の編入学〕

第161条　短期大学を卒業した者は、編入学しようとする大学（短期大学を除く。）の定めるところ

により、当該大学の修業年限から、卒業した短期大学における修業年限に相当する年数以下の期

間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学することができる。

２　前項の規定は、外国の短期大学を卒業した者及び外国の短期大学の課程を有するものとして当

該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定する
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ものの当該課程を我が国において修了した者（学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に限る。）

について準用する。

第162条　我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国

の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの

当該課程に在学した者（大学及び短期大学にあっては学校教育法第 90 条第 1 項に規定する者に、

大学院にあっては同法第 102 条第 1 項に規定する者に限る。）は、転学しようとする大学、大学

院又は短期大学の定めるところにより、それぞれ当該大学、大学院又は短期大学に転学すること

ができる。

第163条　大学の学年の始期及び終期は、学長が定める。

２　大学は、前項に規定する学年の途中においても、学期の区分に従い、学生を入学させ及び卒業

させることができる。

　〔履修証明が交付される特別の課程〕

第164条　大学（大学院及び短期大学を含む。以下この条において同じ。）は、学校教育法第 105

条に規定する特別の課程（以下この条において「特別の課程」という。）の編成に当たっては、

当該大学の開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとす

る。

２　特別の課程の総時間数は、120 時間以上とする。

３　特別の課程の履修資格は、大学において定めるものとする。ただし、当該資格に有する者は、

学校教育法第 90 条第１項の規定により大学に入学することができる者でなければならない。

４　特別の課程における講習又は授業の方法は、大学設置基準、大学通信教育設置基準、大学院設

置基準、専門職大学院設置基準、短期大学設置基準及び短期大学通信教育設置基準の定めるとこ

ろによる。

５　大学は、特別の課程の編成に当たっては、当該特別の課程の名称、目的、総時間数、履修資格、

定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件その他当該大学が必要と認める事項をあらかじめ公

表するものとする。

６　大学は、学校教育法 105 条に規定する証明書（次項において「履修証明書」という。）に、特

別の課程、内容の概要、総時間数その他当該大学が必要と認める事項を記載するものとする。

７　大学は、特別の課程の編成及び当該特別の課程の実施状況の評価並びに履修証明書の交付を行

うために必要な体制を整備しなければならない。

　〔認証評価その他〕

第165条　公開講座に関する事項は、別にこれを定める。

第166条　大学は、学校教育法第 109 条第 1 項に規定する点検及び評価を行うに当たっては、同項

の趣旨に即し適切な項目を設定するとともに、適当な体制を整えて行うものとする。
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第167条　学校教育法第 109 条第 3 項ただし書に規定する文部科学大臣の定める措置は、次の各号

に掲げるいずれかの措置とする。

一　専門職大学院を置く大学が、外国に主たる事務所を有する法人その他の団体であって、当該

専門職大学院の課程に係る分野について評価を行うもののうち、適正な評価を行うと国際的に

認められたものとして文部科学大臣が指定した団体から、当該専門職大学院の教育課程、教員

組織その他教育研究活動の状況について定期的に評価を受け、その結果を公表するとともに、

文部科学大臣に報告すること。

二　専門職大学院を置く大学が、学校教育法第 109 条第 1 項に規定する点検及び評価の結果の

うち、当該専門職大学院に関するものについて、当該大学の職員以外の者による検証を定期的

に行い、その結果を公表するとともに、文部科学大臣に報告すること。

第168条　学校教育法第 109 条第 2 項の認証評価に係る同法第 110 条第 1 項の申請は、大学又は

短期大学の学校の種類に応じ、それぞれ行うものとする。

２　学校教育法第 109 条第 3 項の認証評価に係る同法第 110 条第 1 項の申請は、専門職大学院の

課程に係る分野ごとに行うものとする。

第169条　学校教育法第 110 条第 1 項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣

に提出して行うものとする。

　一　名称及び事務所の所在地

二　役員（申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものである場合に

おいては、当該代表者又は管理人）の氏名

　三　評価の対象

　四　大学評価基準及び評価方法

　五　評価の実施体制

　六　評価の結果の公表の方法

　七　評価の周期

　八　評価に係る手数料の額

　九　その他評価の実施に関し参考となる事項

２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

　一　定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

二　申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表（申請の日の属す

る事業年度に設立された法人（申請者が人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めの

あるものを含む。）にあっては、その設立時における財産目録）

三　申請の日の属する事業年度の前事業年度における大学の教育研究活動等の状況についての評

価の業務の実施状況（当該評価の業務を実施していない場合にあっては、申請の日の属する事
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業年度及びその翌事業年度における認証評価の業務に係る実施計画）を記載した書面

　四　認証評価の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要を記載した書面

第170条　学校教育法第 110 条第 3 項に規定する細目は、学校教育法第 110 条第 2 項に規定する

基準を適用するに際して必要な細目を定める省令（平成 16 年文部科学省令第 7 号）の定めると

ころによる。

第171条　学校教育法第 110 条第 4 項に規定する公表は、刊行物への掲載、インターネットの利用

その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

第172条　学校教育法第 110 条第 5 項に規定する文部科学大臣の定める事項は、第 169 条第 1 項

第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事項とする。

第172条の２　大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表するものとする。

一　大学の教育研究上の目的に関すること

二　教育研究上の基本組織に関すること

三　教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること

四　入学者に関する受入方針及び入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了し

た者の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること

五　授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること

六　学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること

七　校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること

八　授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること

九　大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関すること

２　大学は、前項各号に掲げる事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修得すべき知識及び能力に

関する情報を積極的に公表するよう努めるものとする。

３　第一項の規定による情報の公表は、適切な体制を整えた上で、刊行物への掲載、インターネッ

トの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行うものとする。

　〔準用規定〕

第173条　第 58 条の規定は、大学に準用する。

　〔設置基準〕

第174条　高等専門学校の設備、編制、学科、教育課程、教員の資格に関する事項その他高等専門

学校の設置に関する事項については、高等専門学校設置基準（昭和 36 年文部省令第 23 号）の

定めるところによる。

　〔教務主事・学生主事・寮務主事〕

第175条　高等専門学校には、教務主事及び学生主事を置くものとする。

２　高等専門学校には、寮務主事を置くことができる。
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３　教務主事は、校長の命を受け、教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。

４　学生主事は、校長の命を受け、学生の厚生補導に関すること（寮務主事を置く高等専門学校に

あっては、寮務主事の所掌に属するものを除く。）を掌理する。

５　寮務主事は、校長の命を受け、寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。

　〔留　学〕

第176条　校長は、教育上有益と認めるときは、学生が外国の高等学校又は大学に留学することを

許可することができる。

２　校長は、前項の規定により留学することを許可された学生について、高等専門学校設置基準第

20 条第 3 項により準用する同条第 1 項の規定により単位の修得を認定した場合においては、当

該学生について、第 179 条において準用する第 59 条に規定する学年の途中においても、各学年

の課程の修了又は卒業を認めることができる。

　〔専攻科への入学に関し高等専門学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者〕

第177条　学校教育法第 109 条第 2 項の規定により、高等専門学校の専攻科への入学に関し高等専

門学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する

者とする。

　一　短期大学を卒業した者

二　専修学校の専門課程を修了した者のうち学校教育法第 132 条の規定により大学に編入学す

ることができるもの

三　外国において、学校教育における 14 年の課程を修了した者

四　外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該外国

の学校教育における 14 年の課程を修了した者

五　我が国において、外国の短期大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における 14 年

の課程を修了したとされるものに限る。）を有するものとして当該外国の学校教育制度におい

て位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該課程を修了した

者

六　その他高等専門学校の専攻科において、高等専門学校を卒業した者と同等以上の学力がある

と認めた者

　〔高等専門学校を卒業した者の編入学〕

第178条　高等専門学校を卒業した者は、編入学しようとする大学の定めるところにより、当該大

学の修業年限から、2 年以下の期間を控除した期間を在学すべき期間として、当該大学に編入学

することができる。

　　　　　（以下略）
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５) 私立学校法

( 昭和24年12月15日 ）　
法 律 第 2 7 0 号　　

最終改正　平成 23 年 5 月 25 日　法律第 53 号

� （最終改正までの未施行法令）　　　　　　　　　

� 平成 23 年 5 月 25 日　法律第 53 号　（未施行）

　（この法律の目的）

第 1 条　この法律は、私立学校の特性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることに 

よって、私立学校の健全な発達を図ることを目的とする。

　（定義）

第 2 条　この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定す

る学校をいう。

2　この法律において、「専修学校」とは学校教育法第 124 条に規定する専修学校をいい、「各種学

校」とは同法第 134 条第 1 項に規定する各種学校をいう。

3　この法律において「私立学校」とは、学校法人の設置する学校をいう。

第 3 条　この法律において「学校法人」とは、私立学校の設置を目的として、この法律の定めると

ころにより設立される法人をいう。

　（所轄庁）

第 4 条　この法律中「所轄庁」とあるのは、第一号、第三号及び第五号に掲げるものにあっては文

部科学大臣とし、第二号及び第四号に掲げるものにあっては都道府県知事とする。

　一　私立大学及び私立高等専門学校

　二　前号に掲げる私立学校以外の私立学校並びに私立専修学校及び私立各種学校

　三　第一号に掲げる私立学校を設置する学校法人

　四　第二号に掲げる私立学校を設置する学校法人及び第 64 条第 4 項の法人

五　第一号に掲げる私立学校と第二号に掲げる私立学校、私立専修学校又は私立各種学校とを併

せて設置する学校法人

　（学校教育法の特例）

第 5 条　私立学校には、学校教育法第 14 条の規定は、適用しない。

　　　　　（略）

　（私立学校審議会等への諮問）

第 8 条　都道府県知事は、私立大学及び私立高等専門学校以外の私立学校について、学校教育法第

4 条第 1 項又は第 13 条に規定する事項を行う場合においては、あらかじめ、私立学校審議会の
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意見を聴かなければならない。

２　文部科学大臣は、私立大学又は私立高等専門学校について、学校教育法第 4 条第 1 項又は

第 13 条に規定する事項（同法第 95 条の規定により諮問すべきこととされている事項を除く。） 

を行う場合においては、あらかじめ、同法第 95 条に規定する審議会等の意見を聴かなければな

らない。

　　　　　（以下略）

６) 大学への編入学に係る専修学校の専門課程の総授業時数を定める件

( 平成 10 年 8 月 14 日 )　文部省告示第 125 号　　

　学校教育法施行規則（昭和 22 年文部省令第 11 号）第 186 条第 1 項第二号の規定に基づき、専

修学校の専門課程を修了した者が大学へ編入学できる専修学校の専門課程の総授業時数を次のよう

に定める。

　課程の修了に必要な総授業時数が 1,700 時間以上であること



資料３ 　個人情報保護に関する法律
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□　個人情報の保護に関する法律

( 平成 15 年 5 月 30 日 )　法 律 第 5 7 号　　

最終改正　平成 21 年 6 月 5 日　法律第 49 号　

目　次

　第１章　総則（第１条－第３条）

　第２章　国及び地方公共団体の責務等（第４条－第６条）

　第３章　個人情報の保護に関する施策等

　　第１節　個人情報の保護に関する基本方針（第７条）

　　第２節　国の施策（第８条－第 10 条）

　　第３節　地方公共団体の施策（第 11 条－第 13 条）

　　第４節　国及び地方公共団体の協力（第 14 条）

　第４章　個人情報取扱事業者の義務等

　　第１節　個人情報取扱事業者の義務（第 15 条－第 36 条）

　　第２節　民間団体による個人情報の保護の推進（第 37 条－第 49 条）

　第５章　雑則（第 50 条－第 55 条）

　第６章　罰則（第 56 条－第 59 条）

附　則

　　　第１章　総　　則

　（目　的）

第１条　この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに

かんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個

人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにす

るとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有

用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

　（定　義）

第２条　この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含

まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報

と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを

含む。）をいう。

２　この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、
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次に掲げるものをいう。

　一　特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

二　前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構

成したものとして政令で定めるもの

３　この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供して

いる者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。

　一　国の機関

　二　地方公共団体

三　独立行政法人等（独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律

第 59 号）第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）

四　地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）第 2 条第 1 項に規定

する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）

五　その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないも

のとして政令で定める者

４　この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

５　この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追

加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人 

データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして

政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のもの

をいう。

６　この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人を

いう。

　（基本理念）

第３条　個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかん

がみ、その適正な取扱いが図られなければならない。

　　第２章　国及び地方公共団体の責務等

　（国の責務）

第４条　国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策

を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

　（地方公共団体の責務）

第５条　地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、

個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有す

る。
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　（法制上の措置等）

第６条　政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るた

め特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格

別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

　　第３章　個人情報の保護に関する施策等

　　第１節　個人情報の保護に関する基本方針

第７条　政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の

保護に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めなければならない。

２　基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　一　個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向

　二　国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項

　三　地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

　四　独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

五　地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項

六　個人情報取扱事業者及び第 40 条第 1 項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情

報の保護のための措置に関する基本的な事項

　七　個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項

　八　その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項

３　内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求め

なければならない。

４　内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表し

なければならない。

５　前２項の規定は、基本方針の変更について準用する。

　　第２節　国の施策

　（地方公共団体等への支援）

第８条　国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事

業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者

等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるも

のとする。

　（苦情処理のための措置）

第９条　国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を

図るために必要な措置を講ずるものとする。

　（個人情報の適正な取扱いを確保するための措置）
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第10条　国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者によ

る個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。

　　第３節　地方公共団体の施策

　（地方公共団体等が保有する個人情報の保護）

第11条　地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案 

し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなけ

ればならない。

２　地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、

その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければ

ならない。

　（区域内の事業者等への支援）

第12条　地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民

に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

　（苦情の処理のあっせん等）

第13条　地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅

速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなけ

ればならない。

　　第４節　国及び地方公共団体の協力

第14条　国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものと

する。

　　第４章　個人情報取扱事業者の義務等

　　第１節　個人情報取扱事業者の義務

　（利用目的の特定）

第15条　個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的（以下「利用

目的」という。）をできる限り特定しなければならない。

２　個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有

すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

　（利用目的による制限）

第16条　個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された

利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

２　個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継する

ことに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当

該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。
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３　前２項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

　一　法令に基づく場合

二　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき

三　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき

四　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき

　（適正な取得）

第17条　個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

　（取得に際しての利用目的の通知等）

第18条　個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表して

いる場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

２　個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って

契約書その他の書面（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。）に記載された当該本人の個人情報を

取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あら

かじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財

産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

３　個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通

知し、又は公表しなければならない。

４　前３項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一　利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その

他の権利利益を害するおそれがある場合

二　利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当

な利益を害するおそれがある場合

三　国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある

場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及

ぼすおそれがあるとき

　四　取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

　（データ内容の正確性の確保）

第19条　個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確 
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かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

　（安全管理措置）

第20条　個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の

個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

　（従業者の監督）

第21条　個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人

データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなら

ない。

　（委託先の監督）

第22条　個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱

いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な

監督を行わなければならない。

　（第三者提供の制限）

第23条　個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。

　一　法令に基づく場合

二　人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難であるとき

三　公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の

同意を得ることが困難であるとき

四　国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行すること

に対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支

障を及ぼすおそれがあるとき

２　個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本

人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げ

る事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

は、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

　一　第三者への提供を利用目的とすること

　二　第三者に提供される個人データの項目

　三　第三者への提供の手段又は方法

　四　本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

３　個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容

について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。



287

４　次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前３項の規定の適用について

は、第三者に該当しないものとする。

一　個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又

は一部を委託する場合

　二　合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三　個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利

用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人 

データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

５　個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理に

ついて責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじ

め、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

　（保有個人データに関する事項の公表等）

第24条　個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得

る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置かなければならない。

　一　当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称

二　すべての保有個人データの利用目的（第 18 条第 4 項第一号から第三号までに該当する場合

を除く。）

三　次項、次条第 1 項、第 26 条第 1 項又は第 27 条第 1 項若しくは第 2 項の規定による求めに

応じる手続（第 30 条第 2 項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。）

四　前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として

政令で定めるもの

２　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を

求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

　一　前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合

　二　第 18 条第 4 項第一号から第三号までに該当する場合

３　個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しな

い旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

　（開　示）

第25条　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示（当該

本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。）

を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを
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開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、

その全部又は一部を開示しないことができる。

　一　本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

　二　当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

　三　他の法令に違反することとなる場合

２　個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部につい

て開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

３　他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人

が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又

は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

　（訂正等）

第26条　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実で

ないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除（以下この条において

「訂正等」という。）を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特

別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要

な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

２　個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは

一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、

遅滞なく、その旨（訂正等を行ったときは、その内容を含む。）を通知しなければならない。

　（利用停止等）

第27条　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 16 条の規

定に違反して取り扱われているという理由又は第 17 条の規定に違反して取得されたものである

という理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下この条において「利用停

止等」という。）を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違

反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければ

ならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停

止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき

措置をとるときは、この限りでない。

２　個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第 23 条第 1 項の

規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者へ

の提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞 

なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人

データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止するこ
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とが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとると

きは、この限りでない。

３　個人情報取扱事業者は、第 1 項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部

について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項

の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止し

たとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨を通知しなければならない。

　（理由の説明）

第28条　個人情報取扱事業者は、第 24 条第 3 項、第 25 条第 2 項、第 26 条第 2 項又は前条第 3

項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通

知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明

するよう努めなければならない。

　（開示等の求めに応じる手続）

第29条　個人情報取扱事業者は、第 24 条第 2 項、第 25 条第 1 項、第 26 条第 1 項又は第 27 条第

1 項若しくは第 2 項の規定による求め（以下この条において「開示等の求め」という。）に関し、

政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合におい

て、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。

２　個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データ

を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業 

者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定

に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

３　開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。

４　個人情報取扱事業者は、前３項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たって

は、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

　（手数料）

第30条　個人情報取扱事業者は、第 24 条第 2 項の規定による利用目的の通知又は第 25 条第 1 項

の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。

２　個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的で

あると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

　（個人情報取扱事業者による苦情の処理）

第31条　個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなけ

ればならない。

２　個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。
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　（報告の徴収）

第32条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個

人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。

　（助　言）

第33条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個

人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。

　（勧告及び命令）

第34条　主務大臣は、個人情報取扱事業者が第 16 条から第 18 条まで、第 20 条から第 27 条まで

又は第 30 条第 2 項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると

認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するため

に必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。

２　主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧

告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認める

ときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることがで

きる。

３　主務大臣は、前 2 項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第 16 条、第 17 条、第 20 条か

ら第 22 条まで又は第 23 条第 1 項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する

事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当

該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

　（主務大臣の権限の行使の制限）

第35条　主務大臣は、前３条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は

命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げては

ならない。

２　前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第 50 条第 1 項各号に掲げる

者（それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。）に対して個人情報を提

供する行為については、その権限を行使しないものとする。

　（主務大臣）

第36条　この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節

の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取

扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会（以下「大臣等」という。）を

主務大臣に指定することができる。

一　個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生

労働大臣（船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣）及び当該個人情報取扱事
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業者が行う事業を所管する大臣等

二　個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについて

は、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等

２　内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなけ

ればならない。

３　各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければ

ならない。

　　第２節　民間団体による個人情報の保護の推進

　（認　定）

第37条　個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行お

うとする法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにお

いて同じ。）は、主務大臣の認定を受けることができる。

一　業務の対象となる個人情報取扱事業者（以下「対象事業者」という。）の個人情報の取扱い

に関する第 42 条の規定による苦情の処理

　二　個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供

　三　前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務

２　前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければな

らない。

３　主務大臣は、第 1 項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。

　（欠格条項）

第38条　次の各号のいずれかに該当する者は、前条第１項の認定を受けることができない。

一　この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者

　二　第 48 条第 1 項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者

三　その業務を行う役員（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管

理人を含む。以下この条において同じ。）のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの

イ　禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者

ロ　第 48 条第 1 項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前 30 日以

内にその役員であった者でその取消しの日から２年を経過しない者

　（認定の基準）

第39条　主務大臣は、第 37 条第 1 項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認める

ときでなければ、その認定をしてはならない。
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一　第 37 条第 1 項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定めら

れているものであること

二　第 37 条第 1 項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的

基礎を有するものであること

三　第 37 条第 1 項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことに

よって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること

　（廃止の届出）

第40条　第 37 条第 1 項の認定を受けた者（以下「認定個人情報保護団体」という。）は、その認

定に係る業務（以下「認定業務」という。）を廃止しようとするときは、政令で定めるところに

より、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

２　主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。

　（対象事業者）

第41条　認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者

又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなけれ

ばならない。

２　認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。

　（苦情の処理）

第42条　認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情につい

て解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情

を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求め

なければならない。

２　認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、

当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることがで

きる。

３　対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由

がないのに、これを拒んではならない。

　（個人情報保護指針）

第43条　認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目

的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規

定の趣旨に沿った指針（以下「個人情報保護指針」という。）を作成し、公表するよう努めなけ

ればならない。

２　認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者

に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努め
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なければならない。

　（目的外利用の禁止）

第44条　認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する

目的以外に利用してはならない。

　（名称の使用制限）

第45条　認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわし

い名称を用いてはならない。

　（報告の徴収）

第46条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、

認定業務に関し報告をさせることができる。

　（命　令）

第47条　主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、

認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ず

ることができる。

　（認定の取消し）

第48条　主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を

取り消すことができる。

　一　第 38 条第一号又は第三号に該当するに至ったとき

　二　第 39 条各号のいずれかに適合しなくなったとき

　三　第 44 条の規定に違反したとき

　四　前条の命令に従わないとき

　五　不正の手段により第 37 条第 1 項の認定を受けたとき

２　主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

　（主務大臣）

第49条　この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節

の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第 37 条第 1 項の認定を受けようとする

者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。

一　設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体（第 37 条第 1 項の認定を受

けようとする者を含む。次号において同じ。）については、その設立の許可又は認可をした大

臣等

二　前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対

象事業者が行う事業を所管する大臣等

２　内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなけ
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ればならない。

　　第５章　雑　　則

　（適用除外）

第50条　個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的

の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。

一　放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（報道を業として行う個人を含む。）　報道の用

に供する目的

　二　著述を業として行う者　著述の用に供する目的

三　大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者　学術研究の用

に供する目的

　四　宗教団体　宗教活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

　五　政治団体　政治活動（これに付随する活動を含む。）の用に供する目的

２　前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知

らせること（これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。）をいう。

３　第 1 項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措

置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必

要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

　（地方公共団体が処理する事務）

第51条　この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公

共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

　（権限又は事務の委任）

第52条　この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、そ

の所属の職員に委任することができる。

　（施行の状況の公表）

第53条　内閣総理大臣は、関係する行政機関（法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を

除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法（平成 11 年法律

第 89 号）第 49 条第 1 項及び第 2 項に規定する機関並びに国家行政組織法（昭和 23 年法律第

120 号）第 3 条第 2 項に規定する機関をいう。次条において同じ。）の長に対し、この法律の施

行の状況について報告を求めることができる。

２　内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

　（連絡及び協力）

第54条　内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び

協力しなければならない。
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　（政令への委任）

第55条　この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

　　第６章　罰　　則

第56条　第 34 条第 2 項又は第 3 項の規定による命令に違反した者は、6 月以下の懲役又は 30 万

円以下の罰金に処する。

第57条　第 32 条又は第 46 条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30 万円以下

の罰金に処する。

第58条　法人（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい

て同じ。）の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の 

業務に関して、前 2 条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して

も、各本条の罰金刑を科する。

２　法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴

訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に

関する法律の規定を準用する。

第59条　次の各号のいずれかに該当する者は、10 万円以下の過料に処する。

　一　第 40 条第 1 項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

　二　第 45 条の規定に違反した者

　　附　　則　　抄

　（施行期日）

第１条　この法律は、公布の日から施行する。ただし、第 4 章から第 6 章まで及び附則第 2 条か

ら第 6 条までの規定は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定める日か

ら施行する。

　（本人の同意に関する経過措置）

第２条　この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第 15 条第 1 項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うこ

とを認める旨の同意に相当するものであるときは、第 16 条第 1 項又は第 2 項の同意があったも

のとみなす。

第３条　この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第 23 条第 1 項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当す

るものであるときは、同項の同意があったものとみなす。

　（通知に関する経過措置）

第４条　第 23 条第 2 項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなけれ

ばならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、
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当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。

第５条　第 23 条第 4 項第 3 号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置か

なければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されていると

きは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。

　（名称の使用制限に関する経過措置）

第６条　この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用

いている者については、第 45 条の規定は、同条の規定の施行後 6 月間は、適用しない。

　　附　　則　（平成 15 年 5 月 30 日法律第 61 号）　抄 

　（施行期日）

第１条　この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 

　（その他の経過措置の政令への委任）

第４条　前 2 条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

　　附　　則　（平成 15 年 7 月 16 日法律第 119 号）　抄 

（施行期日）

第１条　この法律は、地方独立行政法人法（平成 15 年法律第 118 号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

　一�　第 6 条の規定　個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか

遅い日

　（その他の経過措置の政令への委任）

第６条　この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

　　附　　則　（平成 21 年 6 月 5 日法律第 49 号）　抄 

　（施行期日）

第１条　この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成 21 年法律第 48 号）の施行の日か

ら施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

　一　附則第 9 条の規定　この法律の公布の日

　（罰則の適用に関する経過措置）

第８条　この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる

場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

　（政令への委任）

第９条　附則第 2 条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰

則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。
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平成２２年度　教務委員会委員

〈平成 22 年 9 月 1 日〉

	 　氏　　　名	 　  所属機関（大学・短大）名	 学内職名

　委  員  長	 中　野　正　明	 華頂短期大学　学長

　副委員長	 式　庄　憲　二	 名古屋短期大学　学務部長

　委　　員	 蓮　井　直　樹	 青森明の星短期大学　事務長

　　  〃	 三　枝　和　也	 東北文教大学短期大学部　教育・研究推進室長

　　  〃	 勝　田　拓　也	 聖徳大学短期大学部　学生部次長

　　  〃	 杉　田　　　学	 大妻女子大学短期大学部　教育支援グループ課長

　　  〃	 遠　山　克　美	 共立女子短期大学　事務局次長・教務課統括課長

　　  〃	 吉　田　奈央子	 昭和女子大学短期大学部　教育支援センター次長

　　  〃	 平　　　隆　俊	 白梅学園短期大学　教務課長

　　  〃	 松　本　寛　子	 東京家政大学短期大学部　教育・学生支援センター

		  教育・研究支援課長

　　  〃	 石　月　　　亨	 目白大学短期大学部　教研支援部長

　　  〃	 毛　利　みはる	 立教女学院短期大学　教務課長

　　  〃	 佐　藤　清　彦	 湘北短期大学　事務局次長・教務部長

　　  〃	 久　米　妙　子	 愛知学泉短期大学　教務課サブマネージャー

　　  〃	 山　本　　　將	 岡崎女子短期大学　学生支援部長

　　  〃	 村　瀬　康　弘	 名古屋経済大学短期大学部　教務部長

　　  〃	 後　藤　俊　男	 滋賀短期大学　事務局長

� （順不同・敬称略）
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平成２３年度　教務委員会委員

〈平成 23 年 9 月 1 日現在　17 名〉

	 　氏　　　名	 　  所属機関（大学・短大）名	 学内職名

　委  員  長	 中　野　正　明	 華頂短期大学　学長

　副委員長	 式　庄　憲　二	 名古屋短期大学　学務部長

　委　　員	 蓮　井　直　樹	 青森明の星短期大学　事務長

　　  〃	 三　枝　和　也	 東北文教大学短期大学部　総合企画課長

　　  〃	 勝　田　拓　也	 聖徳大学短期大学部　学生部次長

　　  〃	 杉　田　　　学	 大妻女子大学短期大学部　教育支援グループ課長

　　  〃	 丸　山　志げ子	 共立女子短期大学　教務課担当課長

　　  〃	 吉　田　奈央子	 昭和女子大学短期大学部　教育支援センター次長

　　  〃	 松　本　寛　子	 東京家政大学短期大学部　教育・学生支援センター課長

　　  〃	 石　月　　　亨	 目白大学短期大学部　教研支援部長

　　  〃	 毛　利　みはる	 立教女学院短期大学　教務課長

　　  〃	 佐　藤　清　彦	 湘北短期大学　事務局次長・教務部長

　　  〃	 髙　橋　瑞　恵	 聖セシリア女子短期大学　事務局次長・教務担当

　　  〃	 山　本　　　將	 岡崎女子短期大学　学園副事務局長（教学担当）

　　  〃	 村　瀬　康　弘	 名古屋経済大学短期大学部　教務部長

　　  〃	 種　市　淳　子	 名古屋柳城短期大学　教務課長

　　  〃	 後　藤　俊　男	 滋賀短期大学　事務局長

� （順不同・敬称略）



編　集　後　記

　教務委員会では、平成３年６月の短期大学設置基準の改正を契機に、『短期大学

教務の手引き』（昭和 63 年３月刊行）の全面的な見直し・大幅な修正を行い、平

成６年 10 月に、装いを新たに『短期大学教務必携』として刊行いたしました。

　しかし、短期大学のみならず日本の高等教育を取り囲む環境、社会的な変化は

大きく、毎年のように法令等の改正が行われております。その中で本書において

も関連法律、省令等の改正部分の加除、項目の整理、資料の追加を行い、本年度

も第 16 次改訂版として刊行いたしました。

　この改訂版が、机上周辺にあって日常の業務に役立つことを願うとともに、大

方のご批正をいただければ幸いです。

　なお、委員会を構成した前２年間の委員の名簿（各委員の所属・学内職名は該

当年度当時のもの）を記して、各委員の活動に格別のご配慮をいただいた各短期

大学に対して深く謝意を表します。
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